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１．計画の基本的事項  

(1) 計画の基本的な考え方 

2025 年には団塊の世代が 75 歳以上となり、本県においても３人に１人が 65 歳以上、

５人に１人が 75 歳以上となる。 

今後、本県においても高齢化が進むと医療や介護を必要とする方がますます増加するが、 

現在の医療・介護サービスの提供体制のままでは十分対応できないと考えられる。そこで、 

2025 年を見据え、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要なサービスを確保してい

くため、医療機能の分化・連携を進めていくことが必須であるが、その改革の実現のため

には、在宅など、住み慣れた地域の中で患者等の生活を支える地域包括ケアシステムの構

築（在宅医療・介護の連携推進）が不可欠である。 

平成 28 年３月に策定した地域医療構想に基づき、医療需要の質と量に適合した効率的で

質の高い地域医療体制の構築、地域包括ケアシステムと在宅医療の充実を図るため、医療

分については主に、病床の機能分化・連携や医療従事者確保に資する事業を、介護分につ

いては、増加が予想される退院患者に対応しつつ、住み慣れた地域で継続して日常生活を

営むことができるよう介護サービス基盤の整備を進めるとともに、良質な介護サービスを

支える介護人材の育成・確保のための取組みを進めていく。 
 

(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

奈良県における医療介護総合確保区域については、地域医療構想における構想区域の設

定の検討と併せて行い、現時点の医療介護総合確保区域は、２次医療圏及び構想区域と整

合性をとる形で設定している。 

奈良（奈良市） 

東和（天理市、桜井市、宇陀市、山添村、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村） 

西和（大和郡山市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町、 

河合町） 

中和（大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、高取町、明日香村、広陵町） 

南和（五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、 

下北山村、上北山村、川上村、東吉野村） 

の地域とする。 

☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる                  ） 
 

(3) 計画の目標の設定等 

■奈良県全体 

１． 目標 

奈良県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安 

心して生活できるよう以下を目標に設定する。 
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①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

既に導入済みの情報収集及び指標算出システムを活用し、各病院の医療提供状況等の分

析評価を行うとともに、地域における病院の役割等について関係病院と協議を行い、病床

の機能分化と病院間の連携の強化を図る。 

医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を図るため、

病床規模の適正化を伴う施設・設備の整備に対して支援を行う。 

 地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

高度急性期 1,275 床 

急性期   4,374 床 

回復期   4,333 床 

慢性期   3,081 床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県においては、高齢化社会のおとずれや疾病構造が慢性疾患を中心に変化していく

ことにより、長期にわたる療養や介護を必要とする高齢者の増加が見込まれており、終末

期を含め、在宅で介護や医療サービスを受けることを希望する高齢者も多いことから、円

滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制構築など、以下に記載する医療介護総

合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安心して生活できるようにすること

を目標とする。 

訪問看護の推進を図るため、訪問看護関係者で構成する訪問看護推進協議会を開催する

とともに、訪問看護を担う人材の育成を図るための研修会を実施する。 

また、大学と病院が連携して、将来県内で在宅看護の業務に従事しようとする者に奨学

金を貸与し、在宅看護に関する教育プログラムを実施する制度に対して、補助金を交付す

ることにより、将来の在宅人材確保のインセンティブを与える。 

 在宅看取り率の向上（H29：24.1％→R6 末：31.0％） 

 在宅療養支援診療所数の向上（H30.10 末：162 件→R6 末：180 件） 

 県内訪問看護ステーション看護職員数の増加（H30：692 人→R6 末:1074 人） 

 訪問歯科診療件数の増加（H30：503 件→R6：600 件） 

    

③ 介護施設等の整備に関する目標 

介護施設等の開設時に必要な準備経費に対して支援を行うことにより、開設時から安定

した質の高いサービスを提供するための体制を整備する。 

既存の特別養護老人ホームの多床室におけるプライバシー保護のための改修に対して

支援を行うことにより居住環境の質を向上させる。 

介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備する。 

介護人材を確保するため、介護施設に勤務する職員の宿舎を整備する。 

介護職員の負担を軽減するために介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロ

ボット・ＩＣＴの導入を支援する。 

介護施設等の整備促進を図るため、用地確保のための定期借地権設定に際して土地所
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有者に支払われた一時金を支援する。 

老朽化した定員３０人以上の広域型施設の災害イエローゾーン内から災害イエローゾ

ーン外へ移転を進めるための整備費用を支援する。 

 

□開設準備経費に対する支援 

介護付きホームの開設準備経費に対する支援             1 カ所 

認知症高齢者グループホームの開設準備経費に対する支援       2 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援      1 カ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援    2 カ所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事務所の開設準備経費に対する支援 1 カ所 

訪問看護ステーションの大規模化に対する支援                4 カ所 

 □既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援 

2 カ所(52 床) 

□看取り環境整備支援 

介護老人保健施設             2 カ所 

□介護職員の宿舎施設整備事業   2 カ所 

□介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

特別養護老人ホーム            1 カ所 

介護老人保健施設           1 カ所 

介護付きホーム        1 カ所 

認知症高齢者グループホーム  2 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 1 カ所 

 □定期借地権設定のための一時金 

   認知症高齢者グループホーム  1 カ所 

 □災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設の移転改築整備 

   介護付きホーム        1 カ所 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

以下に記載する医療介護総合確保区域の課題を解決することを目標とする。 

 医師の偏在を解消するための取組の促進 

 医療従事者にとって働きやすい職場環境の整備のための取組を促進 

 看護職員の養成、定着促進、離職防止及び復職支援のための取組の促進 

 臨床研修医マッチング者数の高水準の維持（R６研修開始：121 人） 

 医師配置システムによる医師配置・派遣数の増加（R5：86 人→R6：90 人） 

 糖尿病性腎症による新規透析導入患者数の減少 

（H26～H28 平均：197 人→R4～R6 平均：減少） 

 県内病院新人看護職員離職率（R2:8.5％→R6：7.5％） 

 県内の認定看護師数の増加（H30：212 人→R6：283 人） 

 看護師等養成所運営費補助対象施設卒業生の県内就業率 

（H31：52.7％→R6：55％以上） 

 県内看護職員就業者数（R2：16,630 人→R6：19,205 人） 
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 病院内保育所保育児童１名あたり 24 時間保育＋休日保育日数 

（R2：12.9 日／名→R6：14.6 日／名） 

 小児科２次救急輪番病院数（R4：14 機関→R6：14 機関を維持） 

 小児２次輪番病院の外来患者数（H30：4,876 人→R5：6,300 人） 

 DMAT チーム数（R5：24 チーム→R6：24 チーム） 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

介護現場における人材不足の改善に向け、介護従事者の増加を目標とする。 

県、奈良労働局、県福祉人材センター、介護事業の経営者、職能団体、養成機関、教育

団体等で構成する協議会において、調査分析や施策の検討などを行い、県、市町村、民間

団体における様々な取組を推進する。 

(参入促進） 

本県の介護分野の有効求人倍率は 3.59 倍（R6 年 6 月）と高止まりしている。改善に向

け、介護職の仕事の魅力とやりがいを発信するとともに、きめ細やかな就労斡旋などを実

施する。 

 マッチングの機能強化（相談支援の専門員 5名配置） 

 地域への介護職の魅力発信（講座の開催） 

 若者、女性、中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施（職場体験など） 

 介護職員初任者研修資格取得支援 

 福祉・介護の就職フェアの開催（求人情報や資格取得情報等を提供） 

 介護事業所等におけるインターンシップ等の導入促進 

（資質の向上） 

有資格者に対して資質向上やキャリアアップのための研修やリーダー育成のための研

修を行う。 

 介護人材のキャリアアップ研修の実施 

 介護施設、介護事業所への出前研修を支援 

 認知症サポート医の養成 

 認知症介護、認知症介護指導者研修の実施 

 ＯＴ等指導者の養成 

 外国人介護職員受入セミナーの実施 

（労働環境・処遇の改善） 

介護職員は、勤務環境や処遇が問題となって離職することが多いことから、離職防止の

ために介護職員と介護事業所双方への支援や働きやすい環境づくりに取り組む。 

 雇用管理改善のためのセミナーの開催等を支援 

 認知症介護指導者研修に係る負担軽減 

 若手職員の離職防止のための交流会の開催等を支援 
 外国人受入体制の構築及び受入環境の整備支援 

 

 

２．計画期間 
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  令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 
■奈良 

１． 目標 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

 地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

高度急性期 329 床 

急性期  1,170 床 

回復期  1,137 床 

慢性期   906 床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

 

２．計画期間 

  令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 

■東和 

１． 目標 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

 地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

高度急性期 285 床 

急性期   933 床 

回復期   830 床 

慢性期   318 床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

 

２．計画期間 
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  令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 

 
■西和 

１． 目標 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

 地域医療構想で記載する令和 7 年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

高度急性期 283 床 

急性期   932 床 

回復期   1,113 床 

慢性期   977 床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

 

２．計画期間 

  令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 
■中和 

１． 目標 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

 地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

高度急性期 355 床 

急性期 1,209 床 

回復期 1,138 床 

慢性期  709 床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 
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２．計画期間 

  令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 

■南和 

１． 目標 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

 地域医療構想で記載する令和 7 年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

高度急性期 23 床 

急性期   130 床 

回復期   123 床 

慢性期    171 床 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

 

２．計画期間 

  令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 

（注）目標の設定に当たっては、医療計画、介護保険事業支援計画等を踏まえ、アウトプ 

   ット・アウトカムに着目したできる限り定量的な視点による目標設定を行うこと。 

 

(4) 目標の達成状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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２．事業の評価方法  

 (1) 関係者からの意見聴取の方法 

【医療分】 

令和 6年 8 月 19 日  市町村、県医師会、病院協会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、

訪問看護ステーション協議会、理学療法士協会、作業療法士会、

介護支援専門員協会、県内各病院あてに事業アイデアについて照

会（9月 2日回答期限） 

令和 6年 8～9 月     R7 県予算要求に伴い、事業提案者（県立医大等）と随時調整 

令和 7年 3月 17 日  県医療審議会において R7 年度基金計画予定事業について意見聴取 

【介護分（施設整備分）】 

令和 5年 8月 1日  市町村、県内各高齢者施設あてに R6 の整備予定について照会 

（9月 6日回答期限） 

令和 5年 10 月    R6 県予算要求に伴い、事業者（市町村、関係施設等）と随時調整 

令和 6年 4 ～ 5 月 事業者（市町村、関係施設等）と最終調整 

【介護分（介護従事者分）】 

令和 5年 10 月 18 日  県福祉・介護人材確保協議会において今後の事業等について意見聴取 

令和 6年 2月 27 日  市町村、県医師会、病院協会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、訪問看護ステ 

ーション協議会、理学療法士協会、作業療法士会、介護支援専門員協会、社会福祉

協議会、老人福祉施設協議会、老人保健施設協議会等あてに令和 6年度事業計画の

公募について通知（3月 12 日締切り） 

令和 6年 3月 29 日  事業者選定審査会において事業者を選定 

令和 6年 9月 2日  県福祉・介護人材確保協議会において R6 年度基金計画事業等について意見聴取 
 
 

(2) 事後評価の方法 

計画の事後評価にあたっては、奈良県医療審議会、あるいは個別分野に関して設置されて 

いる協議会等の意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直しなどを行うなどによ 

り、計画を推進する。 
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３．計画に基づき実施する事業 

 事業区分１－１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は 

         設備の整備に関する事業 

事業区分１－２：地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は 

病床数の変更に関する事業 

 事業区分２  ：居宅等における医療の提供に関する事業 

 事業区分４  ：医療従事者の確保に関する事業 

事業区分６  ：勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

 
(1) 事業の内容等 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.1（医療分）】 
病床の機能分化・連携推進検証手法検討事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

9,889 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

地域医療構想において必要となる機能区分毎の病床を確保する

ため、病床の機能転換整備を推進する必要がある。そのためには

患者の受療動向など現状を分析し把握する必要がある。 

 アウトカム指標 医療圏毎の受療動向などを分析することで地域の医療提供体制

の現状を県民に公表する。 

事業の内容 病床機能の分化・連携を進めるにあたり、県内の医療機関の現状

を把握した上で、今後算定される将来の病床数の必要量が、地域

の実情に適合しているかを検証する手法を検討する。 

アウトプット指標 医療圏毎の受療動向 
アウトカムとアウトプット

の関連 

医療圏毎の受療動向などの現状を提示し、各病院の病床転換に向

けた検討資料を提供することで、地域医療構想の達成を図る。 

地域医療構想の関係性及び

スケジュール（注１） 

毎年度１回以上行う医療圏毎の地域医療構想調整会議にて、各医

療圏毎の受療動向等を報告し県民に公表している。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

9,889 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

6,592 

うち過年度残額 

(千円) 

6,592 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

3,297 

うち過年度残額 

(千円) 

3,297 
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計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

9,889 

うち過年度残額 

(千円) 

9,889 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額（国

費）における公

民の別（注２） 

公  

 (千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

6,592 

うち過年度残額 

(千円) 

6,592 

うち受託事業等（注３） 

(千円) 

6,592 

うち過年度残額 

(千円) 

6,592 

備考  

（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合の

み記載すること。 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の

別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.2（医療分）】 
地域包括ケア病棟等整備促進事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

14,700 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 地域包括ケア病棟等を整備する県内病院、奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

（例）地域医療構想において必要となる機能区分毎の病床を確保

するため、病床の機能転換整備を推進する必要がある。 

 アウトカム指標 基金を活用して不足している他の病床機能から回復期機能への

転換を促進する。 

事業の内容 今後、急性期から回復期、在宅医療に至るまでの一連のサービ

スを地域において確保するため、今後算定される将来の病床数の

必要量が地域の実情に適合しているか検証し、病床の機能分化・

連携を推進するための施設・設備整備に対する補助を実施する。 

アウトプット指標 整備を行う医療機関数：１施設 
アウトカムとアウトプット

の関連 

回復期病床への転換を行う病院を支援することで回復期病床を

確保し、地域医療構想の達成を図る。 

地域医療構想の関係性及び

スケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

14,700 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

9,800 

うち過年度残額 

(千円) 

9,800 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

4,900 

うち過年度残額 

(千円) 

4,900 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

14,700 

うち過年度残額 

(千円) 

14,700 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額（国

費）における公

民の別（注２） 

公  

 (千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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9,800 9,800 

うち受託事業等（注３） 

(千円) 

9,800 

うち過年度残額 

(千円) 

9,800 

備考  

（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合の

み記載すること。 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の

別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.3（医療分）】 
医療機能・分化連携施設設備整備事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

23,738 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県、県内病院 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

・奈良県が目指す保健医療体制の実現のため、病院が提供する医

療機能と病院間の連携状況の可視化（見える化）が重要である。 

・地域医療構想に基づき、2025 年を見据えると、特に回復期を担

う病床が不足することが見込まれるため、既存の病床を回復期機

能に転換させることが必要である。 

 アウトカム指標 回復期病床数（R7 病床機能報告 1,832 床、地域医療構想 4,333

床） 

事業の内容 ・既に導入済みの情報収集及び指標算出システムを活用し、各病

院の医療提供状況等の分析評価を行うとともに、地域における病

院の役割等について関係病院と協議を行い、病床の機能分化と病

院間の連携の強化を図る。 

・医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提

供体制の構築を図るため、施設・設備の整備及びＥＲ救急医療体

制の強化に対して支援を行う。（回復期病床への転換等） 

アウトプット指標 ・設定指標の改善（脳卒中等）、急性期病床から回復期病床に転

換する病床 28 床 
アウトカムとアウトプット

の関連 

・設定指標を改善することにより医療連携を強化する。 

・回復期病床に転換する病床を増やすことにより医療機能の分

化・連携を強化する。 

地域医療構想の関係性及び

スケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

23,738 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

15,825 

うち過年度残額 

(千円) 

15,825 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

7,913 

うち過年度残額 

(千円) 

7,913 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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23,738 23,738 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額（国

費）における公

民の別（注２） 

公  

 (千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

15,825 

うち過年度残額 

(千円) 

15,825 

うち受託事業等（注３） 

(千円) 

15,825 

うち過年度残額 

(千円) 

15,825 

備考  

（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合の

み記載すること。 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の

別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.4（医療分）】 
医療機能・分化連携施設設備整備事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

348,439 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県立医科大学 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

ＥＲ型救急医療体制を強化することにより、他の医療機関の回復

期への病床転換を誘導し、地域医療構想の達成に向けた病床の機

能の連携を進めることが必要である。 

 アウトカム指標 回復期病床数（R7 病床機能報告 1,832 床、地域医療構想 4,333

床） 

事業の内容 奈良医大附属病院に搬送された救急患者をより安全、迅速にＥＲ

センターに搬送するための施設設備整備等を行い、ＥＲ型救急医

療体制の強化を図る。 

アウトプット指標 奈良県立医大附属病院における施設設備整備の実施 
アウトカムとアウトプット

の関連 

・奈良県立医大附属病院における施設設備整備を実施してＥＲ

型救急医療体制を強化することにより、他の医療機関の回復期へ

の病床転換を誘導し、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の

連携を進める。 

地域医療構想の関係性及び

スケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

348,439 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

10,381 

うち過年度残額 

(千円) 

10,381 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

5,190 

うち過年度残額 

(千円) 

5,190 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

15,571 

うち過年度残額 

(千円) 

15,571 

その他（Ｃ） (千円) 

332,868 

 

基金充当額（国

費）における公

民の別（注２） 

公  

 (千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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民  

(千円) 

10,381 

うち過年度残額 

(千円) 

10,381 

うち受託事業等（注３） 

(千円) 

10,381 

うち過年度残額 

(千円) 

10,381 

備考  

（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合の

み記載すること。 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の

別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.5（医療分）】 
二次三次医療機関間情報共有システム導入支援

事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

38,874 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 二次救急医療機関及び三次救急医療機関、奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

ICT を活用し、地域の医療機関相互で情報共有を行うためのネッ

トワークを構築することで、地域医療において救急医療を中心に

各医療機能の本来の役割を果たし、通常診療から救急医療に至る

まで一連のサービスを洩れなく提供することを目指す。 

 アウトカム指標 県内で医用画像等の情報共有システムにより医療機関間で情報

共有を行う医療機関数（R6：4 機関） 

事業の内容 脳卒中や心臓病その他の循環器病の急性期を始めとする救急医

療の場面において、二次救急医療機関及び三次救急医療機関がリ

アルタイムで医用画像等の情報共有を行うためのシステムの導

入費用（設備費、備品購入費等）を支援する。 

アウトプット指標 情報共有システムの導入費用へ補助を行った医療機関数 
アウトカムとアウトプット

の関連 

県内で情報共有システムの導入を行う医療機関が増えることで、

当該システムにより医療機関間における情報共有を行う機関数

の増加を推進する。 

地域医療構想の関係性及び

スケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

38,874 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

25,916 

うち過年度残額 

(千円) 

25,916 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

12,958 

うち過年度残額 

(千円) 

12,598 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

38,874 

うち過年度残額 

(千円) 

38,874 

その他（Ｃ） (千円) 

0 
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基金充当額（国

費）における公

民の別（注２） 

公  

 (千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

25,916 

うち過年度残額 

(千円) 

25,916 

うち受託事業等（注３） 

(千円) 

25,916 

うち過年度残額 

(千円) 

25,916 

備考  

（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合の

み記載すること。 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の

別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.6（医療分）】 
がん医療機能分化推進事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

38,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県立医科大学 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

本県のがん死亡率（75 歳未満年齢調整）は低下しているが、さらに「が

んで亡くならない県、日本一」を目指すため、県内での「ゲノム医療」

等の新たながん医療に対応する体制整備が必要となっている。 

 アウトカム指標 がん 75 歳未満年齢調整死亡率(人口 10万対) 

R4：62.3 → R5：R4 値より減少 

事業の内容 奈良県立医科大学に設置した「腫瘍内科学講座」に対し、がん薬物療法

専門医の育成や、県内のがん治療水準の向上、医療施設間のネットワ

ーク化に係る調査・研究等講座運営に必要な経費を補助する。 

アウトプット指標 県内がん薬物療法専門医数  R5：13 人 → R6：増加 

県内がんゲノム医療拠点病院の指定 R5：1 医療機関→R6：1 医療機関

を維持 
アウトカムとアウトプット

の関連 

がん薬物療法専門医は、ゲノム医療に係る相談から検査、エキスパー

トパネル、薬物療法の実施まで、ゲノム医療の全ての段階に関わり、各

診療科を横断的にマネジメントできる専門的人材であり、ゲノム医療

の体制整備に必要不可欠である。がん薬物療法専門医を育成、県内が

ん診療連携拠点病院へ配置し、専門医の空白地域を解消することで、

県内のがんゲノム医療、薬物療法に係る医療施設間の機能分化及びネ

ットワーク化を図る。また検査から治療まで自施設で完結できるがん

ゲノム医療拠点病院の指定に向け、がんゲノム医療を適切に受けられ

る体制を整えることで、県内のがん治療水準が向上し、年齢調整死亡

率の低下が見込まれる。 

地域医療構想の関係性及び

スケジュール（注１） 

医療連携体制の推進及び主要な機能を担う医療機関として、都道府県

がん診療連携拠点病院の指定を受け、専門的ながん診療機能を有し、

かつ、県内唯一の医師教育機関である奈良県立医科大学に上記講座を

設置運営し、事業を実施することで、県内の専門的ながん診療機能を

強化し、質の高いがん医療を提供することができる。また、がんゲノム

医療拠点病院の指定をめざし、県内で完結するがんゲノム医療の提供

体制を整える。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

38,000 
 

基金 国（Ａ）  うち過年度残額 
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(千円) 

25,333 

(千円) 

25,333 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

12,667 

うち過年度残額 

(千円) 

12,667 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

38,000 

うち過年度残額 

(千円) 

38,000 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額（国

費）における公

民の別（注２） 

公  

 (千円) 

25,333 

うち過年度残額 

(千円) 

25,333 

民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注３） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合の

み記載すること。 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の

別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.7（医療分）】 
がん患者に対する口腔ケア対策支援事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,600 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 県、奈良県歯科医師会 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

がん治療において、口腔ケアや歯科治療はがん患者のＡＤＬ及び

ＱＯＬの維持向上のために重要な支持療法である。がん患者が適

切に口腔ケアや歯科治療にかかりやすい体制を構築する必要が

ある。 

 アウトカム指標 がん治療に納得していると回答した割合（ならのがんに関する患

者意識調査） R3:67.8%→R7:増加 

事業の内容 県内のがん診療連携拠点病院等と連携・協力して、がん患者の口

腔健康管理、口腔健康管理に関わる人材の育成や地域毎のネット

ワークづくりの体制を整備する。 

アウトプット指標 がん診療連携登録歯科医：R5:139 人→ R6:増加 

連携歯科医療機関数：R5:35 機関→ R6:増加 

医科歯科連携件数：R5:98 件 → R6:増加 
アウトカムとアウトプット

の関連 

がん診療連携拠点病院等と地域の歯科医師との連携を促進し、が

ん診療連携登録歯科医、連携歯科医療機関数、医科歯科連携件数

を増加させることで患者満足度の向上が見込まれる。 

地域医療構想の関係性及び

スケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,600 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

1,067 

うち過年度残額 

(千円) 

1,067 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

533 

うち過年度残額 

(千円) 

533 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

1,600 

うち過年度残額 

(千円) 

1,600 

その他（Ｃ） (千円) 

0 
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基金充当額（国

費）における公

民の別（注２） 

公  

 (千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

1,067 

うち過年度残額 

(千円) 

1,067 

うち受託事業等（注３） 

(千円) 

1,067 

うち過年度残額 

(千円) 

1,067 

備考  

（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合の

み記載すること。 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の

別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.8（医療分）】 
病床機能転換事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 県内病院 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

2025 年に必要となる機能別病床数を見据えると、地域医療構想

に沿った病床機能転換（病床機能の集約化・再編）、他分野への

転換（介護・健康・福祉）を図る必要がある。 

 アウトカム指標 病床数 

・地域医療構想（高度急性期 1,275 床、急性期 4,374 床、回復期

4,333 床、慢性期 3,081 床）  

・H28 病床機能報告（高度急性期 1,466 床、急性期 6,997 床、

回復期 1,997 床、慢性期 3,194 床） 

事業の内容 医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提供

体制の構築を図るため、ＥＲ型救急医療体制の強化や病床機能の

適正化に向けた施設・設備の整備に対して補助金を交付すること

により支援を行う。 

アウトプット指標 機能転換病床数 330 床（平成 29～令和２年度） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

過剰となっている機能病床を転換することにより、効率的かつ質

の高い医療提供体制の構築につなげる。 

地域医療構想の関係性及び

スケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,000 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

5,333 

うち過年度残額 

(千円) 

5,333 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

2,667 

うち過年度残額 

(千円) 

2,667 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

8,000 

うち過年度残額 

(千円) 

8,000 

その他（Ｃ） (千円) 

0 
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基金充当額（国

費）における公

民の別（注２） 

公  

 (千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

5,333 

うち過年度残額 

(千円) 

5,333 

うち受託事業等（注３） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合の

み記載すること。 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の

別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.9（医療分）】 
地域医療構想実現に向けた医療機能強化推進事業 

（「面倒見のいい病院」機能向上事業） 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

71,207 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

将来的な医療需要に対応した医療提供体制の構築のためには、各

医療機関が地域の医療ニーズに則して自らの担う医療機能を明

確化し、その担う役割の方向性に沿った医療機能の発揮と連携の

強化が必要。 

 アウトカム指標 各病院の医療機能の強化（指標値の上昇） 

事業の内容 ・医療機能の「見える化」指標の作成 

・各病院から「見える化」指標の収集 

・病院間での指標結果の共有、県民等への公開 

・医療機能の「見える化」による各医療機関の機能分化、機能発

揮、連携強化 

アウトプット指標 ・「見える化」指標を策定する 

・指標結果を病院間で共有する 

・指標結果を分かりやすく県民に公開する 
アウトカムとアウトプット

の関連 

医療機能を「見える化」し、その結果を病院間等で共有すること

により、各病院の「自己評価」「自己改善」を促し、医療機能の強

化を図る。 

地域医療構想の関係性及び

スケジュール（注１） 

各病院が担う医療機能を見える化するための指標を作成し、１年

度に１回、全病院へフィードバックする。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

71,207 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

47,472 

うち過年度残額 

(千円) 

47,472 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

23,735 

うち過年度残額 

(千円) 

23,735 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

71,207 

うち過年度残額 

(千円) 

71,207 

その他（Ｃ） (千円)  
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0 

基金充当額（国

費）における公

民の別（注２） 

公  

 (千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

47,472 

うち過年度残額 

(千円) 

47,472 

うち受託事業等（注３） 

(千円) 

11,792 

うち過年度残額 

(千円) 

11,792 

備考  

（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合の

み記載すること。 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の

別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 １－２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更

に関する事業 

事業名 【No.10（医療分）】 
単独支援給付金支給事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

52,668 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県の医療機関 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、地域の実情に応じた質 

の高い効率的な医療提供体制の構築が必要 

 アウトカム指標 奈良県の機能毎の病床数（Ｒ５ → Ｒ６） 

高度急性期病床  1,331 床→1,331 床 

急性期病床    6,626 床→6,593 床 

回復期病床    2,574 床→2,574 床 

慢性期病床    2,551 床→2,551 床 

事業の内容 医療機関が、地域の関係者間の合意の上、奈良県地域医療構想に即した 
病床機能再編の実施に伴い、減少する病床に応じた給付金を支給する。 

アウトプット指標 対象となる医療機関数 １医療機関 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

地域医療構想調整会議等の合意を踏まえ、自主的に病床数を減少する医療 
機関に対し財政支援することにより、地域医療構想の実現に向けた取組の 
促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

52,668 

  

基 

金 

国（Ａ）  

(千円) 

52,668 

うち過年度残額 

(千円) 

52,668 

その他（Ｂ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）にお

ける公民の

別（注） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

52,668 

うち過年度残額 

(千円) 

52,668 

備考  

（注）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.11（医療分）】 
在宅医療推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

13,174 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 奈良県、奈良県医師会、保健所 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者の人口が一気に増える 2025 年、2040 年に備え、住み慣れた地域

で最後まで暮らすことを支える在宅医療の提供体制を確立する必要が

ある。今後、増加が見込まれる在宅医療ニーズに対応するため、在宅

対応ができる開業医等の確保及びそれを支える多職種による連携体制

の整備を促進する必要がある。 

 アウトカム指標 ・在宅看取り率(自宅＋老人ホーム＋介護医療院)の向上：（R4 30.6%）→

（R6末目標値 31%） 

・在宅療養支援診療所数の向上：（R5.1 177 件）→ （R6 末目標値 180 件） 

事業の内容 ①在宅医療提供体制確立促進事業 

１．多職種連携体制の整備に資する取組 

内容：奈良県在宅医療推進会議の実施・運営（県） 

➣各医療職種の代表者が参画し、全県的な課題や県が実施する事業

についての意見交換を行う。  

２．開業医の在宅医療への参入促進策の検討等を通じた提供体制の構

築（県医師会（補助）） 

内容：県医師会と協働して、開業医の在宅医療への参入促進策の検

討等を実施し、在宅医療提供体制の構築を図る。 

➣在宅医療に関する医師間の連携体制の構築（地域包括ケアシステ

ム推進委員会を実施） 

➣在宅医療への参入促進事業の実施（在宅医療入門研修、在宅医療

同行訪問研修等） 

②在宅医療広域連携支援事業 

１. 管内市町村広域調整支援事業 

内容：市町村単独または複数市町村が連携して実施する在宅医療推

進のための取組に関して、広域的な視点を踏まえた事業実施の支援

や、医療職能団体との調整支援などを行う。 

２. 入退院調整ルールづくり支援事業 

内容：令和 2 年度までに県のほぼ全域でルールの構築は完了したた

め、ルールの運用やルールを活用した連携の質向上につながる取組

を支援する。 

３. 在宅医療多職種間連携強化支援事業 

内容：複数職能団体が協働した在宅医療に関する研修会や、地域内

で医療資源に格差がある地域における専門研修等の企画・調整支援

を行う。 

③在宅医療地域連携支援事業 

１. 在宅医療コーディネーター研修 

内容：地域の在宅医療に関する相談支援体制を構築する 



29 
 

２. 在宅医療コーディネーター研修にかかる事前調査 

内容：県内における在宅医療情報の収集、研修資料の作成 

３. 長期療養児童在宅医療・在宅訪問推進研修 

内容：在宅医療・在宅訪問についての研修会を実施 

④地域連携パス推進事業 

１. 地域連携会議や勉強会等の開催 

内容：よりよい連携体制構築のための会議等を開催 

アウトプット指標 ・奈良県在宅医療推進会議の実施 １回 

・地域包括ケアシステム推進委員会の実施（県医師会実施） 計２回 

・在宅医療入門研修等 計２回 

・在宅医療コーディネーター研修の実施 ２回 

・県内における医療機関の退院支援状況を調査 

対象：県内 75 病院（地域連携室等の退院調整担当部署） 

・市町村における在宅医療の状況調査 

対象：県内 39 市町村の在宅医療担当課 

・長期療養児童在宅医療・在宅訪問推進研修の実施（年３回：ジュニ

アコース２回、シニアコース１回） 

・地域連携パス検討会議・事務担当者会議等の開催 ２回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

・各医療職種が参画する全県的な会議体を開催することで、広域的な

視点を基にした在宅医療提供体制を構築する。 

・県民への啓発や医療従事者等に対する研修などの施策を検討し、本

人が望む場所で療養できる体制の整備を目指す。 

・開業医等に対する参入促進策の実施を通じて、在宅医療の量及び質

の確保を行う。 

・県内３保健所を中心として、在宅医療の促進に向けた入退院調整ル

ールづくり、多職種間の連携の強化に向けた支援などにより、全県

的な在宅医療連携体制の底上げに繋げる取組を進める。 

・病院の入退院支援に関わる看護師・社会福祉士や、市町村の在宅医

療に関係する業務に携わる職員等を対象とした研修会を開催するこ

とで、地域の在宅医療に関する相談支援体制の整備を進める。 

・長期療養児の在宅医療・在宅訪問に関わる関係者の知識・技能の向

上を図ることで、小児在宅医療提供体制の整備を進める。 

・よりよい連携体制構築のための会議等を開催することで、地域が一

体となった支援を構築する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

13,174 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

8,782 

うち過年度残額 

(千円) 

8,466 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

4,392 

うち過年度残額 

(千円) 

4,234 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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13,174 12,700 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

3,582 

うち過年度残額 

(千円) 

3,266 

民  

(千円) 

5,200 

うち過年度残額 

(千円) 

5,200 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

5,200 

うち過年度残額 

(千円) 

5,200 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が

事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.12（医療分）】 
重症心身障害児等地域生活支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

14,692千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

重症心身障害児（者）および医療的ケア児（者）が身近な地域において

在宅医療が適切に受けられるよう、関係機関が連携し支援体制を構築

する拠点および人材が必要である。 

 アウトカム指標 医療型短期入所受入延日数   

 Ｒ２年度実績：1,355 日 → Ｒ６年度末：2,500 日 

事業の内容 在宅の重症心身障害児等が身近な地域において心身の状況に応じた適

切な医療、保健、福祉その他関連分野の支援を受けられる体制整備を

進めるために、奈良県重症心身障害児者支援センターを運営する。県

内の医療的ケア児等の実態調査を行い、地域年代別の人数を把握する

とともに当事者把握及び困り事の聞き取りを行い、医療、保健、福祉

その他の関連分野施策の検討、支援体制構築の基礎資料及び直接的支

援に結びつける一助とする。 

アウトプット指標 センターにおける相談・対応件数  100 件/年 

県内の７５病院に対する医療的ケア児者の人数調査及びその調査で判 

明した医療的ケア児者（想定７５０人）に対しアンケート調査を実施 

アウトカムとアウトプット

の関連 

センターにおける相談対応や利用調整の充実により、ニーズが高い医

療型短期入所の受入日数が増加し、安心して在宅医療生活を送ること

ができる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

14,692 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

9,795 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

4,897 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

14,692 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 
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基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

9,795 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

9,795 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が

事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.13（医療分）】 
奈良県心身障害者歯科衛生診療所設備整備

事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,200 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県 

 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

一般歯科診療所で治療困難な心身障害児者を対象とした歯科治療の根

強いニーズに対応するため、障害者歯科医療を安定して供給し続ける

必要がある。 

 アウトカム指標 安定した障害者歯科医療の提供 

診療日数：２１２日（Ｒ４年度）→診療日数：２１２日（Ｒ６年度） 

診療件数：延べ 3,581 人（Ｒ４年度）→診療件数：延べ 3,600 人（Ｒ

６年度） 

事業の内容 心身障害者歯科衛生診療所の歯科診療機器等を整備し、効果的・効率

的な治療の実施により、利用者へのサービス向上に繋げるとともに、

当診療所で歯科診療に関わる歯科医師等の心身障害者（児）への歯科

診療技術を向上させることにより、在宅歯科診療及び一般歯科診療の

推進と在宅歯科診療等を支える体制の充実を図る。 

アウトプット指標 耐用年数を経過した歯科診療機器の整備・更新                      

アウトカムとアウトプット

の関連 

耐用年数を経過した歯科診療機器等の整備・更新 年 1 回実施するこ

とによる効率的・効果的な安定した医療の提供 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,200 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

4,133 

うち過年度残額 

(千円) 

1,532 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

2,067 

うち過年度残額 

(千円) 

766 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

6,200 

うち過年度残額 

(千円) 

2,298 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

公  

(千円) 

4,133 

うち過年度残額 

(千円) 

1,532 
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の別（注１） 民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が

事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.14（医療分）】 
在宅歯科医療連携室運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,800千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 県歯科医師会 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

地域住民や在宅療養者の歯科医療に関するニーズに応えるため、地域

における在宅歯科医療の推進を図る必要がある。 

 アウトカム指標 当該事業を通じた訪問歯科診療件数（延べ患者数） 

555 件（R4.4～R5.3 末値）→600 件（R6.4～R7.3 末目標値） 

事業の内容 在宅歯科医療における医科や介護等の他分野との連携を図るための窓

口（在宅歯科医療連携室）を設置し、在宅歯科医療希望者に訪問医を

紹介する事や、在宅歯科医療を行う歯科診療所に在宅歯科医療機器の

貸出をする事により、在宅歯科医療を受ける者や家族等のニーズに応

え、地域における在宅歯科医療の推進及び他分野との連携体制の構築

を図る。 

アウトプット指標 歯科診療機器の貸出件数 350 件 周知啓発活動 30 回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

歯科診療機器貸出や在宅歯科医療連携室の周知活動を行うことで、地

域における在宅歯科医療の推進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,800 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

2,533 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

1,267 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

3,800 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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2,533 0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

2,533 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が

事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.15（医療分）】 
訪問看護推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,434 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

今後増加が見込まれる在宅医療ニーズに対応するため、自宅での

療養生活を支える訪問看護の充実が必要。 

令和元年７月算出の看護職員需給推計結果では、令和 7年（2025

年）に 1,244 人必要とされ、平成 30 年（692 人）と比較し約２

倍に増加させる必要がある。 

 アウトカム指標 県内の訪問看護ステーション稼働数 

H30：141 事業所 ⇒ R6：237 事業所（R7 目標：253 事業所） 

事業の内容 訪問看護の推進を図るため、訪問看護を担う人材の育成を図るための

研修会するほか、訪問看護関係者で構成する訪問看護推進協議会を開

催する。 

アウトプット指標 研修参加者数：70 人／年 
アウトカムとアウトプット

の関連 

研修により訪問看護を担う人材の育成を推進することで、訪問看護の

提供体制の強化を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,434 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

956 

うち過年度残額 

(千円) 

454 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

478 

うち過年度残額 

(千円) 

226 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

1,434 

うち過年度残額 

(千円) 

680 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

197 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  うち過年度残額 
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(千円) 

759 

(千円) 

454 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

759 

うち過年度残額 

(千円) 

454 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が

事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.16（医療分）】 
がん在宅医療情報管理事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

9,707千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

がんによる死亡についての統計は、全国比較や地域間比較が容易にで

きていたが、がんの「罹患」については、当県ではデータの精度が低

く、比較検討ができなかったところ、罹患情報の収集及び精度の向上

により医療圏ごとの罹患の推移や年齢別、地域別などで収集、管理が

可能になった。これらのデータにより、在宅医療対策の重要性を示唆

し、がん在宅医療の空白地域に対策を講じ、結果的にがん在宅ケア診

療を行っている診療所の割合を増加させるなど、在宅医療を推進して

いく必要がある。 

 アウトカム指標 アウトカム指標：がん診療連携拠点病院等とかかりつけ医・在宅医と

のスムーズな医療連携ネットワーク体制が整備されている。 

R5：186 施設（在宅療養支援診療所数）→R6：増加 

事業の内容 がん患者の罹患情報等を収集し、がん患者の罹患状況の推移を年齢別、

性別等医療圏ごとに管理することで、在宅医療を推進していく。また、

県民へ在宅医療を含む有益ながん情報を提供する。 

アウトプット指標 奈良県がん情報提供ポータルサイト「がんネットなら」ページビュー

数  R5 年度：75,736 件から増加 
アウトカムとアウトプット

の関連 

当事業を実施することにより、より精度の高いデータを用いて、医療

圏毎のがん罹患の推移や年齢別、地域別のデータを収集、管理するこ

とで、がん診療連携拠点病院等と在宅医療に係る医療機関との連携を

推進することができる。また、分析結果をポータルサイト「がんネッ

トなら」に掲載し、県民や医師会等の関係機関へ情報提供することで、

がんの在宅医療対策の重要性と優先順位を示唆し、がん在宅医療の空

白地域に対策を講じることが可能となり、アウトカムとして、がんの

在宅ケア診療を行っている診療所の割合が増加すると見込まれる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

9,707 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

6,472 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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3,235 0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

9,707 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

6,472 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が

事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.17（医療分）】 
産科医療体制支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

17,065 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 県内病院、診療所、助産所 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

現在産婦人科医、新生児科医等は過酷な勤務状況下にあり、また、医師

数の減少等により分娩を取り扱う医療機関の減少傾向が続いている。

県内の産科医療体制の充実のためには、これらの医療を担当する医師

等の処遇改善を図り、勤務状況の改善をすすめることにより、産科医療

を担う人材及び分娩取扱医療機関を確保することが必要。 

 アウトカム指標 ・手当支給施設の産科・産婦人科医師数 R6：常勤医 69 人 

・分娩 1,000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 R6：11.9

人 

事業の内容 ・地域でお産を支える産科医や助産師、NICU において新生児を担当す

る新生児医療担当医に対し、分娩手当や新生児担当医手当等を支給す

ることにより、これらの医師等の処遇改善を図る者に対し、補助金を

交付する。 

・臨床研修終了後の専門的な研修において産科を選択する医師に対し、

研修手当等を支給することにより、将来の産科医療を担う医師の育成

を図る者に対し、補助金を交付する。 

アウトプット指標 ・手当支給者数 R6のべ 3,935 人（育成支援事業 28人、確保支援事業 3,604

人、新生児科医支援事業 303 人） 

・手当支給施設数 R6 のべ 21 施設（育成支援事業 1施設、確保支援事業 18

施設、新生児科医支援事業 2施設） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

産科医、新生児医療担当医等の処遇改善や、産科医療を担う医師の育成

を図る医療機関を支援することで、県内の産科医療体制の充実を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

17,065 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

11,377 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

5,688 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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17,065 0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

7,964 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

3,413 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.18（医療分）】 
糖尿病医療専門人材育成事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

428千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

奈良県の糖尿病専門医数は全国と比較して少なく、糖尿病患者が漸増

している昨今、専門医１人あたりの負担は大きい状況（R2 年時点 専

門医１人あたりの患者数 全国＝945 人、奈良県＝1,229 人）。以上の状

況より、奈良県では糖尿病医療の充実及び医師の負担軽減のため、糖尿

病医療に関わる専門人材（糖尿病専門医）の育成及び専門医と連携して

患者の診療にあたる医師（非専門医、かかりつけ医）の確保が必要であ

る。 

 アウトカム指標 糖尿病性腎症による新規透析導入患者数の減少(直近 3 ヶ年平均) R2

～R4 平均：199 人 → R4～R6 平均：減少を目指す。 

事業の内容 糖尿病専門医と非専門医の連携の仕組みとして構築した「奈良県糖尿

病診療ネットワーク」の活用を促進するため、診療ネットワークを積極

的に活用する「協力医療機関」の認定や意見交換会等を実施する。 

アウトプット指標 糖尿病診療ネットワーク協力医療機関の認定数の増加 

アウトカムとアウトプット

の関連 

専門医と非専門医が連携して糖尿病患者の治療を行う仕組みを活用す

ることで、糖尿病初期段階から専門的な治療を行える体制を強化する。

それにより、糖尿病性腎症の重症化を予防し、新規透析導入に至る患者

の増加を食い止める。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

428 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

285 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

143 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

428 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 
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基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

285 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.19（医療分）】 
救急医療電話相談事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

49,403千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県全域規模 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

本県は、大病院が少なく中規模の病院が多く、救急医療体制が脆弱な病

院が多い。また、高齢化の進展を背景に救急搬送件数は増加を続けてお

り、将来的には増加する救急患者に救急病院が対応できなくなり、地域

医療体制の維持が困難となる恐れがある。 

そのため救急医療電話相談事業を実施し、緊急度の低い患者が救急医

療を利用する頻度を低減させることにより、救急病院に勤務する医師

等の過度な負担を軽減し医療従事者の確保を図る必要がある。 

 アウトカム指標 土曜日、日曜日における医療機関の救急搬送人員の増加抑制（目標：増

加数 1,000 人以内 ※H29→H30：1,152 人増、H30→R1：954 人増、R1→

R2：2,244 人減、R2→R3：1,379 人増、R3→R4：2,268 人増） 

事業の内容 24 時間体制で医師や看護師が救急患者からの電話相談に応じ、救急医

療機関の受診の可否や応急処置の方法などについてアドバイスを行う

ことにより、不要不急の救急医療機関への受診を減少させるとともに

県民の不安解消を図る。 

アウトプット指標 電話相談件数（R6：23,600 件） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

夜間帯の相談件数のうち緊急度が低かった相談者を適切に案内するこ

とで救急医療を利用する頻度を低減させ、救急搬送数の増加を防ぐ。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

49,403 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

32,935 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

16,468 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

49,403 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 
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基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

32,935 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

32,935 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.20（医療分）】 
救急搬送・受入実施基準実施事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

500千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

本県では、中小の民間病院が多く、また医師数の少ない病院が多

い。このため、休日夜間における二次救急病院の勤務医に過剰な

負担がかかっている状況にある。救急医療現場における問題点や

課題の整理を行い、各医療機関の役割分担等を図ることでスムー

ズな救急受入体制を強化し、勤務医の負担を軽減することが必

要。 

 アウトカム指標 重症以上傷病者の搬送事例における照会回数４回以上の割合を

R7まで7.2%(R4年全国平均)以下を維持(奈良県R1年実績：1.7％、

R2 年実績：1.9％、R3 年実績：2.5％、R4 年実績：7.5％) 

事業の内容 県内医療機関に対し救急患者の受入状況等についてヒアリング

を行う。ヒアリング内容をもとに、救急現場における問題点等の

整理を行い、勤務医の負担軽減に必要な救急医療体制の改善に向

けた検討を救急搬送協議会及び各部会において実施する。 

アウトプット指標 検討会の開催 ２回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

検討会を開催し、救急医療現場における問題点や課題の整理を行い、勤

務医の負担軽減に必要な救急医療体制の改善を図ることで重症以

上の傷病者を早期に救急搬送を行えるようにする。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

500 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

333 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

167 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

500 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 
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基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

333 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.21（医療分）】 
小児救急医療支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

53,785千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 外来患者（入院治療が不要な患者）が二次輪番病院に集中し、二次輪

番体制の維持に支障をきたすため、本事業により相談窓口を設け、保護

者の不安解消や不要な受診を控える適正な受診誘導を図ることによ

り、医療従事者等の負担軽減を図ることが必要。 

 アウトカム指標 小児二次輪番病院受診患者の外来率の減 R6:78.3%(R4 年度実績

82.9%) 

事業の内容 小児科医のバックアップのもと、専門の看護師が小児救急患者の家族

等からの電話相談に対して、受診の要否や応急処置の方法などについ

て助言・アドバイスを行う相談窓口（#8000）を設置する。 

アウトプット指標 電話相談件数 20,123 件（R6） 

 

アウトカムとアウトプット

の関連 

電話相談により小児輪番病院への不要・不急の受診を抑制し、真に必要

な患者の受診を促す。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

53,785 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

33,190 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

16,595 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

49,785 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

4,000 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

1,468 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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31,722 0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

31,722 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.22（医療分）】 
災害急性期医療体制構築事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,661千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全県域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

今後発生が予想される地震等の災害発生に備え、DMAT チームをさらに

整備するとともに、関係者の研修等を通じ、災害時医療提供の充実強化

を促進することが必要。 

 アウトカム指標 DMAT チーム数 R6:24 チーム(R5:24 チーム) 

事業の内容 小児科医のバックアップのもと、専門の看護師が小児救急患者の家族

災害時医療従事者の人材育成・資質向上を図るため、災害医療関係者

等に対する実務的研修及び実働訓練等を実施する。 

アウトプット指標 ・災害医療訓練（２回） 

・災害医療研修（３回） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

DMAT 指定病院と緊密な連携を図り、実務的研修及び実働訓練を企画・

実施することにより、災害発生時の初動体制をソフト面でも更に充実

させるとともに、DMAT チームをさらに整備することで、災害時の医療

提供体制の充実強化を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,661 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

2,441 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

1,220 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

3,661 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

2,441 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  うち過年度残額 
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(千円) 

0 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.23（医療分）】 
小児救急医療体制整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

52,677千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

平日夜間や土・日・祝日における小児 2次救急医療の需要に、奈良県で

は医療圏毎に小児 2 次救急医療体制を確保できないことから、県内を

北和・中南和の 2 地区に分けて小児科標榜病院が他の小児科標榜病院

と共同連帯し、当番方式により小児 2次救急医療を行うことで、地域住

民の小児 2 次救急医療を確保しつつ、医療従事者等の負担軽減を図る

ことが必要。 

 アウトカム指標 小児科二次救急輪番病院を維持確保（毎夜間・毎休日県内 2 地区（北

和・中南和地区）） 

R6 実施医療機関：14機関（R5 実施医療機関：14 機関） 

事業の内容 小児科標榜病院による小児 2次輪番体制を構築し、輪番参加病院に対

して当番日の診療に必要な人件費の補助を行う。 

アウトプット指標 補助対象の医療機関数 14 機関（R6） 

小児輪番病院患者数  5,384 人（R6） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

実施機関数の充実と受診患者数の減少により、医療従事者の負担軽減

を図り、奈良県の小児救急医療体制の充実を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

52,667 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

35,118 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

17,559 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

52,677 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

公  

(千円) 

26,338 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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の別（注１） 民  

(千円) 

8,780 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.24（医療分）】 
医師確保推進事業 

へき地勤務医療従事者確保推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

9,154千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医師の地域間偏在・診療科間偏在を解消するため、医学生・臨床研修医

へのアプローチや本県での勤務を希望する医師へのアプローチが必要 

 アウトカム指標 臨床研修医マッチング率 R6 開始：100％ →R7 開始：93％（直近 5ヶ

年平均）／専攻医採用数 R6：126 人（暫定値）→R7：130 人 

事業の内容 ① ドクターバンク運営事業 

ドクターバンク登録医師の相談窓口を設置し、医師との面談を行

い、公的医療機関へあっせんを実施 

② 地域医療マインド普及事業 

医学生やその保護者に対して、医師確保イベント情報や県の医療

政策を掲載した冊子を配布するなど継続的な情報提供を実施 

③ 若手医師県内就職推進事業 

奈良県と各臨床研修病院が連携・協議し、合同でプロモーション

活動（医学生向け就職フェアへの出展、説明会の開催等）を実施 

④ 専攻医県内確保・定着促進事業 

奈良県と各専門研修病院が連携・協議し、合同でプロモーション

活動（臨床研修医向け就職フェアへの出展、説明会の開催等）を

実施 

⑤ へき地勤務医療従事者確保推進事業 

将来奈良県内のへき地で勤務する医療従事者の確保するため、全国の

医学生・看護学生を対象に、奈良県のへき地診療所で体験研修を実施 

アウトプット指標 説明会、協議会等の開催回数：７回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

説明会等のプロモーション活動を開催し、本県での臨床研修・専門研修

を希望する学生・臨床研修医の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

9,154 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

5,997 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

2,998 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

8,955 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

159 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

5,997 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.25（医療分）】 
医師配置システムの運営 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

33,318千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県・奈良県立医科大学 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

・奈良県内の地域間や診療科間の医師偏在を是正するため、修学資金の

貸与を受けた医師等を医師不足地域や診療科等に適正に配置できるよ

うな医師配置システムを構築・運営することが必要 

 アウトカム指標 医師配置システムによる配置医師数（県費奨学生） 

R6：90 人（R5：86 人） 

事業の内容 ・県内の医師不足状況や、医師の適正配置、キャリアパス等の分析・

研究を行う地域医療学講座（奈良県立医大）の運営に対し補助。 

・修学資金の貸与を受けた医師のキャリア形成支援、配置案の策定及

び関連する調整業務を実施。 

アウトプット指標 R6 貸与者数 90 人 

 

アウトカムとアウトプット

の関連 

県内医療機関に一定期間従事する義務をともなう修学資金を貸与する

ことにより、将来的に医師配置システムにより配置する医師を確保す

る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

33,318 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

22,212 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

11,106 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

33,318 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

公  

(千円) 

22,212 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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の別（注１） 民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.26（医療分）】 
地域包括ケアシステム等を支える医師確

保事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,100千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

・医療の高度化に伴う医師の専門医志向により、専門分化が進展する一

方で高齢化の進展により医療需要が変化し、地域包括ケアシステム等

を支える医師（慢性疾患など複数の疾患を抱える高齢者に対応できる

医師）の養成が必要となっている。 

 アウトカム指標 総合診療専門医募集人数に占める新規登録者数の割合 

R6：29.1％（暫定値）→R7：40.0％ 

事業の内容 総合診療専門医の養成プログラムの専攻医募集のプロモーション、専

攻医や指導医に対する研修会の開催及び協議を通じて各病院間の連携

を推進。 

アウトプット指標 研修会等の開催回数：２回 

 

アウトカムとアウトプット

の関連 

研修会等の開催により、魅力ある研修体制を整備するとともに、総合診

療科専攻医の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,100 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

733 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

367 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

1,100 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

324 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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409 0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

409 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.27（医療分）】 
医療従事者の働き方改革推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,480千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 奈良県、奈良県病院協会 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

・医師をはじめとする医療従事者の勤務環境改善（労働時間短縮、ハラ

スメント対策等）を進めるとともに、県内の医療機関が 2024 年４月

から適用されている医師の時間外労働の上限規制を遵守できるよう

支援する必要がある。 

・医療機関から申請のあった医師の労働時間短縮計画の案について、年

１回の審議会開催による意見聴取を経て、特例水準の指定を行う必要

がある。 

 アウトカム指標 直近の奈良県全体における人口１０万人当たり医師数の増加率を維持

する。（実績：R2→R4 年度 3.5％） 

事業の内容 医療勤務環境改善支援センターを運営し、医療機関における勤務環境

改善にかかる取組を支援 

アウトプット指標 病院等の勤務環境改善に対する訪問・相談対応件数：100 回 

 

アウトカムとアウトプット

の関連 

書面調査で未回答の病院に対する訪問調査等の実施により、調査回収

率の向上を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,480 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

1,654 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

823 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

2,480 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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の別（注１） 民  

(千円) 

1,654 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

1,654 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.28（医療分）】 
看護師等養成所運営費補助事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

960,749千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 県内看護師等養成所 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

・看護職員の役割は多様化・複雑化しており、時代に応じた看護教育の

強化・充実が求められている。県内に質の高い看護職員を確保するた

め、看護師等養成所の運営に必要な経費を補助することで教育内容の

向上を図り、卒業生の県内就業を促進する。 

 アウトカム指標 卒業生の県内就業率 R6 年度：63.1％ 

（R2.3 卒：51.9％、R3.3 卒：51.8％、R4.3 卒：54.3％、R5.3 卒：49.6％） 

事業の内容 看護師等養成所の運営を支援するため、専任教員の配置や実習経費等

の費用に対する補助を行う。 

アウトプット指標 事業実施施設数 ６校７課程／年 

 

アウトカムとアウトプット

の関連 

看護師等養成所の運営を支援し、看護基礎教育の充実を図ることによ

り、県内で就業する質の高い看護職員の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

960,749 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

63,034 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

31,517 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

94,551 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

866,198 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

63,034 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.29（医療分）】 
病院内保育所運営費補助事業（基金分） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

87,040千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 県内病院 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

・出産や育児を理由とする職員の離職防止や再就業促進のため、各病院 

では院内保育所を設置している。 

当該施設のうち大半は、夜勤や休日出勤を伴う医療従事者に特有の

勤務体系にあわせて 24時間保育や休日保育に対応する。医療従事者

が家庭と仕事を両立し、勤務を継続するためには当該施設の運営維

持が強く求められる。 

 アウトカム指標 保育児童１名あたり 24時間保育＋休日保育日数の向上 

R6 年度：14.6 日/人 

（R3 年度：12.2 日／人、R4 年度：13.6 日／人、R5 年度：8.2 日／人） 

事業の内容 医療機関が職員のために運営する病院内保育所の運営経費に対する補

助を行う。 

アウトプット指標 事業実施病院数 １９病院／年 

 

アウトカムとアウトプット

の関連 

病院内保育所の運営を支援し、医療従事者が働きやすい環境整備を推

進することにより、離職防止及び再就業促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

87,040 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

38,685 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

19,342 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

58,027 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

29,013 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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の別（注１） 民  

(千円) 

38,685 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.30（医療分）】 
看護職員資質向上推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

21,091千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 奈良県看護協会、県内病院等 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

・医療の高度化・専門化や在宅医療の推進等に対応するため、室の高い

看護職員の確保・育成を図ることが必要。 

・県内の認定看護師数は、看護師数の約 1.8％であり、さらなる育成が 

必要。 

 アウトカム指標 県内の認定看護師数の増加 R6 年度：283 人 

（直近２年の増加数から算出した目標値） 

事業の内容 看護職員の資質向上を推進するため、実習指導者講習会及び看護教員

継続研修を実施する。また、在宅医療関連分野の認定看護師教育課程

や県内指定研修機関が実施する特定行為研修の受講経費を助成する病

院等に対する補助を行う。 

アウトプット指標 補助対象施設における研修受講者数 18 人（R5年度）以上 

アウトカムとアウトプット

の関連 

看護職員の専門的知識・技術の修得に対する支援を行い、看護職員の資

質向上を推進することにより、県内で就業する質の高い看護職員の増

加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

21,091 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

8,060 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

4,031 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

12,091 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

9,000 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

公  

(千円) 

3,000 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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の別（注１） 民  

(千円) 

5,060 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

2,060 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.31（医療分）】 
ナースセンター機能強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,800千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 奈良県看護協会、奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

少子高齢化・人口減少が進む中、今後必要とされる看護職員を確保する

ためには、離職者の円滑な復職が可能となるようニーズに合った適切

な支援が必要。 

 アウトカム指標 看護師免許保持者の届出制度における登録者数に占める就職者

数の割合 R6:10.2％ 

事業の内容 ナースセンターの運営体制を強化し、看護師等免許保持者の届出制度

を活用した復職支援やサテライト相談の実施、ハローワークとの連携

等により看護職員の就業を促進する。 

アウトプット指標 サテライト相談実施回数 70 回／年 

アウトカムとアウトプット

の関連 

ナースセンターが離職者の情報を把握し、地域の関係機関と連携し、き

め細やかな就業相談・職業紹介等を実施することにより、看護職員の県

内就業の促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,800 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

5,867 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

2,933 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

8,800 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

49 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

5,818 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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うち受託事業等（注２） 

(千円) 

5,818 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.32（医療分）】 
新人看護職員卒後研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

18,789千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 県内病院、奈良県看護協会 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

・医療の高度化や在院日数の短縮化、医療安全に対する意識の高まりな

ど県民のニーズの変化を背景に、臨床実践能力と看護基礎教育で修

得する看護実践能力との間に乖離が生じ、その乖離が新人看護職員

の離職の一因となっていることから、平成 22 年４月より新人看護職

員の臨床研修が努力義務化されたことに伴い、適切な研修実施体制

の確保を図ることが必要。 

・県内病院新人看護職員の離職率は、平成 23 年度（3.8％）以降高い傾

向にある。 

 アウトカム指標 県内病院職員新人看護職員の離職率改善 

R6 年度 7.4％以下 

事業の内容 新人看護職員に対しガイドラインに沿った臨床研修を行う病院（300

床未満）に対し、研修の実施に要する経費を補助する。また、各病院

で行う研修を補完するため、多施設合同による集合研修を行うととも

に、適切な研修実施体制の確保を図るため、研修責任者・教育担当者

及び実地指導者に対する研修を実施する。 

アウトプット指標 事業実施病院数 18 病院／年（R5 実績以上） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

新人看護職員の実施を推進することにより、看護の質向上及び離職防

止を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

18,789 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

7,059 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

3,530 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

10,589 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

8,200 
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基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

2,733 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

4,326 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

1,593 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.33（医療分）】 
看護職員確保対策会議運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

780千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

第８次看護職員需給見通しでは、2025 年の推計需要人数が推計供給人

数を上回り、看護師等の確保は重要な目標ではあるが、離職率の高止ま

りや県内就業率の低下、認定看護師数の伸び悩みなど様々な課題が残

っている状況であり、課題解決に向け効果的、効率的な施策を打ち出

し、計画的に進めていく必要がある。 

 アウトカム指標 県内看護職員の離職率（≒定着率） R6：10.0% 

事業の内容 将来にわたる安定した質の高い看護の提供に向けた看護師確保策等を

検討するため、関係機関による会議を開催する。 

アウトプット指標 考案される解決策の数：２ 既存事業の改善案の数：１ 

 

アウトカムとアウトプット

の関連 

会議において考案された解決策等を確実に実行に移し、看護師が働き

やすい職場環境を整備することで離職率を低下させる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

780 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

520 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

260 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

780 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

520 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  うち過年度残額 
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(千円) 

0 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.34（医療分）】 
医師患者関係学講座運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

33,000千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県立医科大学 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

現在の医学教育において、医師と患者の間のコミュニケーションに係

る教育が体系的になされておらず、医師が現場で問題に直面しても、そ

れぞれ個別に対応しており、良好な人間関係を築くための患者との対

話の質の向上が図れていない。 

 アウトカム指標 病を持つ人をケアするこころをもち、病を持つ人の視点に立って診断、

検査、治療を行うような、医師と患者間のコミュニケーション能力の高

い医学生を養成【Ｒ６年度中に５２１名を養成】 

事業の内容 奈良県立医科大学において、「医師・患者関係学講座」を設置し、高

度医療・急性期医療・慢性疾患における医師・患者関係を理解するた

めの教育を実施 

アウトプット指標 医師患者関係学講義及び演習を１年間で２３コマ開催 

アウトカムとアウトプット

の関連 

医師・患者関係を理解する医学生を養成することにより、患者との対話

を通じて良好な人間関係を築くためのコミュニケーション能力の向上

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

33,000 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

16,500 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

8,250 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

24,750 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

8,250 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

公  

(千円) 

16,500 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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の別（注１） 民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.35（医療分）】 
医師確保修学資金貸付金 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

228,576千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

奈良県内の地域間や診療科間の医師偏在を是正するため、県内医療機

関に一定期間従事する義務をともなう修学資金を貸与し、医師が不足

する地域や診療科に医師を誘導することが必要 

 アウトカム指標 医師配置システムによる配置医師数（県費奨学生） 

R6：90 人（R5：86 人） 

事業の内容 医師の確保が困難なへき地等の医療機関や医師の確保が困難な特定の

診療科等（小児科、産婦人科、麻酔科、救急科、外科、脳神経外科、

総合診療を実施する科及び救命救急センター）、特定専攻課程（総合

内科分野、児童精神分野）に勤務する医師の養成及び確保を図るた

め、県内医療機関に一定期間従事する義務をともなう修学資金を貸

与。 

アウトプット指標 R6 貸与者数 90 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

県内医療機関に一定期間従事する義務をともなう修学資金を貸与する

ことにより、将来的に「キャリア形成プログラム」により配置する医師

を確保する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

228,576 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

126,784 

うち過年度残額 

(千円) 

25,998 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

63,392 

うち過年度残額 

(千円) 

12,998 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

190,176 

うち過年度残額 

(千円) 

38,996 

その他（Ｃ） (千円) 

38,400 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

公  

(千円) 

126,784 

うち過年度残額 

(千円) 

25,998 
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の別（注１） 民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.36（医療分）】 
糖尿病歯周病医科歯科連携推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

500千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 （一社）奈良県歯科医師会 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

糖尿病有病者は歯周病に罹りやすく、歯周病患者は血糖コントロール

が悪くなりやすいなど、相互に作用することが明らかになっている。 

 アウトカム指標 県内歯科外来における診療情報連携共有料（診療行為コード

302010410）の算定回数の増加（R4 年度 1,133 回） 

事業の内容 令和５年度の糖尿病歯周病医科歯科連携講習会で明らかになった課題

（かかりつけ歯科医がない糖尿病患者に対する紹介歯科医療機関、医

科ら歯科又は歯科から医科への紹介フロー及び情報提供様式等）の解

決のため、奈良県歯科医師会内において検討を行い、検討結果につい

て報告会を行うことで県内歯科医療機関に周知を行う。 

アウトプット指標 報告会の県内医療関係者参加者数 １００人 
 

アウトカムとアウトプット

の関連 

報告会の実施により糖尿病と歯周病の医科歯科間の患者紹介が実際行

われれば、当該歯科医療機関から診療報酬として診療情報連携共有料

が請求される。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

500 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

333 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

167 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

500 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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の別（注１） 民  

(千円) 

333 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

333 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.37（医療分）】 
入院患者食材料費関係支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

52,200千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和６年５月 31日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

食材料費の高騰に伴い、食事療養を提供する人員体制を圧迫している

ことを鑑み、食材料費の高騰による負担を軽減し、管理栄養士等の専門

人材とのチーム医療により、適切な助言・管理の下での食事療養の提供

が必要。 

 アウトカム指標 支援対象病院（有床診療所）に勤務（※）する栄養士（、調理師数）の

維持 ※派遣職員、委託人数含む。 

５８人（令和５年度） → ５８人（令和６年度） 

事業の内容 食材料費の高騰による負担を軽減し、チーム医療を推進する病院及び

有床診療所を支援する。 

アウトプット指標 食事療養提供体制の確保を行う病院（有床診療所）への支援数 

アウトカムとアウトプット

の関連 

食事療養提供体制の確保を行う病院及び有床診療所を支援することに

より、県内（病院及び有床診療所勤務）の栄養士数の低下を防ぐ。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

52,200 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

34,800 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

17,400 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

52,200 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

－ 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

9,527 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

25,273 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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うち受託事業等（注２） 

(千円) 

－ 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
 （注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基    金充当額（国費）にお

ける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的

に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ６．勤務医の働き方改革の推進に関する事業 

事業名 【No.38（医療分）】 
地域医療勤務環境改善体制整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

132,079 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

・奈良県においては、2024 年４月から適用が開始された、医師に対す

る時間外労働の上限規制に向け、更なる医師の労働時間短縮を進める

必要がある。 

 アウトカム指標 医師労働時間短縮計画における対象医師の平均時間外・休日労働時間

が減少した特定労務管理対象機関等の増加  R5→R6：４病院 

事業の内容 ①地域医療勤務環境改善体制整備事業 

年間の時間外労働時間が 960 時間を超える医師がいる医療機関、

あるいは 960 時間を超える医師の派遣を受け入れている医療機関

で客観的要件（救急車受入台数等）を満たす場合、医療機関の労

働時間短縮の取り組みに対しパッケージとして補助。 

② 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業 

医療機関としての指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、最 

新の知見や技能又は高度な技能を修得できるような医師を育成する 

医療機関において、当該教育研修のための勤務環境改善を診療に関 

する勤務環境改善と一体的かつ効果的に行うための取り組みとし 

て、チーム医療の推進やＩＣＴ等による業務改革を進めていく取り 

組みに対し補助。 

アウトプット指標 補助対象医療機関における ICT を活用した労働時間の短縮の取組の実 

施件数の増加 R5→R6：14 件増加 

アウトカムとアウトプット

の関連 

ICT を活用して勤務医の働き方改革を行う医療機関を支援し、対象医療

機関の勤務医の労働時間を短縮し、勤務医の働き方改革の推進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

132,079 

  

基金 国（Ａ）  

(千円) 

88,053 

うち過年度残額 

(千円) 

20,000 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

44,026 

うち過年度残額 

(千円) 

10,000 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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132,079 30,000 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注

１） 

公  

(千円) 

88,053 

うち過年度残額 

(千円) 

20,000 

民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の

別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ６．勤務医の働き方改革の推進に関する事業 

事業名 【No.39（医療分）】 
勤務環境改善医師派遣等推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

42,216 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全圏域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

令和６年４月から適用されている医師の働き方改革による時間外労働

上限規制により、医師派遣を行っている医療機関の派遣引き揚げのリ

スクが高まっている。 

 アウトカム指標 医師労働時間短縮計画における対象医師の平均時間外・休日労働時間

が減少した特定労務管理対象機関等の増加 R5→R6：４病院 

事業の内容 地域医療に特別な役割を担う医療機関であって、年通算の時間外・休

日労働時間が 960 時間を超える又は超えるおそれのある医師のいる医

療機関に医師派遣を行う医療機関の医師派遣に係る逸失利益補填及び

医師派遣を目的とした寄附講座の運営に対して補助を行う。 

アウトプット指標 補助対象機関における派遣医師数の維持（常勤・非常勤問わず） 

R5:552 名 R6:552 名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

他医療機関への医師派遣をおこなう病院を支援することで派遣を継続し

てもらい、派遣先の勤務環境の維持及び改善につなげる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

42,216 

  

基金 国（Ａ）  

(千円) 

28,144 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

14,072 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

42,216 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注

１） 

公  

(千円) 

20,910 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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7,234 0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の

別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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３．計画に基づき実施する事業 

 （事業区分３：介護施設等の整備に関する事業） 

 (1) 事業の内容等 

都道府県 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.1（介護分）】 
奈良県介護施設等整備事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

1,200,000 千円 

事業の対象とな

る医療介護総合

確保区域 

県西部・県北部・県南部 

事業の実施主体 市町村又は民間団体等 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 
背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウ

トカ

ム指

標 

・開設準備経費に対する支援 

介護付きホームの開設準備経費に対する支援          1 カ所 

認知症高齢者グループホームの開設準備経費に対する支援    2 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援   1 カ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援 

2 カ所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事務所の開設準備経費に対する支援 

                            1 カ所 

訪問看護ステーションの大規模化に対する支援             4 カ所 

・既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援 

2 カ所(52 床) 

・看取り環境整備支援 

介護老人保健施設              2 カ所 

・介護職員の宿舎施設整備事業   2 カ所 

・介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

特別養護老人ホーム             1 カ所 

介護老人保健施設            1 カ所 

介護付きホーム         1 カ所 

認知症高齢者グループホーム   2 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所  1 カ所 

・定期借地権設定のための一時金 

認知症高齢者グループホーム   1 カ所 

・災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設の移転改築
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整備 

 介護付きホーム         1 カ所 

事業の内容 ・介護施設等の開設時に必要な準備経費に対して支援を行うことにより、開

設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制を整備する。 

・既存の特別養護老人ホームの多床室におけるプライバシー保護のための

改修に対して支援を行うことにより居住環境の質を向上させる。 

・介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備する。 

・介護人材を確保するため、介護施設に勤務する職員の宿舎を整備する。 

・介護職員の負担を軽減するために介護施設等の大規模修繕の際にあわせ

て行う介護ロボット・ＩＣＴの導入を支援する。 

・介護施設等の整備促進を図るため、用地確保のための定期借地権設定に

際して土地所有者に支払われた一時金を支援する。 

・老朽化した定員３０人以上の広域型施設の災害イエローゾーン内から災

害イエローゾーン外へ移転を進めるための整備費用を支援する。 

アウトプット指

標 

・開設準備経費に対する支援 

介護付きホームの開設準備経費に対する支援          1 カ所 

認知症高齢者グループホームの開設準備経費に対する支援    2 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援   1 カ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援 

2 カ所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事務所の開設準備経費に対する支援 

                            1 カ所 

訪問看護ステーションの大規模化に対する支援             4 カ所 

・既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援 

2 カ所(52 床) 

・看取り環境整備支援 

介護老人保健施設              2 カ所 

・介護職員の宿舎施設整備事業   2 カ所 

・介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

特別養護老人ホーム             1 カ所 

介護老人保健施設            1 カ所 

介護付きホーム         1 カ所 

認知症高齢者グループホーム   2 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所  1 カ所 

・定期借地権設定のための一時金 

認知症高齢者グループホーム   1 カ所 

・災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設の移転改築

整備 

 介護付きホーム         1 カ所 

アウトカムとア

ウトプットの関

・介護施設等の開設時に必要な準備経費に対して支援を行うことにより、開

設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制を整備する。 
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連 ・既存の特別養護老人ホームの多床室におけるプライバシー保護のための

改修に対して支援を行うことにより居住環境の質を向上させる。 

・介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備する。 

・介護人材を確保するため、介護施設に勤務する職員の宿舎を整備する。 

・介護職員の負担を軽減するために介護施設等の大規模修繕の際にあわせ

て行う介護ロボット・ＩＣＴの導入を支援する。 

・介護施設等の整備促進を図るため、用地確保のための定期借地権設定に

際して土地所有者に支払われた一時金を支援する。 

・老朽化した定員３０人以上の広域型施設の災害イエローゾーン内から災

害イエローゾーン外へ移転を進めるための整備費用を支援する。 

事 業 に 要

す る 費 用

の額 

事業内容 総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ）（注１） 

基金 その他 
（Ｃ） 

（注２） 
国（Ａ） 都道府県

（Ｂ） 

①地域密着型サー

ビス施設等の整備 

(千円) 

748,038 

(千円) 

498,692 

(千円) 

249,346 

(千円) 

0 

②施設等の開設・設

置に必要な準備経

費 

(千円) 

337,734 

(千円) 

225,156 

(千円) 

112,578 

(千円) 

0 

③介護保険施設等

の整備に必要な定

期借地権設定のた

めの一時金 

(千円) 

13,655 

(千円) 

9,103 

(千円) 

4,552 

(千円) 

0 

④介護サービスの

改善を図るための

既存施設等の改修 

(千円) 

53,240 

(千円) 

35,493 

(千円) 

17,747 

(千円) 

0 

⑤民有地マッチン

グ事業 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

⑥介護施設等にお

ける新型コロナウ

イルス感染拡大防

止対策支援事業 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

⑦介護職員の宿舎

施設整備 

(千円) 

47,333 

(千円) 

31,555 

(千円) 

15,778 

(千円) 

0 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (千円) 

1,200,000 

 

基
金 国（Ａ） 

 

(千円) 

800,000 

うち過年度残額 

(千円) 

434,220 

都道府県（Ｂ） 

 

(千円) 

400,000 

うち過年度残額 

(千円) 

217,110 
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計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

1,200,000 

うち過年度残額 

(千円) 

651,330 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額 

（国費）に

おける公民

の別 
（注３） 

（注４） 

公 (千円) 

188,836 

うち過年度残額 

(千円) 

132,000 

民 うち受託事業等 

(千円) 

611,164 

うち過年度残額 

(千円) 

302,220 

備考  
（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 

（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別と

しては、「公」に計上するものとする。 
 
 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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３．計画に基づき実施する事業  

 （事業区分５：介護従事者の確保に関する事業） 

 (1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）基本整備 

 （中項目）基盤整備 

 （小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等） 

事業名 【No.１（介護分）】 
介護人材確保協議会運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,500 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 介護従事者（常勤換算）の増加 年 1,458 人 

事業の内容 県、奈良労働局、県福祉人材センター、介護事業の経営者、介護従事者、養成

機関等で協議会を立ち上げ、奈良県の介護人材確保における現状を調査して

分析を行い、介護人材の確保・定着に向けた取組の立案や、人材育成等に取り

組む事業所に対しての認証評価制度運用等に関する協議を行う。 

アウトプット指標 介護人材確保協議会の開催 
アウトカムとアウトプット

の関連 

介護人材確保協議会における調査・分析及び検討により、介護人材確保や定

着に向けた取組を推進し、介護従事者（常勤換算）の増加に繋げる。 
・人材確保に向けた現状調査・分析 
・福祉・介護人材確保協議会の運営 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,500 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

3,667 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

1,833 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋

Ｂ） 

 

(千円) 

5,500 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

377 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

3,290 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

3,290 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）基本整備 

（中項目）基盤整備 

（小項目）人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実施等事業 

事業名 【No.２（介護分）】 
福祉・介護事業所認証制度運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

17,936 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 介護従事者（常勤換算）の増加 年 1,458 人 

事業の内容 人材育成等に取り組む事業所に対しての認証評価制度の運営を行う。 

アウトプット指標 認証事業所年 86 事業所 
アウトカムとアウトプット

の関連 

介護人材確保協議会における調査・分析及び検討により、介護

人材確保や定着に向けた取組を推進し、介護従事者（常勤換

算）の増加に繋げる。 
・人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度の運用 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

17,936 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

11,957 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

5,979 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋

Ｂ） 

 

(千円) 

17,936 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

814 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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11,143 0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

11,143 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域における介護のしごと魅力発見事業 

事業名 【No.３（介護分）】 
介護の仕事理解促進等事業(介護人材確保対策

推進補助事業) 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

9,478 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 民間団体、奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 介護従事者（常勤換算）の増加 年 1,458 人 

事業の内容 ●介護の仕事への理解促進と地域への情報発信、介護現場における実習

の充実 

●民間団体が行う次の取り組みに対して支援 

・学生向け進学説明会や地域住民への啓発・施設見学会等の実施 

・県内企業等の社員向けに研修・相談会の実施、定年後の再就職先紹介等 

アウトプット指標 民間団体が行う地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕

事の理解促進取り組み回数 各種研修等 20 回、参加者 1,000 人

(事業公募) 
高校生が介護現場へ職場訪問を 10 回以上にする。 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護職の魅力や今後の社会的重要度の高まりをアピールする取

組みにより将来の担い手を確保するとともに潜在労働力を掘り

起こし、介護従事者（常勤換算）の増加に繋げる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

9,478 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

6,318 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

3,160 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ）  

(千円) 

9,478 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 
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0 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

6,318 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした

介護の職場体験等事業 

事業名 【No.４（介護分）】 
介護のお仕事チャレンジ事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,510 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 奈良県、民間団体 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 介護従事者（常勤換算）の増加 年 1,458 人 

事業の内容 ●多様な世代に対し、介護の仕事の魅力や職場の雰囲気、仕事内容に

ついて学習する機会を提供することにより、円滑な人材参入を促進

する。 

・魅力発見セミナー（事業所職員が学校を訪問、仕事の魅力を説明） 

・WEB 見学ツアー（オンラインツールを活用し、事業所の職場見学や利

用者・職員との交流） 

・職場体験（事業所において、職員の仕事の補助や業務体験） 

アウトプット指標 介護の仕事への関心度向上と潜在労働力掘り起こしの学習機会 
の提供数 
セミナー20 校、見学ツアー1回、職場体験 参加 100 人以上 

アウトカムとアウトプット

の関連 

多様な世代に対し、介護の仕事の魅力や職場の雰囲気、仕事内容

について学習する機会を提供し関心度を向上、また介護体験の機

会の確保により多様な層の潜在労働力の掘り起こしを図り、介護

従事者の増加に繋げる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,510 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

1,673 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

837 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

  うち過年度残額 
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計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,510 
(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

1,673 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

1,673 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）参入促進のための研修支援 

（小項目）介護未経験者に対する研修支援等事業 

事業名 【No.８（介護分）】 
介護職員初任者研修支援事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

16,801 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 民間団体、市町村 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 介護職員初任者研修の受講修了者 240 人増加 (応募事業予定人

数)、介護職員実務者研修の受講者の数 78 人増加(応募事業予定

人数)、によるサービスの質の向上及び介護従事者（常勤換算）の

増加 年 1,458 人 

事業の内容 ・地方公共団体が管内の事業所・施設での一定期間以上の就労

を条件に介護職員初任者研修の受講料を一部助成 

・介護関係の資格等を有しないで県内の事業所・施設に勤務する

職員が介護職員初任者研修（通信講座）を受講した場合等に当

該経費の一部を助成 

アウトプット指標 介護職員初任者研修の受講者の数 240 人 (事業公募) 
介護職員実務者研修の受講者の数 78 人 (事業公募) 

アウトカムとアウトプット

の関連 

・介護職員初任者研修の受講者が増加することにより介護従事 
者（常勤換算）の増加に繋げる。  

（参考）訪問介護員数：8,386 人（奈良県高齢者福祉計画及び第

９期奈良県介護保険事業支援計画） 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

16,801 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

11,200 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

5,601 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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16,801 0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

642 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

10,558 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）地域のマッチング機能強化 

 （小項目）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 【No.９（介護分）】 
福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

27,075 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 奈良県、民間団体 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 介護従事者（常勤換算）の増加 年 1,458 人 

事業の内容 ●専門員を配置し、事業所における詳細な求人ニーズの把握と

求職者への相談、情報提供等を一体的に実施し、属性に応じ

たきめ細やかなマッチングを行う。 

・求人支援：事業所訪問（ニーズ把握、求人開拓）、求職者情報

の提供、地域別就職フェア 

・求職者支援：出張相談、学校訪問、就職ガイダンス、求人情報

の提供、地域別就職フェア 

アウトプット指標 介護職員初任者研修の受講者の数 240 人 (事業公募) 
介護職員実務者研修の受講者の数 78 人 (事業公募) 

アウトカムとアウトプット

の関連 

相談窓口の設置及び求人情報提供、キャリア支援専門員の常駐 5
名派遣 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

27,075 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

18,050 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

9,025 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

27,075 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 
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基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

18,050 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

18,050 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修 

支援事業 

事業名 【No.１１（介護分）】 
介護職員等によるたんの吸引等実施支援事

業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,724 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 奈良県、民間団体 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 医療的ケアを実施する介護職員等の増加 120 人 

事業の内容 喀痰吸引等の業務を行う介護職員等に対する研修 

アウトプット指標 指導看護師研修 60 人及び介護職員等研修受講者 120 人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

・喀痰吸引等業務研修の実施により、医療的ケアを実施する介護

職員等の養成及び確保を図る。 
指導看護師研修 60 人 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,724 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

3,149 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

1,575 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

4,724 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

750 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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2,399 0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

2,399 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業 

事業名 【No.１２（介護分）】 
介護人材確保対策推進補助事業（研修受講促

進） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

22,474 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 多様な人材層の介護職員等に対する講習・研修 200 人(応募事業

予定人数)による資質向上 

事業の内容 多様な人材層の介護職員等に対する資質向上及びキャリアアッ 

プに必要な研修や相談支援、プリセプターによる現場指導研修の

実施にかかる経費の支援 

アウトプット指標 介護職員等が参加できる研修等機会の数 1,000 人参加 (事業公 
募) 

アウトカムとアウトプット

の関連 

研修での資質向上により介護従事者の増加を図る。 
・県内の介護職員が参加できる研修等の機会を確保して介護職

員等の資質の向上をめざす 
・「高齢者の生活・介護等に関する県民調査」における介護従事 
者向け調査項目［満足度・仕事の内容］の改善 

（参考）「非常に満足」「満足」の合計 32.8%（R5.3 調査結果） 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

22,474 
 

基金 国（Ａ）         

(千円) 

14,982 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

7,492 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

22,474 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

395 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

14,587 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.１４（介護分）】 
認知症初期集中支援等強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

361 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 認知症の症状があるが受診していない人の割合を２０％以下に

する。 

事業の内容 ①認知症の人やその家族に早期に関わることで早期診断・早期対応に

向けた支援体制の構築を行う認知症初期集中支援チーム 

② 医療・介護及び地域の支援機関におけるネットワーク構築や認知

症の人とその家族に対する相談業務等を行う認知症地域支援推員 

①②を対象に、支援対象者へのアセスメントや地域の実情に応じた支

援体制構築等のノウハウ向上を図るフォローアップ研修を実施する。 

アウトプット指標 フォローアップ研修 1 回実施 
アウトカムとアウトプット

の関連 

研修により認知症初期集中支援チームまたは認知症地域支援推

進員の資質向上を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

361 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

241 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

120 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

361 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額 公  うち過年度残額 
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（国費）に

おける公民

の別（注１） 

(千円) 

241 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.１５（介護分）】 
認知症にかかる医療体制の充実強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,700 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 認知症患者へ適切な対応できる医師及び医療従事者の増加 470 人 

事業の内容 ・かかりつけ医認知症対応力向上研修 
・認知症サポート医養成研修   
・認知症サポート医フォローアップ研修  
・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 等 

アウトプット指標 認知症サポート医研修等の実施 8 事業 
（サポート医養成 10 人、サポート医ＦＵ50 人、看護職員 60 人、 
歯科医師 80 人、薬剤師 120 人、病院勤務 100 人、病院勤務以 
外 50 人） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

認知症対応研修による人材育成により認知症初期集中支援のしくみづ

くり及び認知症患者対応医や病院医療従事者の増加を図る。 
① 認知症患者等に適切に対応できるかかりつけ医や病院の医療従事

者の育成・確保 
② 認知症サポート医の確保 
③ 認知症サポート医が研修や市町村の行う認知症初期集中支援に関

わるしくみづくり 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,700 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

2,467 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

1,233 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

  うち過年度残額 
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計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,700 
(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

2,467 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.１６（介護分）】 
認知症介護専門職支援及び指導者養成事業 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,265 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 認知症対応介護サービス技術習得者の増加 102 人(予定受講修了者) 

事業の内容 認知症対応研修により介護サービスの技術向上及び技術習得者の増加

を図るとともに、認知症介護指導者を養成する。 

・認知症介護指導者フォローアップ研修の実施  募集定員 2 人 

・認知症対応型サービス事業開設者研修の実施  募集定員 20 人 

・認知症対応型サービス事業管理者研修の実施 募集定員 60 人 

・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の実施  

募集定員 20 人 

アウトプット指標 認知症対応介護サービス研修の実施 4 事業 

（認知症介護指導者フォローアップ研修 2 人、認知症対応型サービス

事業開設者研修 20 人、認知症対応型サービス事業管理者研修 60 人、

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 20 人） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

介護サービス事業者の管理者等に認知症ケアに必要な知識や技術など

を習得させ、認知症高齢者に対する介護サービスの質の向上を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,265 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

2,176 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

1,089 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

3,265 

うち過年度残額 

(千円) 

0 



112 
 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

532 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

1,644 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

1,644 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質

向上事業 

事業名 【No.１７（介護分）】 
地域包括支援センター機能強化及び地域ケ

ア会議等推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,594 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 県内 71 ヶ所の地域包括支援センターの機能強化と運営充実への支援 

事業の内容 ・地域包括支援センター及び市町村担当課の新任者に対する研

修の実施 50 人×1 回開催=50 人参加 

・地域包括支援センター及び市町村担当課の中堅職員に対する

研修の実施 40 人×1回開催=40 人参加 

・地域包括ケア保健師ネットワーク推進事業（協働連携会議・

研修等） 

奈良県で重点課題とされている「健康寿命の延伸」を目指す

ため、健康課題の明確化と医療・介護連携および体制強化を

目的とし、地域包括支援センター職員および介護部門・福祉

部門に勤務する保健師を対象として開催。各種データ分析に

よる健康課題の抽出、根拠に基づく地域診断の実施、地域診

断に基づく保健事業の展開について学び、各自治体における

課題解決のためのネットワーク構築を図る。 

全体会議１回 100 人参加、研修会・検討会開催 8 回 
計 340 人 

アウトプット指標 広域的連携・多職種協働による業務・活動評価の実施及び効果的 
研修の実施 参加者約 400 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

業務を行う上で必要な知識の習得及び技能の向上等により地域

包括支援センター職員の資質向上を図るとともに、広域的連携・

多職種協働による業務・活動評価の実施により、地域包括支援セ

ンター機能と保健師ネットワークの強化を推進。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,594 
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基金 国（Ａ）  

(千円) 

1,729 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

865 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

2,594 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

463 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

1,266 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

1,266 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）介護予防の推進に資する専門職種の指導者育成事業 

事業名 【No.２１（介護分）】 
介護人材確保対策推進補助事業 
（介護予防の推進に資する専門職種の指導

者育成事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,034 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 リハビリテーション関連団体 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 OT 等指導者の育成・確保 50 人 (応募事業予定人数) 
事業の内容 ●リハビリテーション関連団体の行う次の取り組み対して支援 

・地域包括ケアシステムへの OT、PT、ST の関わりについて研

修実施 

・地域包括ケアシステムに関わる OT、PT、ST の情報把握 

・多職種連携会議の開催等 

アウトプット指標 OT 等指導者育成のための研修の実施 11 回 300 人参加 (事業公募) 
アウトカムとアウトプット

の関連 

OT 等指導者育成のための研修等取り組みにより OT 等指導者の

育成・確保を図る。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,034 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

690 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

344 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

1,034 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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の別（注１） 民  

(千円) 

690 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成  

（小項目）外国人介護人材研修支援事業 

事業名 【No.２５（介護分）】 
外国人介護職員受入セミナー事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 介護従事者（常勤換算）の増加 年 1,458 人 

事業の内容 県内介護事業所を対象に、外国人を受け入れるための制度や必要な支

援内容を説明し、受入体制の構築を支援するとともに、県内で介護業

務に就こうとする外国人介護人材の参入を促進する。 

アウトプット指標 説明会の開催 2 回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

外国人介護人材の受入体制構築を支援し、将来的な介護従事者

（常勤換算）の増加に繋げる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,000 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

667 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

333 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

1,000 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

667 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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うち受託事業等（注２） 

(千円) 

667 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）研修代替要員の確保支援 

 （小項目）各種研修に係る代替要員の確保対策事業 

事業名 【No.３０（介護分）】 
認知症介護指導者研修に係る負担軽減事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

700 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 経費負担による認知症介護指導者養成 4 人(応募予定人数) 

によるサービスの質の向上及び介護従事者（常勤換算）の増加 

年 1,458 人 

事業の内容 認知症介護指導者研修中の代替職員の確保に係る経費を助成すること

により負担軽減し、認知症介護指導者研修を受講し易くする。 

アウトプット指標 認知症介護指導者研修の受講者数の増加 4 人(募集定員) 
アウトカムとアウトプット

の関連 

研修を受講し易くし、認知症介護指導者を多く養成することによ

りサービスの質の向上を図り、介護従事者（常勤換算）の増加に

も繋げる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

700 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

467 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

233 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

700 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  うち過年度残額 
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(千円) 

467 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした

介護の職場体験等事業 

事業名 【No.３２（介護分）】 
介護事業所等におけるインターンシップ等

の導入促進（介護人材確保対策推進） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

625 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 介護従事者（常勤換算）の増加 年 1,087 人 

事業の内容 大学生等のインターンシップ導入促進事業を実施する介護事業所や訪

問看護ステーションに対する当該事業にかかる経費の助成 

アウトプット指標 受入大学生等 25 人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

インターンシップ導入促進により、大学生等の事業所等に対する

理解や就業を促すことで、質の高い人材の養成やサービスの質の

向上を図り、介護従事者（常勤換算）の増加に繋げる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

625 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

417 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

208 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

625 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 



122 
 

417 0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）介護に関する入門的研修、生活援助従事者研修の受

講等支援事業 

事業名 【No.３４（介護分）】 
介護人材確保対策推進補助事業（介護に関す

る入門的研修の実施等からマッチングまで

の一体的支援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

305 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 介護従事者（常勤換算）の増加 年 1,458 人 

事業の内容 地域住民を対象とした介護に関する入門的な知識・技術を習得

するための研修の実施及び研修受講後の介護施設等とのマッチ

ングまでの一体的な支援に必要な経費を助成する。 

アウトプット指標 入門的研修等の受講者数  40 人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

介護に関する入門的研修を実施することにより介護未経験者の

介護分野への参入のきっかけを作り、介護分野で働く際の不安を

払拭するとともに、研修修了者に対するマッチングの機会を創出

し、将来的な介護従事者（常勤換算）の増加にも繋げる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

305 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

204 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

101 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

305 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

公  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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おける公民

の別（注１） 

204 0 

民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）外国人留学生及び１号特定技能外国人の受入環境整

備事業 

事業名 【No.３６（介護分）】外国人留学生への奨学

金の給付等に係る支援事業 

【総事業費 

計画期間の総額）】 

71,202 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 介護従事者（常勤換算）の増加 年 1,458 人 

事業の内容 将来県内で介護業務に就こうとする外国人留学生を修学資金の

貸与により支援する法人に対し、その支援に要する資金の一部

を県が貸与する。 

アウトプット指標 支援法人数 １法人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

外国人留学生を支援する法人を支援し、将来的な介護従事者（常

勤換算）の増加に繋げる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

71,202 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

47,468 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

23,734 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

71,202 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

47,468 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

うち過年度残額 

(千円) 
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0 0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）長期定着支援 

 （小項目）介護職員長期定着支援事業 

事業名 【No.４０（介護分）】 
若手介護職員交流推進事業 
（介護人材確保対策推進補助事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

862 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 介護従事者（常勤換算）の増加 年 1,458 人 

事業の内容 県内の福祉・介護事業所に勤務する若手職員（概ね採用後３年未満）

を対象に、事業所を超えたネットワーク構築や応援の気持ちを伝える

ための交流会を開催し、若手職員の離職防止を図る。 

アウトプット指標 交流会の開催 3 回 
アウトカムとアウトプット

の関連 
若手職員の離職防止を図り、介護従事者（常勤換算）の増加に繋げる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

862 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

575 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

287 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

862 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

575 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）外国人介護人材受入れ環境整備 

（小項目）外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業 

事業名 【No.４１（介護分）】 
外国人介護人材受け入れ施設等環境整備事

業（介護人材確保対策推進補助事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,600 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 介護従事者（常勤換算）の増加 年 1,458 人 

事業の内容 外国人介護人材とのコミュニケーション支援や日本語学習支援

等により、受入環境を整備する福祉・介護事業所を支援する。 

アウトプット指標 受入環境整備事業を行う法人 19 法人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

外国人介護人材の受入環境整備を支援し、将来的な介護従事者

（常勤換算）の増加に繋げる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,600 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

1,733 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

867 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

2,600 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

1,733 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質

向上事業 

事業名 【No.４５（介護分）】 
介護事業所等支援体制構築事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,189 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 訪問看護ステーション従事者の離職率低下 

R4 年度 16.0％（R5 年度 集計中） 

事業の内容 ニーズ調査を行うことで相談窓口や研修事業などを改善しながら、教

育プログラムの提供により介護事業所や訪問看護ステーションに従事

する職員が、適切かつ効率的に専門知識・技術や保険制度などに係る

知識を習得し、向上させることができるようにする。 

アウトプット指標 県内事業所のプログラム普及・活用（227 事業所） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

訪問看護ステーション従事者が早期に離職する理由の一つが「適性が

ない（在宅において必要とされる看護技術等に不足を感じた）」ことで

あり、技術等の向上を支援することが離職防止に繋がると言える。支

援の方法の一つとして、訪問看護従事者は転職者が多く、培ってきた

経験や能力がそれぞれ異なるため、教育プログラムを策定・普及させ

ることにより、従事者本人はもちろん、管理者が「職員の知識・技術は

どのレベルにあるのか」を認識し、「いつ・何を学ばせるのか」を理解

した上で研修等を受講させることができるようにする。従事者がケア

をする際に知識面・技術面において困難を感じることがないようにし、

離職を防止する。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,189 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

2,126 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

1,063 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

3,189 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

2,126 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）長期定着支援 

（小項目）介護職員長期定着支援事業（介護事業所におけるハ

ラスメント対策推進事業） 

事業名 【No.４６（介護分）】 
訪問看護ハラスメント研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,600 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 訪問看護ステーション従事者の離職率低下 

R4 年度 16.0％（R5 年度 集計中） 

事業の内容 ・経験の浅い訪問看護師や訪問看護ステーション管理者を対象とした

研修を開催する。 

a 職員向け研修（危険予知訓練） 

b 管理者向け研修（従業員が被害に直面した際の対応やケア） 

・奈良県版マニュアルを作成し、事業者へ幅広く周知することで県全

体の対策能力を底上げする。 

アウトプット指標 研修受講者数 100 名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

研修受講により訪問看護ステーション従事者の離職防止を図り、

安定的な訪問看護提供体制の構築につなげる 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,600 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

1,067 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

533 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

1,600 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額 公  うち過年度残額 
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（国費）に

おける公民

の別（注１） 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

1,067 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

1,067 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質

向上事業 

事業名 【No.４７（介護分）】 
ヤングケアラー支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

230 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ ヤングケアラーには自分自身の現状を誰にも話すことができな

い者も多く、潜在化しやすい特性がある為、周囲の大人がヤング

ケアラーについての正しい知識を身につけることにより早期発

見に繋げる。また、ヤングケアラー同士の集いの場を地域の中で

作っていくことにより、同じ境遇を抱える者との意見交換等を通

じて不安感・負担感の軽減等にも繋げていく。 

 アウトカム指標 資質向上に繋げる対象者 130 人 

事業の内容 ・地域包括支援センター職員、市町村職員等の福祉・介護・教

育の分野においてヤングケアラーと日常的な係わりを持つ立

場にある支援者を対象とした研修会の開催。 

アウトプット指標 研修会の開催 2 回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

研修会の実施により、支援者がヤングケアラーの特性等を正しく

理解し資質向上を図ることで、早期発見や適切な支援に繋げる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

230 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

153 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

77 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

230 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 
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基金充当額

（国費）に

おける公民

の別（注１） 

公  

(千円) 

153 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

民  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）介護施設、介護事業所への出前研修の支援事業 

事業名 【No.４８（介護分）】 
介護人材確保対策推進補助事業 
（介護施設、介護事業所への出前研修の支援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

490 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 介護従事者（常勤換算）の増加 年 1,458 人 

事業の内容 ・地域密着型サービス事業所の職員を対象に、認知症ケアや地

域密着型サービスをテーマに研修を実施する。 

・施設等の介護スタッフに対しオーラルフレイル予防をテーマ

に研修を実施する。 

アウトプット指標 地域密着型サービス事業所の職員を対象に研修の実施 2 回 70 人（予定） 
(事業公募) 
介護施設、介護事業所等の職員を対象に研修の実施 1 回 120 人（予定） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

地域密着型サービス事業所が連携し、研修を通じて職員のケアの

質の向上、事業経営・運営能力の向上を図る。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

490 

 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

327 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

163 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

490 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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の別（注１） 民  

(千円) 

327 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業 

事業名 【No.４９ （介護分）】 
外国人介護福祉士受入支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,830 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

 アウトカム指標 介護従事者（常勤換算）の増加 年 1,458 人 

事業の内容 外国人介護福祉士候補者の受入施設における、就労中の外国人 
介護福祉士 候補者の日本語学習、介護分野の専門知識の学習、 
学習環境の整備等に要する経費について助成する。 

アウトプット指標 EPA 介護福祉士候補者を受け入れる法人 20 法人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

外国人介護福祉士候補者の受入施設における、就労中の外国人介

護福祉士 候補者の日本語学習、介護分野の専門知識の学習、学

習環境の整備等必要な経費を支援し、将来的な介護従事者（常勤

換算）の増加に繋げる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

10,830 
 

基金 国（Ａ）  

(千円) 

7,220 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

 

(千円) 

3,610 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

 

計（Ａ＋Ｂ） 

 

(千円) 

10,830 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

 

基金充当額

（国費）に

おける公民

公  

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 
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の別（注１） 民  

(千円) 

7,220 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

うち受託事業等（注２） 

(千円) 

0 

うち過年度残額 

(千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計

上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
 
(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 

 
 



   
 別紙 

 
 
 

 
 
 

令和５年度奈良県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 

奈良県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出すると

ともに、公表することに努めるものとする。 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につい

て、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った（医療分） 
・令和６年２月 19 日の医療審議会でその時点までの実施内容について報告を行った。 
 

 ☑ 行った（介護分） 
 ・令和６年９月２日開催の協議会でその時点までの実施内容について報告を行った。 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載するととも

に、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容については、審議会

等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし。 
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２．目標の達成状況 

 
令和５年度奈良県計画に規定する目標を再掲し、令和５年度終了時における目標の達成状況につ

いて記載。 

 

■奈良県全体（目標と計画期間） 

１． 目標 

奈良県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、

安心して生活できるよう以下を目標に設定する。 

 

（１） 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

既に導入済みの情報収集及び指標算出システムを活用し、各病院の医療提供状況等の

分析評価を行うとともに、地域における病院の役割等について関係病院と協議を行い、

病床の機能分化と病院間の連携の強化を図る。 

医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を図るた

め、病床規模の適正化を伴う施設・設備の整備に対して支援を行う。 

 地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

高度急性期 1,275 床 

急性期   4,374 床 

回復期   4,333 床 

慢性期   3,081 床 

 

（２） 居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県においては、高齢化社会のおとずれや疾病構造が慢性疾患を中心に変化してい

くことにより、長期にわたる療養や介護を必要とする高齢者の増加が見込まれており、

終末期を含め、在宅で介護や医療サービスを受けることを希望する高齢者も多いことか

ら、円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制構築など、以下に記載する医

療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安心して生活できるよう

にすることを目標とする。 

訪問看護の推進を図るため、訪問看護関係者で構成する訪問看護推進協議会を開催す

るとともに、訪問看護を担う人材の育成を図るための研修会を実施する。 

また、大学と病院が連携して、将来県内で在宅看護の業務に従事しようとする者に奨

学金を貸与し、在宅看護に関する教育プログラムを実施する制度に対して、補助金を交

付することにより、将来の在宅人材確保のインセンティブを与える。 

 在宅看取り率の向上（H29：24.1％→R5：29.0％） 

 在宅療養支援診療所数の向上（H30.10 末：162 件→R5 末：180 件） 

 県内訪問看護ステーション看護職員数の増加（H30：692 人→R5 末:998 人） 

 訪問歯科診療件数の増加（H30：503 件→R5：600 件） 

    

（３）介護施設等の整備に関する目標 

介護施設等の開設時に必要な準備経費に対して支援を行うことにより、開設時から安

定した質の高いサービスを提供するための体制を整備する。 
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老朽化した定員３０人以上の広域型施設の修繕を同時に進めるため、介護施設等を１

施設創設することを条件に、広域型施設１施設の大規模修繕又は耐震化を行う。 

介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備する。 

介護人材を確保するため、介護施設に勤務する職員の宿舎を整備する。 

介護職員の負担を軽減するために介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロ

ボット・ＩＣＴの導入を支援する。 

 

□開設準備経費に対する支援 

特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援      2 カ所 

介護老人保健施設の開設準備経費に対する支援       1 カ所 

特定施設入居者生活介護の開設準備経費に対する支援    2 カ所 

認知症高齢者グループホームの開設準備経費に対する支援  1 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援 1 カ所 

訪問看護ステーションの大規模化に対する支援           2 カ所 

□介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備支援 

特別養護老人ホーム            1 カ所 

介護老人保健施設           2 カ所 

□既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援 3 カ所(119 床) 

□看取り環境整備支援 

特別養護老人ホーム            1 カ所 

□介護職員の宿舎施設整備事業   4 カ所 

□介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

特別養護老人ホーム            2 カ所 

介護老人保健施設           3 カ所 

認知症高齢者グループホーム  5 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 2 カ所 

 

（４） 医療従事者の確保に関する目標 

以下に記載する医療介護総合確保区域の課題を解決することを目標とする。 

 医師の偏在を解消するための取組の促進 

 医療従事者にとって働きやすい職場環境の整備のための取組を促進 

 看護職員の養成、定着促進、離職防止及び復職支援のための取組の促進 

 臨床研修医マッチング者数の高水準の維持（R6 研修開始：126 人） 

 医師配置システムによる医師配置・派遣数の増加（R5：87 人→R6：90 人） 

 糖尿病性腎症による新規透析導入患者数の減少 

（H26～H28 平均：197 人→R3～R5 平均：減少） 

 県内病院新人看護職員離職率（R2:8.5％→R5：7.8％） 

 県内の認定看護師数の増加（H30：212 人→R5：257 人） 

 看護師等養成所運営費補助対象施設卒業生の県内就業率 

（H31：52.7％→R5：55％以上） 

 県内看護職員就業者数（R2：16,630 人→R5：18,356 人） 

 病院内保育所保育児童１名あたり 24 時間保育＋休日保育日数 
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（R2：12.9 日／名→R5：14.6 日／名） 

 小児科２次救急輪番病院数（R4：14 機関→R5：14 機関を維持） 

 小児２次輪番病院の外来患者数（H30：4,876 人→R5：6,300 人） 

 DMAT チーム数（R4：23 チーム→R5：24 チーム） 

 

（５） 介護従事者の確保に関する目標 

介護現場における人材不足の改善に向け、介護従事者の増加を目標とする。 

県、奈良労働局、県福祉人材センター、介護事業の経営者、職能団体、養成機関、教

育団体等で構成する協議会において、調査分析や施策の検討などを行い、県、市町村、

民間団体における様々な取組を推進する。 

(参入促進） 

本県の介護分野の有効求人倍率は 4.21 倍（R5 年 6 月）と全国平均 3.94 倍を上回る状

況にある。改善に向け、介護職の仕事の魅力とやりがいを発信するとともに、きめ細や

かな就労斡旋などを実施する。 

 マッチングの機能強化（相談支援の専門員 5名配置） 

 地域への介護職の魅力発信（講座の開催） 

 若者、女性、中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施（職場体験など） 

 介護職員初任者研修資格取得支援 

 福祉・介護の就職フェアの開催（求人情報や資格取得情報等を提供） 

 介護事業所等におけるインターンシップ等の導入促進 

（資質の向上） 

有資格者に対して資質向上やキャリアアップのための研修やリーダー育成のための研

修を行う。また、潜在的有資格者に対しては、離職後のフォローができていないため、

再就労につなげるための研修等の実施によるアプローチを行う。 

 介護人材のキャリアアップ研修の実施 

 潜在介護福祉士の再就業支援（講座の開催） 

 認知症サポート医の養成 

 認知症介護、認知症介護指導者研修の実施 

 ＯＴ等指導者の養成 

 外国人留学生や福祉系高校の学生、他業種からの転職者に対する修学資金の貸与 

（労働環境・処遇の改善） 

介護職員は、勤務環境や処遇が問題となって離職することが多いことから、離職防止

のために介護職員と介護事業所双方への支援や働きやすい環境づくりに取り組む。 

 認知症介護指導者研修に係る負担軽減 

 若手職員の離職防止のための交流会の開催等を支援 

 外国人受入体制の構築及び受入環境の整備支援 

 

 

２．計画期間 

  令和５年４月１日～令和６年３月31 日 
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■奈良県全体（達成状況）  

１．目標の達成状況 

（１）地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業 

・医療機関が、地域の関係者間の合意の上、奈良県地域医療構想に即した病床機能再編

の実施に伴い、減少する病床に応じた給付金を支給することで過剰な病床を削減する

ことを目的とした事業だが、令和５年度は申請がなかった。 

（単独支援給付金支給事業） 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標  

・在宅看取り率(自宅＋老人ホーム)の向上：（R5）28.2% 

・在宅療養支援診療所数の向上：186件（R6.4) 

・訪問歯科診療件数（延べ患者数）：476件（R5） 

（３）介護施設等の整備に関する目標 

□介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備支援 

介護老人保健施設            2 カ所 

□既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援 3 カ所(119 床) 

□看取り環境整備支援 

特別養護老人ホーム             1 カ所 

□介護職員の宿舎施設整備事業    2 カ所 

□介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

特別養護老人ホーム             2 カ所 

介護老人保健施設            3 カ所 

認知症高齢者グループホーム   3 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所  2カ所 

（４）医療従事者の確保に関する目標 

  分娩 1,000 件あたりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

（H30：8.9 人→R5：11.7 人） 

 糖尿病性腎症による新規透析導入患者数 

（H26～H28 平均：197 人→R2～R4 平均：204 人） 

 小児科２次救急輪番病院数（H30：13 機関→R5：14 機関へ拡大） 

 小児２次輪番病院の外来患者数（H30：4,876 人→R5：5,311 人） 

 DMAT チーム数（R1：26 チーム→R5：24 チーム） 

（５）介護従事者の確保に関する目標 

（参入促進） 
 マッチングの機能強化（相談支援専門員配置数 R4：5 人→R5：5 人） 

 地域への介護職の魅力発信（フリーペーパーの発行 年 2回、R5：各 50,000 部） 

 若者､女性､中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施 

（職場体験 R4：111 人→R5：105 人 元気なシニアに対する入門的研修受講者数 

R4：54 人→R5：34 人） 

 介護職員初任者研修資格取得支援（受講者数  R4：220 人→R5：209 人） 

 福祉・介護の就職フェアの開催（R4：3 回→R5：3 回） 

（資質の向上） 

 介護人材のキャリアアップ研修の実施（受講者数  R4：1,054 人→R5：1,661 人） 
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 潜在介護福祉士の再就業支援（研修受講者数 R4：210 人→R5：195 人） 

 認知症サポート医の養成（R4：12 人→R5：9 人） 

 ＯＴ等指導者の養成（受講者数 R4：309 人→R5：247 人） 

（労働環境・処遇の改善） 

□認知症介護、認知症介護指導者研修の実施（受講者数 R4：70 人→R5：52 人） 

 外国人留学生への奨学金の給付等 
（支援法人数 R4：2法人（167 人）→R5：1法人（114 人）） 
 若手職員の離職防止のための交流会の開催（R5：3回） 

２．見解 
 ・地域医療構想実現に向けた事業を行うことで、地域における病院の役割等について

県内病院の意識共有及び病床の機能分化が進み、効率的かつ効果的な医療提供体制
の構築が一定図られた。 

・また、県内の要介護・要支援認定者に対する地域密着型サービス施設が増加し、高
齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築が進んだ。 

・新型コロナウイルス感染症対策においても一定程度成果をあげた。 
 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止したことにより目標に到達しなかっ

た事業については、事業ごとに効果や有効性を検証し、それらを踏まえた上で改善
を図り、より良い事業となるよう検討していく。 

３．目標の継続状況 

☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

□令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■奈良・東和・西和・中和・南和（目標と計画期間） 

１．中央区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
（１）地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（３）介護施設等の整備に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（４）医療従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（５）介護従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

２． 計画期間 

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

 

□奈良・東和・西和・中和・南和（達成状況） 

１．目標の達成状況 

奈良県全体の達成状況と同じ 

２．見解 

   奈良県全体の達成状況と同じ 

３．目標の継続状況 

  ☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。      

  □令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
令和５年度奈良県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施状況を記

載。 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.1（医療分）】 

 在宅医療推進事業 

【総事業費】 

10,890 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県、奈良県医師会、保健所 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者の人口が一気に増える 2025 年、2040 年に備え、住み慣れた地域で

最後まで暮らすことを支える在宅医療の提供体制を確立する必要がある。

今後、増加が見込まれる在宅医療ニーズに対応するため、在宅対応ができ

る開業医等の確保及びそれを支える多職種による連携体制の整備を促進

する必要がある。 

アウトカム指標： 

・在宅看取り率(自宅＋老人ホーム)の向上：（R3 28.5%）→（R6.3 末目標

値 29%） 

・在宅療養支援診療所数の向上：（R5.1 177 件）→ （R6.3 末目標値 180

件） 

事業の内容（当初計画） ①在宅医療提供体制確立促進事業 

１．多職種連携体制の整備に資する取組 

内容：奈良県在宅医療推進会議の実施・運営（県） 

➣各医療職種の代表者が参画し、全県的な課題や県が実施する事業につ

いての意見交換を行う。  

２．開業医の在宅医療への参入促進策の検討等を通じた提供体制の構築

（県医師会（補助）） 

内容：県医師会と協働して、開業医の在宅医療への参入促進策の検討等

を実施し、在宅医療提供体制の構築を図る。 

➣在宅医療に関する医師間の連携体制の構築（地域包括ケアシステム推

進委員会を実施） 

➣在宅医療への参入促進事業の実施（在宅医療入門研修、在宅医療同行

訪問研修等） 

②在宅医療広域連携支援事業 

１. 管内市町村広域調整支援事業 

内容：市町村単独または複数市町村が連携して実施する在宅医療推進の

ための取組に関して、広域的な視点を踏まえた事業実施の支援や、医療

職能団体との調整支援などを行う。 

２. 入退院調整ルールづくり支援事業 

内容：令和 2年度までに県のほぼ全域でルールの構築は完了したため、

ルールの運用やルールを活用した連携の質向上につながる取組を支援

する。 

３. 在宅医療多職種間連携強化支援事業 

内容：複数職能団体が協働した在宅医療に関する研修会や、地域内で医

療資源に格差がある地域における専門研修等の企画・調整支援を行う。 

③在宅医療地域連携支援事業 

１. 在宅医療コーディネータ育成研修 
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内容：地域の在宅医療に関する相談支援体制を構築する 

２. 在宅医療コーディネータ育成研修にかかる事前調査 

内容：県内における在宅医療情報の収集、研修資料の作成 

３. 長期療養児童在宅医療・在宅訪問推進研修 

内容：在宅医療・在宅訪問についての研修会を実施 

④地域連携パス推進事業 

１. 地域連携会議や勉強会等の開催 

内容：よりよい連携体制構築のための会議等を開催 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・奈良県在宅医療推進会議の実施 ２回 

・地域包括ケアシステム推進委員会の実施（県医師会実施） 計２回 

・在宅医療入門研修等 計２回 

・在宅医療コーディネータ育成研修の実施 ２回 

・県内における医療機関の退院支援状況を調査 

対象：県内 75病院（地域連携室等の退院調整担当部署） 

・市町村における在宅医療の状況調査 

対象：県内 39市町村の在宅医療担当課 

・長期療養児童在宅医療・在宅訪問推進研修の実施（年３回：ジュニアコ

ース２回、シニアコース１回） 

・地域連携パス検討会議・事務担当者会議等の開催 ３回 

アウトプット指標（達成

値） 

・奈良県在宅医療推進会議の実施 ２回 

・地域包括ケアシステム推進委員会の実施（県医師会実施） ３回 

・在宅医療研修（県医師会実施） ２回 

・在宅医療コーディネータ育成研修の実施 ２回 

 事前アンケート調査（75 病院、39市町村）を実施 

【回答率】病院：76％(57/75) 市町村：76.9％(30/39) 

・長期療養児童在宅医療・在宅訪問推進研修の実施 ３回 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・在宅看取り率(自宅＋老人ホーム)の増加：（R5）28.2% 

・在宅療養支援診療所数の向上：183 件（R6.4) 

（１） 事業の有効性 

医療職能団体との連携により、全県的な情報共有の機会を確保するととも

に、保健医療計画に各職種の意見を反映することができた。また、取り組みの

推進により在宅療養支援診療所数は R4 年度と比較して向上している。 

（２）事業の効率性 

在宅医療に取り組む医師を増やすには、医師会との連携が不可欠。全県的な検

討の場を設置している県医師会と、地域に密着した取り組みを実施している地

区医師会の両方と連携することで最も効果的・効率的に目的を達成できる。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.２（医療分）】 

重症心身障害児等地域生活支援事業 

【総事業費】 

11,814 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニーズ 重症心身障害児（者）および医療的ケア児（者）が身近な地域におい

て在宅医療が適切に受けられるよう、関係機関が連携し支援体制を構

築する拠点および人材が必要である 

アウトカム指標：  

医療型短期入所受入延日数   

 Ｒ２年度実績：1,355 日 → Ｒ５年度末：2,075 日 

事業の内容（当初計画） 在宅の重症心身障害児等が身近な地域において心身の状況に応じた適

切な医療、保健、福祉その他関連分野の支援を受けられる体制整備を

進めるために、奈良県重症心身障害児者支援センターを運営する。 

アウトプット指標（当初の目

標値） 

センターにおける相談・対応件数  100 件/年 

アウトプット指標（達成値） センターにおける相談・対応件数  250 件/年 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

医療型短期入所受入延日数   

 Ｒ２年度実績：1,355 日 → Ｒ５年度末：2,483 日 
（１）事業の有効性 

在宅の重症心身障害児者、医療的ケア児者の支援体制の充

実を図ることができる。 
 
（２）事業の効率性 

支援機能をセンターに集約したことで、相談や連携等を一

括して担うことができるとともに、ケースの収集ができ、

今後の支援に繋げることができる。 
 
 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.３（医療分）】 

奈良県心身障害者歯科衛生診療所設備整備

事業 

【総事業費】 

4,550 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

一般の歯科診療所では治療困難な心身障害児者を対象とした歯科治療

のニーズは根強く存在している。 

アウトカム指標： 
診療件数の増加（Ｒ４年度実績３，５８１件） 

事業の内容（当初計画） 心身障害者歯科衛生診療所の歯科診療機器等を整備・更新し、効

果的・効率的な治療が実施できることにより、利用者へのサービ

ス向上につながるとともに、当診療所で歯科診療に関わる歯科医

師等の心身障害者（児）への歯科診療技術を向上させることによ

り、在宅歯科診療及び一般歯科診療の推進と在宅歯科診療等を支

える体制の充実を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
耐用年数を経過した歯科診療機器の整備・更新 

アウトプット指標（達成

値） 
耐用年数を経過した歯科診療機器の整備・更新 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

安定した障害者歯科医療の提供 

診療日数：２１２日（Ｒ４年度）→２１２日（Ｒ５年度） 

診療件数：延べ 3,581 人（Ｒ４年度）→延べ 3,643 人（Ｒ５年度） 

（１） 事業の有効性 
全身麻酔での治療に対応できるよう、歯科診療機器の整備を行

い、診療体制の充実を図ることができ、安定した医療の提供に繋

がった。 

 

（２）事業の効率性 
本事業の実施により、効率的・効果的な治療の実施に繋がり、利

用者に応じた医療の提供とサービス向上に繋げることができた。 

 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.４（医療分）】 

在宅歯科医療連携室運営事業 

【総事業費】 

3,800 千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の実施主体 県歯科医師会 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域住民や在宅療養者の歯科医療に関するニーズに応えるため、地域

における在宅歯科医療の推進を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

当該事業を通じた訪問歯科診療件数（延べ患者数） 

555 件（R3.4～R4.3 末値）→600 件（R5.4～R6.3 末目標値） 

事業の内容（当初計画） 在宅歯科医療における医科や介護等の他分野との連携を図るための窓

口（在宅歯科医療連携室）を設置し、在宅歯科医療希望者に訪問医を

紹介する事や、在宅歯科医療を行う歯科診療所に在宅歯科医療機器の

貸出をする事により、在宅歯科医療を受ける者や家族等のニーズに応

え、地域における在宅歯科医療の推進及び他分野との連携体制の構築

を図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 
歯科診療機器の貸出件数 350 件 周知啓発活動 60 回 

アウトプット指標（達成

値） 

歯科診療機器の貸出件数 242 件 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

当該事業を通じた訪問歯科診療件数（延べ患者数） 476 件(R5) 

（１） 事業の有効性 

本事業を実施することにより、在宅歯科医療を希望する方や家族等のニー

ズに応えるとともに、地域における在宅歯科医療の推進及び他分野との連

携体制の構築を図ることができる。引き続き当該事業を進めることで増加

に努めたい。 

（２） 事業の効率性 

在宅歯科医療の専門知識や豊富な業務実績を有し、県下全域で事業を展開

することができる事業者に在宅歯科医療連携室の事業を委託することで、

効率的に住民や在宅歯科医療を希望する方やその家族のニーズに応える

と共に、地域における在宅歯科医療の推進及び他分野との連係体制の構築

を図ることができる。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.５（医療分）】 

訪問看護推進事業 

【総事業費】 

1,989 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後増加が見込まれる在宅医療ニーズに対応するため、自宅での

療養生活を支える訪問看護の充実が必要。 

令和元年７月算出の看護職員需給推計結果では、令和 7年（2025

年）に 1,244 人必要とされ、平成 30 年（692 人）と比較し約２倍

に増加させる必要がある。 

アウトカム指標： 

県内の訪問看護ステーション稼働数 

H30：141 事業所 ⇒ R5：221 事業所（R7 目標：253 事業所） 

事業の内容（当初計画） 訪問看護の推進を図るため、訪問看護を担う人材の育成を図るための 

研修会するほか、訪問看護関係者で構成する訪問看護推進協議会を開 

催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修参加者数：70 人／年 

アウトプット指標（達成

値） 
研修参加者数：169 人／年 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

県内の訪問看護ステーション稼働数 R5：201 事業所 

（１） 事業の有効性 
訪問看護に関心のある看護師に対して、e ラーニング研修及び現場実習

を実施し、訪問看護に必要な基本的知識・技術を習得させることができた。 

 精神疾患を有する在宅療養者やその家族を支援するために必要な精神

科訪問看護の基本的知識・技術の習得を図る研修を実施し、質の高い訪問

看護が実践できる人材の育成に資することができた。 

 訪問看護推進協議会を開催し、奈良県の訪問看護の現状、課題及び

解決策等について意見交換を行った。 
（２）事業の効率性 
多くの看護師が研修に参加し、訪問看護師の育成及び質向上を図るこ

とが出来た。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.６（医療分）】 

がん在宅医療情報管理事業 

【総事業費】 

8,160 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

がんによる死亡についての統計は、全国比較や地域間比較が容易にで

きていたが、がんの「罹患」については、当県ではデータの精度が低

く、比較検討ができなかったところ、罹患情報の収集及び精度の向上

により医療圏ごとの罹患の推移や年齢別、地域別などで分析可能にな

った。これらのデータにより、在宅医療対策の重要性を示唆し、がん

在宅医療の空白地域に対策を講じ、結果的にがん在宅ケア診療を行っ

ている診療所の割合を増加させるなど、在宅医療を推進していく必要

がある。 

アウトカム指標： 

がん診療連携拠点病院等とかかりつけ医・在宅医とのスムーズな医療

連携ネットワーク体制が整備されている。 

R4：179 施設（在宅療養支援診療所数）→R5：増加 

事業の内容（当初計画） がん患者の罹患情報等を収集し、がん患者の罹患状況の推移を年齢別、

性別等医療圏ごとに分析し、在宅医療を推進していく。また、県民へ

在宅医療を含む有益ながん情報を提供する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

奈良県がん情報提供ポータルサイト「がんネットなら」ページプレビュー

数  H29 年度：69,241 件から増加 

アウトプット指標（達成

値） 

奈良県がん情報提供ポータルサイト「がんネットなら」ページビュー数  

R5 年度：75,736 件 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

在宅療養支援診療所数 R4：179 施設 → R5：186 施設 

（１） 事業の有効性 

より精度の高いデータを用いて、医療圏毎のがん罹患の推移や年

齢別、地域別のデータを収集、管理し、がん診療連携拠点病院等と

在宅医療に係る医療機関との連携を推進することで在宅療養支援診

療所数を増加させることができた。 

 

（２）事業の効率性 

分析結果を奈良県がん情報提供ポータルサイト「がんネットなら」

に掲載し、誰でも閲覧できるようにすることで、効率よく在宅療養

支援診療所数を増加させることができた。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.７（医療分）】 

産科医療体制支援事業 

【総事業費】 

11,960 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 県内病院、診療所、助産所 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

現在産婦人科医、新生児科医等は過酷な勤務状況下にあり、また、医

師数の減少等により分娩を取り扱う医療機関の減少傾向が続いてい

る。県内の産科医療体制の充実のためには、これらの医療を担当する

医師等の処遇改善を図り、勤務状況の改善をすすめることにより、産

科医療を担う人材及び分娩取扱医療機関を確保することが必要。 

【アウトカム指標】 

・手当支給施設の産科・産婦人科医師数 R5：常勤医 67人 

・分娩 1,000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 R5：9.5 人 

事業の内容（当初計画） ・地域でお産を支える産科医や助産師、NICU において新生児を担当す

る新生児医療担当医に対し、分娩手当や新生児担当医手当等を支給す

ることにより、これらの医師等の処遇改善を図る者に対し、補助金を

交付する。 

・臨床研修終了後の専門的な研修において産科を選択する医師に対し、

研修手当等を支給することにより、将来の産科医療を担う医師の育成

を図る者に対し、補助金を交付する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・手当支給者数 R5 のべ 5,157 人（育成支援事業 30人、確保支援事業 4,342

人、新生児科医支援事業 785 人） 

・手当支給施設数 R5 のべ 28 施設（育成支援事業 1施設、確保支援事業 21

施設、新生児科医支援事業 2施設） 

アウトプット指標（達成

値） 

・手当支給者数 R5 のべ 7,301 人（育成支援事業 34人、確保支援事業 5,700

人、新生児科医支援事業 1,567 人） 

・手当支給施設数 R5 のべ 22 施設（育成支援事業 1施設、確保支援事業 19

施設、新生児科医支援事業 2施設） 

事業の有効性・効率性 事事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・手当支給施設の産科・産婦人科医師数 R5：常勤医 75人 

・分娩 1,000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 R5：11.7

人（R4 実績：10.3 人) 

（１） 事業の有効性 

地域でお産を支える産科医や、助産師、NICU において新生児を担当する医

師に対し分娩手当や、新生児担当医手当等を支給することによりこれらの

医師等の処遇改善につなげる。分娩 1,000 件あたりの分娩取扱医療機関勤

務産婦人科医師数については、前年度より増加したので、引き続き当該事

業を進めていきたい。 

（２） 事業の効率性 

各事業者への補助申請書類等の提出について、押印を無くし、申請者側の

効率化にも努めた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.８（医療分）】 

糖尿病医療専門人材育成事業 

【総事業費】 

141 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

奈良県の糖尿病専門医数は全国と比較して少なく、糖尿病患者が漸増

している昨今、専門医１人あたりの負担は大きい状況（専門医１人あ

たりの患者数 全国＝575 人、奈良県＝892 人）。以上の状況より、奈

良県では糖尿病医療の充実及び医師の負担軽減のため、糖尿病医療に

関わる専門人材（糖尿病専門医）の育成及び専門医と連携して患者の

診療にあたる医師（非専門医、かかりつけ医）の確保が必要である。 

 

アウトカム指標： 
糖尿病性腎症による新規透析導入患者数の減少(直近 3ヶ年平均)  

H28～H30 平均：216 人 → R3～R5 平均：204 人 

事業の内容（当初計画） 糖尿病専門医と非専門医の連携の仕組みとして構築した「奈良県糖尿

病診療ネットワーク」の活用を促進するため、診療ネットワークを積

極的に活用する協力医療機関の認定を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

糖尿病診療ネットワーク協力医療機関の認定数の増加 

アウトプット指標（達成

値） 

令和５年度までで、協力医療機関の認定数：68医療機関 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 
専門医と非専門医が連携して糖尿病患者の治療を行うネットワークを

活用し、糖尿病初期段階から専門的な治療を行うことが可能な体制を

強化する。それにより、糖尿病性腎症の重症化を予防し、新規透析導

入に至る患者の増加を食い止める。 
（１）事業の有効性 

本事業により、糖尿病性腎症による新規透析導入患者数が年々減少傾

向である。また、チラシの発行など、ネットワークの周知を実施した

結果、本事業に協力してくれる医師の確保に繋がった。 
（２）事業の効率性 

オンラインにて会議を開催することで、県内全域の医療機関の出席率

が高く、効率的に事業が実施出来ている。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.９（医療分）】 

医療経営人材力底上げ事業 

【総事業費】 

5,890 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県、奈良県立医科大学 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

・少子高齢化が急速に進行することで、医療のニーズやそれに伴った

病院の在り方が急激に変化していく。そのような変革の時代を乗り切

るためには、病院大小にかかわらず、財務経営基盤の強化が求められ

る。 

・現状、地域医療構想の推進にあたって、病院勤務者全体が地域医療

構想を念頭に病院運営にあたっているとは言い難い。 

・医療従事者の働き方改革により、現場の医師や看護師、医療従事者

の力を医療分野で最大限発揮するために、病院経営という側面での事

務系職員の役割が、今後高まっていく。 

・地域医療構想の推進（全体最適）と個々の病院の経営基盤強化（局

所最適）の調和を図る医療経営人材の養成が必要となる。 

アウトカム指標： 

地域医療構想に沿った医療経営を行うプロ人材（講座修了者）がいる

病院数を増加させる（Ｒ５年度末までに３０病院） 

事業の内容（当初計画） ・医療経営人材養成講座総合コースの開催 

・広く参加できるよう、総合コースより内容を絞り、短時間で学べる

医療経営ビギナーズ講座を開催。 

・受講対象者：県内病院の事務職員を中心とし、医師・看護師も想定

（ともに中堅クラスのスタッフ） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

医療経営人材養成講座総合コース修了者 30 名 

ビギナーズ講座実施 4回 

アウトプット指標（達成

値） 

医療経営人材養成講座総合コース修了者 26 名 

ビギナーズ講座実施 4回 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

地域医療構想に沿った医療経営を行うプロ人材の育成（R５年度

末までに 73 名 

（１） 事業の有効性 
本事業により、病院経営やマネジメントに興味を持つ医療関係者

(「次世代医療経営リーダー」候補者)を発掘することができ、取

組に効果があった。 
（２） 事業の効率性 
研修をオンラインで実施することにより県内全域から参加して

もらうことが出来るとともに、一部の講座については、現地開催

で実施することにより、参加者の横の繋がりの創出機会を提供す

ることができ、効率的に事業を実施している。 
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その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.10（医療分）】 

救急医療電話相談事業 

【総事業費】 

48,367 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県は、大病院が少なく中規模の病院が多く、救急医療体制が脆弱な

病院が多い。また、高齢化の進展を背景に救急搬送件数は増加を続け

ており、将来的には増加する救急患者に救急病院が対応できなくなり、

地域医療体制の維持が困難となる恐れがある。 

そのため救急医療電話相談事業を実施し、緊急度の低い患者が救急医

療を利用する頻度を低減させることにより、救急病院に勤務する医師

等の過度な負担を軽減し医療従事者の確保を図る必要がある。 

 

アウトカム指標： 

土曜日、日曜日における医療機関の救急搬送人員の増加抑制（目標：

増加数 1,000 人以内 ※H29→H30：1,152 人増、H30→R1：954 人増、

R1→R2：2,244 人減、R2→R3：1,379 人増、R3→R4：2,268 人増） 

事業の内容（当初計画） 24 時間体制で医師や看護師が救急患者からの電話相談に応じ、救急医

療機関の受診の可否や応急処置の方法などについてアドバイスを行う

ことにより、不要不急の救急医療機関への受診を減少させるとともに

県民の不安解消を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

電話相談件数（R5：16,800 件） 

アウトプット指標（達成

値） 

電話相談件数（R5：33,418 件） 
 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

土曜日、日曜日における医療機関の救急搬送人員の増加抑制 
R4→R5：2,204 人増） 
救急搬送人員が増加し、目標を達成することができなかった。引

き続き救急電話相談の広報を行うことで、救急搬送人員の増加抑

制に努めたい。 

（１）事業の有効性 
夜間帯の相談件数のうち緊急度が低かった相談者を適切に案内

することで救急医療を利用する頻度を低減させ、救急搬送数の増

加を防ぐ。 
（２）事業の効率性 
利用者にとってもメリットのある事業であり、医療従事者等の負

担軽減も図ることができることから、効率的な事業であるといえ

る。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.11（医療分）】 

救急搬送・受入実施基準実施事業  

【総事業費】 

5 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県では、中小の民間病院が多く、また医師数の少ない病院が多

い。このため、休日夜間における二次救急病院の勤務医に過剰な

負担がかかっている状況にある。救急医療現場における問題点や

課題の整理を行い、各医療機関の役割分担等を図ることでスムー

ズな救急受入体制を強化し、勤務医の負担を軽減することが必

要。 

アウトカム指標： 

重症以上傷病者の搬送事例における照会回数４回以上の割合を

R5 まで 2.6%(H30 全国平均)以下を維持(奈良県 R1 年実績：1.7％、

R2 年実績：1.9％) 

事業の内容（当初計画） 県内医療機関に対し救急患者の受入状況等についてヒアリング

を行う。ヒアリング内容をもとに、救急現場における問題点等の

整理を行い、勤務医の負担軽減に必要な救急医療体制の改善に向

けた検討を救急搬送協議会及び各部会において実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
検討会の開催 ２回 

アウトプット指標（達成

値） 

検討会の開催 ３回 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

重症以上傷病者の搬送事例における照会回数４回以上の割合  
R4 年中：7.5%（R5 年データは未公表） 
代替指標：令和 5年版「救急救助の現況」救急搬送時間 
平成 30 年 40.7 分（全国平均 39.5 分） 
令和 4年 48.2 分（全国平均 47.2 分） 

照会回数４回以上の割合は新型コロナウイルスの影響により、全

国平均と同じく増加した。また、搬送時間も同様に延びたが、全

国平均との差は縮まった。今後は、医療機関への状況確認、検討

会での救急搬送の検討等により搬送時間をより短縮させたい。 

（１） 事業の有効性 

救急現場における問題点等の整理を行い、救急医療体制の改善

（搬送基準改定等）を行うことで勤務医の負担軽減を図ることが

でき、有効である。 
（２）事業の効率性 

救急医療体制の改善に向けて、より効果的・効率的な実施ができ

るよう、検討を行っていく。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.12（医療分）】 

小児救急医療支援事業 

【総事業費】 

38,142 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

外来患者（入院治療が不要な患者）が二次輪番病院に集中し、二次輪

番体制の維持に支障をきたすため、本事業により相談窓口を設け、保

護者の不安解消や不要な受診を控える適正な受診誘導を図ることによ

り、医療従事者等の負担軽減を図ることが必要。 

アウトカム指標： 
小児二次輪番病院受診患者の外来率の減 R5:77.2 %(R3 年度実績

77.2%) 

事業の内容（当初計画） 小児科医のバックアップのもと、専門の看護師が小児救急患者の家族

等からの電話相談に対して、受診の要否や応急処置の方法などについ

て助言・アドバイスを行う相談窓口（#8000）を設置する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

電話相談件数 22,000 件（R5） 

アウトプット指標（達成

値） 

電話相談件数 24,289 件（R5） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

小児二次輪番病院受診患者の外来率の減 R5:77.4 %(R4 年度実績 82.9%) 

 

（１）事業の有効性 
電話相談件数は新型コロナウイルス感染症前の水準に回復し、小児二次輪

番病院受診患者の外来率も前年度実績より低減した。本事業により小児救

急医療機関への不要・不急の受診を抑制し、医療従事者の負担軽減を図る

ことができた。 
（２）事業の効率性 
利用者にとってもメリットのある事業であり、医療従事者等の負担軽減も

図ることができることから、効率的な事業であるといえる。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.13（医療分）】 

災害急性期医療体制構築事業 

【総事業費】 

2,054 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後発生が予想される地震等の災害発生に備え、DMAT チームをさらに

整備するとともに、関係者の研修等を通じ、災害時医療提供の充実強

化を促進することが必要。 

アウトカム指標： 

DMAT チーム数 R5:24 チーム(R4:23 チーム) 

 

事業の内容（当初計画） 災害時医療従事者の人材育成・資質向上を図るため、災害医療関係者

等に対する実務的研修及び実働訓練等を実施する。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

・災害医療訓練（２回） 

・災害医療研修（２回） 

アウトプット指標（達成

値） 

・SCU 展開訓練（9/3） 

・衛星携帯電話伝達訓練（7/26,2/28） 

・防災総合訓練（10/22） 

・近畿地方 DMAT ブロック訓練（11/11） 

・広域災害救急医療情報システム（EMIS）操作説明会（8/23） 

・近畿地方 DMAT ブロック訓練ロジスティクス研修会（9/9,10） 

・奈良 DMAT ロジスティクス研修（12/9） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

令和 5年度は、上記日程で訓練・研修を実施した。 

また、県内のＤＭＡＴ主要メンバーと定期的に会議を実施した。 

アウトカム指標： 

令和 5年度県内のＤＭＡＴチーム数：24 チーム 

（１） 事業の有効性 
災害医療関係者等に対する実務的研修及び実働訓練等を実施す

ることで、人材育成・資質向上を図ることができる。 

 

（２） 事業の効率性 
参加医療機関の会議室やＷＥＢを活用し、コストの削減を図っ

た。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.14（医療分）】 

小児救急医療体制整備事業 

【総事業費】 

53,356 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

平日夜間や土・日・祝日における小児 2次救急医療の需要に、奈良県 

では医療圏毎に小児 2次救急医療体制を確保できないことから、県内 

を北和・中南和の 2地区に分けて小児科標榜病院が他の小児科標榜病 

院と共同連帯し、当番方式により小児 2次救急医療を行うことで、地 

域住民の小児 2次救急医療を確保しつつ、医療従事者等の負担軽減を 

図ることが必要。 

アウトカム指標： 

小児科二次救急輪番病院を維持確保（毎夜間・毎休日県内 2 地区（北

和・中南和地区）） 

R5 実施医療機関：14機関（R4 実施医療機関：14 機関） 

事業の内容（当初計画） 小児科標榜病院による小児 2 次輪番体制を構築し、輪番参加病院に対

して当番日の診療に必要な人件費の補助を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

補助対象の医療機関数 14 機関（R5） 

小児輪番病院患者数  6,300 人（R5） 

アウトプット指標（達成

値） 

補助対象の医療機関数 14 機関（R5） 
小児輪番病院患者数  6,863 人（R5） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

小児科二次救急輪番病院を維持確保（毎夜間・毎休日県内 2 地区（北

和・中南和地区）） 

R5 実績 実施医療機関：14 機関（R4 実施医療機関：14 機関） 

R4に引き続きR5は新型コロナウイルス感染症拡大以前の小児輪番病院

患者数と同程度まで増加してきた。引き続き改善に向けて分析をして

いく。 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、県内全域で小児二次救急医療体制を確保しつつ、

当番制で実施することで、医療従事者等の負担軽減に寄与することが

できた。 

（２）事業の効率性 

小児二次救急医療体制の確保、医療従事者等の負担軽減を両立させる

上で、効率的な事業である。関係者会議においても、web 会議を利用し、

事務作業の削減を図った。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.15（医療分）】 

医師確保推進事業 

へき地勤務医療従事者確保推進事業 

【総事業費】 

6,176 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師の地域間偏在・診療科間偏在を解消するため、医学生・臨床研修

医へのアプローチや本県での勤務を希望する医師へのアプローチが必

要 

アウトカム指標： 

臨床研修医マッチング者数 R4：126 人 → R5：98 人 

専攻医マッチング者数   R4：122 人 → R5：116 人 

事業の内容（当初計画） ① ドクターバンク運営事業 

ドクターバンク登録医師の相談窓口を設置し、医師との面談を行い、

公的医療機関へあっせんを実施 

② 地域医療マインド普及事業 

医学生やその保護者に対して、医師確保イベント情報や県の医療政策

を掲載した冊子を配布するなど継続的な情報提供を実施 

③ 若手医師県内就職推進事業 

奈良県と各臨床研修病院が連携・協議し、合同でプロモーション活動

（医学生向け就職フェアへの出展、説明会の開催等）を実施 

④ 専攻医県内確保・定着促進事業 

奈良県と各専門研修病院が連携・協議し、合同でプロモーション活動

（臨床研修医向け就職フェアへの出展、説明会の開催等）を実施 

⑤ へき地勤務医療従事者確保推進事業 

将来奈良県内のへき地で勤務する医療従事者の確保するため、全国の

医学生・看護学生を対象に、奈良県のへき地診療所で体験研修を実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
説明会、協議会等の開催回数：６回 

アウトプット指標（達成

値） 

説明会、研修会等の開催回数 ７回 

（レジナビ×２、協議会×５〔合同説明会含む〕） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

R6 研修開始 臨床研修医マッチング者数：126 名/定員 126 名 

R6 研修開始 専攻医数：126 名 

（１）事業の有効性 

R6研修開始マッチング者数については126名／定員126名とな

った。R7 研修開始マッチング者数については 120 名／定員 121

名となり、引き続き高いマッチング率を維持した。 

専攻医確保事業については R４年度から実施しているところで

あり、より効果的な事業となるよう検討していきたい。 

（２）事業の効率性 
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オンライン説明会で使用した動画を HP にも掲載し、継続的な広

報を行うことで事業の効率化を図った。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.16（医療分）】 

医師配置システムの運営 

【総事業費】 

32,842 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県・奈良県立医科大学 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

奈良県内の地域間や診療科間の医師偏在を是正するため、修学資金の

貸与を受けた医師等を医師不足地域や診療科等に適正に配置できるよ

うな医師配置システムを構築・運営することが必要 

 

計画時のアウトカム指標： 

医師配置システムによる配置医師数（県費奨学生） 

R5：95 人（R4：80 人） 

事業の内容（当初計画） 県内の医師不足状況や、医師の適正配置、キャリアパス等の分析・研

究を行う地域医療学講座（奈良県立医大）の運営に対し補助。 

修学資金の貸与を受けた医師のキャリア形成支援、配置案の策定及び

関連する調整業務を実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

R5 貸与者数 89 人 

 

アウトプット指標（達成

値） 

R5 貸与者数 89 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

アウトプット指標未達成の原因等に対する見解と改善の方向性 

原因：成績不振による退学に伴う未達成 

改善：大学と連携し、成績不振者への面談を充実させ、学業に集中す

るよう働きかける。 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：医師配置システムによる配置

医師数（県費奨学生）R5:87 人 → R6:90 人 

（１）事業の有効性 

・新規修学資金貸与者を 15 名確保した。 

・新たに、11 名の医師が初期臨床研修を修了し、知事が指定す 

る県内の医療機関に配置された。 

（２）事業の効率性 

昨年度と同額程度のコストで、医師配置システムによる配置医 

師数を増加させた。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17（医療分）】 

地域包括ケアシステム等を支える医師確保

事業 

【総事業費】 

383 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療の高度化に伴う医師の専門医志向により、専門分化が進展する一

方で高齢化の進展により医療需要が変化し、地域包括ケアシステム等

を支える医師（慢性疾患など複数の疾患を抱える高齢者に対応できる

医師）の養成が必要となっている。 

 

アウトカム指標： 

総合診療専門医新規登録者数 

R4：13 人→R5：10 人（暫定値） 

事業の内容（当初計画） 総合診療専門医の養成プログラムの専攻医募集のプロモーション、専

攻医や指導医に対する研修会の開催及び協議を通じて各病院間の連携

を推進。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修会等の開催回数：２回 

 

アウトプット指標（達成

値） 
研修会等の開催回数：2回 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

総合診療専門医新規登録者数 R5:10 名→R6:7 名（令和６年４月 1

日時点） 

（１） 事業の有効性 
R6 総合診療領域登録数／全領域登録の割合 全国 7位  

（奈良県）7人／126 人(5.6％) 

（全 国）290 人／9,454 人(8.8％) 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、養成プログラムの専

攻医募集プロモーションを効果的に実施できなかったため、アウ

トカム指標を達成できなかったが、全国的には高い水準を維持し

ている。 

（２） 事業の効率性 
総合診療領域における専門研修プログラムを有する基幹施設６

医療機関及び県が、協議会及び研修会の開催等をすることで、専

攻医確保に向けた事業に取り組んだ。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.18（医療分）】 

医療従事者の働き方改革推進事業 

【総事業費】 

2,496 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県、奈良県病院協会 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師をはじめとする医療従事者の勤務環境改善（労働時間短縮、ハラ 

スメント対策等）を進めるとともに、県内の医療機関が 2024 年４月か 

ら適用される医師の時間外労働の上限規制を遵守できるよう支援する 

必要がある。 

医療機関から申請のあった医師の労働時間短縮計画の案について、年

２回の審議会開催による意見聴取を経て、特例水準の指定を行う必要

がある。 

アウトカム指標： 

医療機関の実態調査の回収率 

R4：97％ → R5：100％ 

事業の内容（当初計画） 医療勤務環境改善支援センターを運営し、医療機関における勤務環境

改善にかかる取組を支援 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

病院等の勤務環境改善に対する訪問・相談対応件数：100 回 

 

アウトプット指標（達成

値） 

病院等の勤務環境改善に対する訪問・相談対応件数：281 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

厚生労働省の実態調査の回収率 R5：98％ 

（１） 事業の有効性 

アウトカム指標未達成ではあるが、厚生労働省の実態調査だけ

でなく奈良県独自実施「医師の働き方改革対応状況調査」（回収

率 R5:95.2％）の結果も踏まえて医療機関の課題の抽出を行い、

医療機関の勤務環境改善に関する相談支援等を積極的に申し出

ることで、令和６年度から適用される医師の時間外労働の上限規

制を遵守できる体制整備に向けた取組を推進することができた。 
（２） 事業の効率性 

地域の関係機関との連携を図り、専門家によるアドバイスや研修

会を実施し、医療機関のニーズに応じた支援を行うことができ

た。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.19（医療分）】 

看護師等養成所運営費補助事業 

【総事業費】 

94,428 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 県内看護師等養成所 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員の役割は多様化・複雑化しており、時代に応じた看護教育の

強化・充実が求められている。県内に質の高い看護職員を確保するた

め、看護師等養成所の運営に必要な経費を補助することで教育内容の

向上を図り、卒業生の県内就業を促進する。 

アウトカム指標： 

卒業生の県内就業率 

R5 年度：55％ 

（H31.3 卒：52.7％、R2.3 卒：51.9％、R3.3 卒：51.8％、R4.4 卒：54.3％） 

事業の内容（当初計画） 看護師等養成所の運営を支援するため、専任教員の配置や実習経費等

の費用に対する補助を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

事業実施施設数 ６校７課程／年 

 

アウトプット指標（達成

値） 

事業実施施設数 ６校７課程／年 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

卒業生の県内就業率 R5 年度：49.6％ 

（１） 事業の有効性 
補助金交付により看護教育の充実を図ることで、医療現場の多

様化・患者の複雑化・医療技術の進歩への対応力を持つ、質の高

い看護職員を養成することができている。 
（２） 事業の効率性 
補助額の算出にあたり卒業生の県内就業率に応じた調整率を適

用することで、養成所卒業生の県内就業を促進することができて

いる。しかし、アウトカム指標（県内就業率）を達成できなかっ

たため、当該補助金のスキーム改正を検討するとともに、魅力あ

る病院づくりや病院情報の発信に努めていきたい。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.20（医療分）】 

病院内保育所運営費補助事業 

【総事業費】 

50,318 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 県内病院 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

出産や育児を理由とする職員の離職防止や再就業促進のため、各病院 

では院内保育所を設置している。 

当該施設のうち大半は、夜勤や休日出勤を伴う医療従事者に特有の勤

務体系にあわせて 24 時間保育や休日保育に対応する。医療従事者が家

庭と仕事を両立し、勤務を継続するためには当該施設の運営維持が強

く求められる。 

アウトカム指標： 

保育児童１名あたり 24時間保育＋休日保育日数の向上 

R5 年度：14.6 日/人 

（R2 年度：12.9 日／人、R3 年度：12.2 日／人、R4 年度：13.6 日/人） 

事業の内容（当初計画） 医療機関が職員のために運営する病院内保育所の運営経費に対する補

助を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

事業実施病院数 ２０病院／年 

 

アウトプット指標（達成

値） 
事業実施病院数 １７病院／年 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

保育児童１名あたり 24 時間保育＋休日保育日数の向上 

R5 年度 8.2 日/名 

（１）事業の有効性 
子どもを持つ医療従事者の離職防止や復帰支援を目的とした院

内保育所の運営を補助することで、継続勤務が可能な環境を維持

することができている。 
児童の受入を可能とする体制を維持することは医療従事者が家

庭と仕事を両立し、勤務を継続することに資するものである。育

児のために離職した看護職の復職支援等により病院内保育所を

活用した働き方を選択する医療従事者を増やすことで、医療従事

者の多様な働き方を後押しする。 
（２）事業の効率性 
24 時間保育や休日保育等の補助額加算項目を設定することで、

夜勤等の医療従事者に特有の勤務事情に対応する保育体制が整

備される。 
【原因等に対する見解】 
事業実施病院数については、補助要件である保育料徴収や保育士

数を充足せず、院内保育所を設置しているにもかかわらず補助対
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象外となる病院が発生したことによる。また、保育児童１名あた

り 24 時間保育＋休日保育日数については、前記事業実施病院数

の減少による 24 時間保育・休日保育の実施数の減少に比して、

保育児童数が大きく増加したことによる。 
【改善の方向性】 
より現状に即したかたちでの支援を行えるよう補助要件等を見

直し、病院内保育所の効果的な運用による医療従事者の多様な働

き方への支援を充実する。 
 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.21（医療分）】 

看護職員資質向上推進事業 

【総事業費】 

9,086 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県看護協会、県内病院等 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療の高度化・専門化や在宅医療の推進等に対応するため、室の高い 

看護職員の確保・育成を図ることが必要。 

県内の認定看護師数は、看護師数の約 1.8％であり、さらなる育成が必

要。 

アウトカム指標： 

県内の認定看護師数の増加 R5 年度：257 人 

（直近２年の増加数から算出した目標値） 

事業の内容（当初計画） 看護職員の資質向上を推進するため、実習指導者講習会及び看護教員

継続研修を実施する。また、在宅医療関連分野の認定看護師教育課程

や県内指定研修機関が実施する特定行為研修の受講経費を助成する病

院等に対する補助を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
補助対象施設における研修受講者数 18 人（R4年度）以上 

アウトプット指標（達成

値） 
補助対象施設における研修受講者数：18 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

県内の認定看護師数 R5 年度：263 人 

 

（１） 事業の有効性 

実習指導者や看護教員等に対する研修や、認定看護師の資格取

得支援により、質の高い看護職員の育成に資することができた。 
（２）事業の効率性 

看護職員の研鑽の機会となり、専門性の向上および技術力の強化

を推進し、看護の質向上を図ることが出来た。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.22（医療分）】 

ナースセンター機能強化事業 

【総事業費】 

8,732 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県看護協会、奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

少子高齢化・人口減少が進む中、今後必要とされる看護職員を確保す

るためには、離職者の円滑な復職が可能となるようニーズに合った適

切な支援が必要。 

 

アウトカム指標： 

看護師免許保持者の届出制度における登録者数 R5：1,132 人 

（直近２年の増加数から算出した目標値） 

事業の内容（当初計画） ナースセンターの運営体制を強化し、看護師等免許保持者の届出制度

を活用した復職支援やサテライト相談の実施、ハローワークとの連携

等により看護職員の就業を促進する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
サテライト相談実施回数 70 回／年 

アウトプット指標（達成

値） 

サテライト相談実施回数 72 回／年 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

看護師免許保持者の届出制度における登録者数 R5：1,156 人 

 

（１） 事業の有効性 

身近な地域でのサテライト相談、ハローワークとの連携等の支

援により、看護職員の就業・定着や復職に資することができた。 
 しかし、届出制度における登録者数に占める就職者数の割合

は、前年度より低減したため、求人情報の発信不足等が原因とし

て考えられるが、届出者に対して就業相談や就労斡旋を積極的に

行っていきたい。 
（２） 事業の効率性 

届出制度の活用や他機関との連携により、積極的に復職を支援す

ることができた。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.23（医療分）】 

新人看護職員卒後研修事業 

【総事業費】 

10,042 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 県内病院、奈良県看護協会 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療の高度化や在院日数の短縮化、医療安全に対する意識の高まりな 

ど県民のニーズの変化を背景に、臨床実践能力と看護基礎教育で修得 

する看護実践能力との間に乖離が生じ、その乖離が新人看護職員の離 

職の一因となっていることから、平成 22年４月より新人看護職員の臨 

床研修が努力義務化されたことに伴い、適切な研修実施体制の確保を 

図ることが必要。 

県内病院新人看護職員の離職率は、平成 23 年度（3.8％）以降高い傾

向にある。 

アウトカム指標： 

県内病院職員新人看護職員の離職率改善（R3 年度時点 9.1％以

下） 

事業の内容（当初計画） 新人看護職員に対しガイドラインに沿った臨床研修を行う病院（300 床

未満）に対し、研修の実施に要する経費を補助する。また、各病院で

行う研修を補完するため、多施設合同による集合研修を行うとともに、

適切な研修実施体制の確保を図るため、研修責任者・教育担当者及び

実地指導者に対する研修を実施する。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

事業実施病院数 20 病院／年（R4 実績以上） 

アウトプット指標（達成

値） 

事業実施病院数 19 病院／年 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

県内病院職員新人看護職員の離職率 R4：6.2％ 

（１） 事業の有効性 
各病院で行う新人看護職員に対する臨床研修を支援し、ガイドライ

ンに沿った研修の推進に資することができた。また、離職率ついても

前年度から低下した。 

アウトプット指標未達理由は、新人を採用した病院の減少によるも

のであるため、ガイドラインの周知により県内病院の看護職員採用の

選択肢を増やしていきたい。 

（２） 事業の効率性 
多施設合同の集合研修や、研修責任者等に対する研修をあわせて実施

し、研修体制の充実を図ることができた。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.24（医療分）】 

看護職員確保対策会議運営事業 

【総事業費】 

375 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

第８次看護職員需給見通しでは、2025 年の推計需要人数が推計供給人

数を上回り、看護師等の確保は重要な目標ではあるが、離職率の高止

まりや県内就業率の低下、認定看護師数の伸び悩みなど様々な課題が

残っている状況であり、課題解決に向け効果的、効率的な施策を打ち

出し、計画的に進めていく必要がある。 

アウトカム指標： 

考案される解決策・改善案の実行数：２ 

事業の内容（当初計画） 将来にわたる安定した質の高い看護の提供に向けた看護師確保策等を

検討するため、関係機関による会議を開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

考案される解決策の数：２ 既存事業の改善案の数：１ 

 

アウトプット指標（達成

値） 

考案される解決策の数：５ 既存事業の改善案の数：１ 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

考案される解決策・改善案の実行数：６ 

（１）事業の有効性 

令和５年度に３回会議を開催し、議論の結果、６つの解決策・改

善案が出された。本事業は令和６年度を最終年度としており、令

和６年度に考案された解決策・改善案を含めて提言という形で発

表し、県内医療機関等への取組の実施の働きかけや事業化などの

検討を行う予定。 

（２）事業の効率性 

県内の急性期、慢性期、回復期、精神科などさまざまな病院の看

護管理者、訪問看護の管理者、看護師等養成所の管理者、職能団

体の代表者、看護学の大学教授などが会議の委員となっており、

それぞれ県内の看護に関わる立場から看護師がいきいきと働き

続けられる環境の整備について有益な意見をいただいている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.25（医療分）】 
医師患者関係学講座運営事業 

【総事業費】 

16,175 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 奈良県立医科大学 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

現在の医学教育において、医師と患者の間のコミュニケーションに係

る教育が体系的になされておらず、医師が現場で問題に直面しても、

それぞれ個別に対応しており、良好な人間関係を築くための患者との

対話の質の向上が図れていない。 

アウトカム指標： 

病を持つ人をケアするこころをもち、病を持つ人の視点に立って診断、

検査、治療を行うような、医師と患者間のコミュニケーション能力の

高い医学生を養成【Ｒ５年度中に５２７名を養成(R1：112 名、R2：321

名、R3：328 名、R4：517 名)】 

事業の内容（当初計画） 奈良県立医科大学において、「医師・患者関係学講座」を設置し、高度

医療・急性期医療・慢性疾患における医師・患者関係を理解するため

の教育を実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

医師患者関係学講義及び演習を１年間で１４コマ開催 
 

アウトプット指標（達成

値） 

医師患者関係学講義及び演習を１年間で１４コマ開催 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

R5 年度医師患者関係学講座受講医学生数：５２７名 

（１） 事業の有効性 

慢性疾患をはじめとした医師・患者関係を理解するための教育を実施

し、医師と患者間のコミュニケーション能力の高い医学生を養成。 

 

（２） 事業の効率性  

医学と心理学の専門家が協力して教育にあたり、病と向き合う患者の心

に寄り添う医師を効率的に養成している。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.26（医療分）】 

医師確保修学資金貸付金 

【総事業費】 

153,562 千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

奈良県内の地域間や診療科間の医師偏在を是正するため、県内医療機

関に一定期間従事する義務をともなう修学資金を貸与し、医師が不足

する地域や診療科に医師を誘導することが必要 

アウトカム指標： 

医師配置システムによる配置医師数（県費奨学生） 

R5：95 人（R4：80 人） 

事業の内容（当初計画） 医師の確保が困難なへき地等の医療機関や医師の確保が困難な特定の

診療科等（小児科、産婦人科、麻酔科、救急科、外科、脳神経外科、

総合診療を実施する科及び救命救急センター）、特定専攻課程（総合内

科分野、児童精神分野）に勤務する医師の養成及び確保を図るため、

県内医療機関に一定期間従事する義務をともなう修学資金を貸与 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
R5 貸与者数 89 人 

アウトプット指標（達成

値） 

R5 貸与者数 89 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

アウトプット指数未達成の原因等に対する見解と改善の方向性 

原因：成績不振による退学に伴う未達成 

改善：大学と連携し、成績不振者への面談を充実させ、学業に集

中するよう働きかける。 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：医師配置システムによる

配置医師数（県費奨学生）R5:87 人 → R6:90 人 

（１） 事業の有効性 

新規修学資金貸与者を 15 名確保した。 

（２）事業の効率性 

修学資金の貸与を受けた期間の３／２に相当する期間について、 

医師が不足する特定の診療科（産科、小児科など）、へき地等で 

の勤務を義務付けることにより、効率的に、医師が不足する特定 

の診療科、へき地等で勤務する医師の確保を図ることができる。 

 

その他  

 

 

 

 



37 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.27（医療分）】 

糖尿病歯周病医科歯科連携推進事業 

【総事業費】 

500 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 （一社）奈良県歯科医師会 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

糖尿病有病者は歯周病に罹りやすく、歯周病患者は血糖コントロール

が悪くなりやすいなど、相互に作用することが明らかになっている。 

 

アウトカム指標： 

県内歯科外来における診療情報連携共有料（診療行為コード

302010410）の算定回数の増加（R3 年度 1,156 回） 

 

事業の内容（当初計画） 糖尿病と歯周病の医科歯科間の患者紹介を推進することにより、県民の糖

尿病重症化予防及び歯科口腔保健の向上を図る。そのために奈良県糖尿病

ネットワークと連携することを目的に、医療従事者を対象とした講演会を

開催するとともに啓発チラシを作成し医療機関に配布する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

講習会開催回数 １回 

 

アウトプット指標（達成

値） 

講習会開催回数 １回 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

県内歯科外来における診療情報連携共有料（診療行為コード

302010410）の算定回数 

 R3 年度 1,156 回→R4 年度 1,133 回 

（１） 事業の有効性 

講習会の実施により糖尿病と歯周病の医科歯科間の患者紹介

が実際行われれば、当該歯科医療機関から診療報酬として診療情

報連携共有料が請求される。患者紹介の実績となるレセプトデー

タ(NDB データ)は公表されるまで時間がかかり、直近は令和４年

度で横ばいの状態だが、本事業の実施により令和５年度以降件数

の増加が期待され、本事業の有効性も明らかになる。 
（２）事業の効率性 

事業は医科歯科連携の当事者である奈良県歯科医師会に委託

して実施した。講習会の他、啓発チラシ（リーフレット仕様）を

県内⻭科医療機関だけでなく、県医師会内科部会、各地区医師会、

奈良県糖尿病診療ネットワーク協力医療機関、奈良県糖尿病診療

ネットワーク専門医協議会参画病院、各市町村、奈良県薬剤師会、

奈良県看護協会、奈良県栄養士会、奈良県⻭科衛生士会、奈良県

理学療法士協会、奈良県臨床検査技師会と幅広に送付し効率的に

関係者への周知を進めた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.28（医療分）】 

新 歯科衛生士養成所設備整備事業  

【総事業費】 

3,465 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内の歯科保健医療提供体制を確保するためには、質の高い歯科

保健医療を提供できる、質の高い歯科衛生士の確保が必要。 

 

アウトカム指標： 

整備対象となる奈良歯科衛生士専門学校卒業生の県内就業率

（100%） 

事業の内容（当初計画） 奈良歯科衛生士専門学校の実習用マネキンヘッドの更新に要す

る経費の一部について、県が補助金を交付する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

整備施設数（１施設） 

 

アウトプット指標（達成

値） 

整備施設数（１施設） 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

令和５年度の奈良歯科衛生士専門学校卒業生の県内就業率 

 ８０．６％（卒業生３６名中２９人県内就職） 

（２） 事業の有効性 

実習用マネキンヘッドの更新により、質の高い教育実習環境が確

保され、教育を受けた卒業生の県内就職により質の高い歯科衛生

士の確保に繋がったため、本事業は有効であった。 
 

（２）事業の効率性 

卒業生の県内就職率が 80.6％と、アウトカム指標の達成目標

(100%)を下回り効率性に少し劣った。県外就職者の特性について

分析を行い、令和６年度以降の卒業生については、県内就業率を

100%に少しでも近づけるよう対策を施していきたい。 

 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.29（医療分）】 

医師配置適正化推進事業  

【総事業費】 

6,900 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

質の高い医療を効率的に提供するため、地域医療構想の実現に資する

適正な医師配置を進めることが必要。 

 

アウトカム指標： 

奈良県のすべての二次医療圏の 10万人当たり医師数を全国平均（R2 年

度 256.6 人）以上にする。 

R2 実績 奈良：291.6 人 東和：299.5 人 西和：206.0 人 

R2 中和：328.8 人 南和：207.7 人  

・R5 年度の南和・西和医療圏に位置する病院の常勤勤務医師数の増加 

R4 実績 西和：454 人 南和：84人 

事業の内容（当初計画） 
有識者からの知見を得ながら、奈良県の医療に対する医師偏在の影響

や病床機能別の医師配置についての分析を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・医師配置システムによる配置医師数（県費奨学生）の増加 

R4 実績 81 人 

アウトプット指標（達成

値） 

・医師配置システムによる配置医師数（県費奨学生）の増加 

R5 実績 87 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・奈良県のすべての二次医療圏の 1 0 万人当たり医師数を全国

平均（ R2 年度 256.6 人）以上 にする。 

R4 実績 奈良： 292.9 人 東和： 304.8 人 西和： 218.8 人 

R4 中和： 349.7 人 南和： 225.5 人 

・R5 年度の南和・西和医療圏に位置する病院の常勤勤務医師数の 

増加 

R5 実績 西和：465 人 南和：81 人 

（３） 事業の有効性 

・奈良県の医療費及び医師数とそれに関連する様々な指標等を用

いて医師偏在の影響を図るための分析を実施。適正な医師配置

（医療の均てん化）に向けた基礎資料を得た。 
（２）事業の効率性 

・分析結果等を、医師配置の適正化の検討に活用した。 

 

その他  
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事業の区分 ６．勤務医の働き方改革の推進に関する事業 

事業名 【No.30（医療分）】 

地域医療勤務環境改善体制整備事業  

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

奈良県においては、2024 年４月からの医師に対する時間外労働の上限

規制の適用開始に向け、医師の労働時間短縮を進める必要がある。 

 

アウトカム指標： 

医師労働時間短縮計画策定病院数 

１病院（R4 年度）→ ３病院（R5 年度） 

事業の内容（当初計画） 年間の時間外労働が 960 時間を超える医師が勤務する病院等が実施す

る、医師の労働時間短縮のための非常勤医療専門職員及び看護補助職

員等の雇用に要する経費、医師事務作業補助者の研修費用、改善支援

アドバイス（コンサル）費用などに対し補助 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

対象となる施設数 ３病院 

アウトプット指標（達成

値） 

令和５年度においては、事業実施団体２病院が事業を見送り 

１病院については交付要件を満たさなくなったため、対象外 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

 1 病院(R4 年) → 0 病院(R5 年度) 

（４） 事業の有効性 

医療機関における医療専門職支援人材、非常勤医師の採用等に

より、医師の年間の時間外労働時間の削減につながった。しかし

勤怠管理システムの導入が遅れ、交付要件を満たさなくなったた

め、補助を実施することができず、アウトカム指標を達成できな

かった。 

（２）事業の効率性 

今年度に補助することができなかったことを踏まえ、今後は補

助申請前に丁寧にヒアリングを行い、補助申請後の医療機関への

フォローアップを実施することで交付要件を満たし、かつ医師の

働き方改革に資する取組を行う医療機関への適切な補助を実施

する。 

その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【No.1】 

奈良県介護施設等整備事業 

【総事業費】 
512,841 千円 

事業の対象となる区域 県圏域 

事業の実施主体 市町村又は民間団体等 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築

を図る。 

アウトカム指標 

・開設準備経費に対する支援 

特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援   2カ所 

介護老人保健施設の開設準備経費に対する支援    1カ所 

特定施設入居者生活介護の開設準備経費に対する支援 2カ所 

認知症高齢者グループホームの開設準備経費に対する支援 

1カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援 

1カ所 

訪問看護ステーションの大規模化に対する支援    2カ所 

・介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震

化整備支援 

特別養護老人ホーム            1 カ所 

介護老人保健施設           2 カ所 

・看取り環境整備支援 

特別養護老人ホーム            1 カ所 

・介護職員の宿舎施設整備事業      4 カ所 

・介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

特別養護老人ホーム             2 カ所 

介護老人保健施設            3 カ所 

認知症高齢者グループホーム   5 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所  2 カ所 

事業の内容（当初計画） ・介護施設等の開設時に必要な準備経費に対して支援を行うこと

により、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための

体制を整備する。 

・老朽化した定員３０人以上の広域型施設の修繕を同時に進める

ため、介護施設等を１施設創設することを条件に、広域型施設１

施設の大規模修繕又は耐震化を行う。 

・介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備する。 

・介護人材を確保するため、介護施設に勤務する職員の宿舎を整

備する。 

・介護職員の負担を軽減するために介護施設等の大規模修繕の際

にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入を支援する。 
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アウトプット指標（当初

の目標値） 

・開設準備経費に対する支援 

特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援   2カ所 

介護老人保健施設の開設準備経費に対する支援    1カ所 

特定施設入居者生活介護の開設準備経費に対する支援 2カ所 

認知症高齢者グループホームの開設準備経費に対する支援 

1カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援 

1カ所 

訪問看護ステーションの大規模化に対する支援    2カ所 

・介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震

化整備支援 

特別養護老人ホーム            1 カ所 

介護老人保健施設           2 カ所 

・看取り環境整備支援 

特別養護老人ホーム            1 カ所 

・介護職員の宿舎施設整備事業    4 カ所 

・介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

特別養護老人ホーム            2 カ所 

介護老人保健施設           3 カ所 

認知症高齢者グループホーム  5 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 2 カ所 

アウトプット指標（達成

値） 

・介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震

化整備支援 

介護老人保健施設         2 カ所 

・既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援 

3 カ所(119 床) 

・看取り環境整備支援 

特別養護老人ホーム          1 カ所 

・介護職員の宿舎施設整備事業   2 カ所 

・介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

特別養護老人ホーム            2 カ所 

介護老人保健施設           3 カ所 

認知症高齢者グループホーム  3 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 2 カ所 

事業の有効性・効率性 ・介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震

化整備支援 

介護老人保健施設           2 カ所 

・既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援 

3 カ所(119 床) 

・看取り環境整備支援 

特別養護老人ホーム            1 カ所 

・介護職員の宿舎施設整備事業   2 カ所 
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・介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

特別養護老人ホーム            2 カ所 

介護老人保健施設           3 カ所 

認知症高齢者グループホーム  3 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 2 カ所 

（１） 事業の有効性 
・既存の広域型施設の大規模修繕工事を行うことにより、

安定的な運営環境の整備が図られた。 

・既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改

修について支援を行うことにより、多床室の居住環境の

質の向上が図られた。 

・介護ロボット・ＩＣＴの導入を支援することにより、介 

護職員の負担軽減が図られた。 

・看取り環境整備に対する支援を行うことにより、施設に 

おける看取りや家族の宿泊等の対応のための環境の整備 

が図られた。 

・介護職員の宿舎施設整備に対する支援を行うことにより、 

介護人材確保のため、介護職員が働きやすい環境の整備 

が図られた。 

 

（２）事業の効率性 
調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、

一定の共通認識のもとで施設整備を行い、調達の効率化が

図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２（介護分）】 
介護人材確保協議会運営事業 

【総事業費】 

14,096 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画）  県、奈良労働局、県福祉人材センター、介護事業の経

営者、介護従事者、養成機関等で協議会を立ち上げ、

奈良県の介護人材確保における現状を調査して分析

を行い、介護人材の確保・定着に向けた取組の立案や、

人材育成等に取り組む事業所に対しての認証評価制

度運用に関する協議を行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

介護人材確保協議会での介護人材の確保・定着への検討 
認証事業所年 86 事業所 

アウトプット指標（達成値） 奈良県福祉・介護人材確保協議会を開催し、介護人材の確

保・定着について検討した。 
認証事業所年 33 事業所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

認証事業所数の増加 

観察できた → 延べ認証事業所数が 578事業所から 611

事業所に増加した。 

（１）事業の有効性 

奈良県福祉・介護人材確保協議会を開催し、意見を反映し

て各種施策を推進した。また認証評価制度の運用により人

材育成等に積極的に取り組む福祉・介護事業所が増加し

た。 

（２）事業の効率性 

今後も協議会を運営し各種施策の評価及び立案を効率的

に行う。認証制度については民間事業者に委託して実施す

ることにより効率的な制度運用を行った。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３（介護分）】 
介護の仕事理解促進事業（介護人材確保

対策推進補助事業） 

【総事業費】 

9,153 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体、奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

事業の達成状況 アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画）  民間団体が行う次の取り組みに対して支援 

・学生向け進学説明会や地域住民への啓発・施設見学会等

の実施 

・県内企業等の社員向けに研修・相談会の実施、定年後の

再就職先紹介 等 

 介護の仕事への理解促進と地域への情報発信、介護現

場における実習の充実 

アウトプット指標（当初の目標値） 民間団体が行う地域住民や学校の生徒に対する介護や介

護の仕事の理解促進取り組み回数 各種研修等 20 回、参

加者 1,000 人(事業公募) 
高校生が介護現場へ職場訪問を 10 回以上にする。 

アウトプット指標（達成値） 民間団体が行う地域住民や学校の生徒に対する介護や介

護の仕事の理解促進取り組み 参加者 554 人（事業公募) 
ジャーナルの発行 1 回 
介護の仕事の魅力を伝える動画を作成 
福祉の職場体験（高校生）参加者 18 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた →福祉の職場体験（高校生）18 回 

（１）事業の有効性 
本事業により 554 人が参加し、地域住民や学校の生徒に

対する介護や介護の仕事の理解が促進された。 
 福祉を学ぶ高校生の介護分野への就職者割合が 31.1％
から 35.3％に 4.2％増加した。 
（２）事業の効率性 
直接実施のほか、民間団体の活動を支援することにより効

率的に事業を実施した。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.４（介護分）】 
介護のお仕事チャレンジ事業 

【総事業費】 

3,427 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県、民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

事業の達成状況 アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画）  多様な世代に対し、介護の仕事の魅力や職場の雰囲

気、仕事内容について学習する機会を提供することに

より、円滑な人材参入を促進する 

・魅力発見セミナー（事業所職員が学校を訪問、仕事の魅 

力を説明） 

・見学ツアー（事業所を訪問し、職場見学や利用者・職員

との交流） 

・職場体験（事業所において、職員の仕事の補助や業務体

験） 

アウトプット指標（当初の目標値） 介護の仕事への関心度向上と潜在労働力掘り起こしの学 
習機会の提供数 
セミナー20 校、見学ツアー1 回、職場体験 参加 100 人

以上 

アウトプット指標（達成値） セミナー31 校、職場 WEB 中継ツアー1 回、職場体験参加

者 105 人、商業施設でのイベント参加者 689 人 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた →職場体験参加者 105 人 

 

（１）事業の有効性 

本事業により多様な世代が介護について学習し、体験す

ることにより介護分野への就職者数が増加した。 

 

（２）事業の効率性 

民間事業者に委託することにより効率的に事業を実施

した。 

 

その他  
 
 

 



47 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.８（介護分）】 
介護職員初任者研修支援事業 

【総事業費】 

13,183 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体、市町村 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

事業の達成状況 アウトカム指標： 

介護職員初任者研修の受講修了者 300 人増加 (応募事業

予定人数)によるサービスの質の向上及び介護従事者（常

勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画）  地方公共団体が管内の事業所・施設での一定期間以上

の就労を条件に介護職員初任者研修の受講料を一部

助成 

 介護関係の資格等を有しないで県内の事業所・施設に

勤務する職員が介護職員初任者研修（通信講座）を受

講した場合等に当該経費の一部を助成 

アウトプット指標（当初の目標値） 介護職員初任者研修の受講者の数 300 人 (事業公募) 

アウトプット指標（達成値） 介護職員初任者研修等の受講者数 209 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：  
観察できた →受講者数：209 人 
 
（１）事業の有効性  
本事業により 209 名が介護職員初任者研修に参加し、

サービスの質の向上に繋がった。 
 
（２）事業の効率性  
受講料等の一部を助成することにより研修の受講を促

進し、福祉・介護人材の確保を図った。 

 

その他  
 
 

 

 

 

 

 



48 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.９（介護分）】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

【総事業費】 

7,111 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県、民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

事業の達成状況 アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画）  専門員を配置し、事業所における詳細な求人ニーズの把

握と求職者への相談、情報提供等を一体的に実施し、属

性に応じたきめ細やかなマッチングを行う。  
・求人支援：事業所訪問（ニーズ把握、求人開拓）、求

職者情報の提供、地域別就職フェア  
・求職者支援：出張相談、学校訪問、就職ガイダンス、

求人情報の提供、地域別就職フェア 

アウトプット指標（当初の目標値） 相談窓口の設置及び求人情報提供、キャリア支援専門員の

常駐 5 名派遣 

アウトプット指標（達成値） 福祉人材センターにおいて、就労継続相談窓口を設置し、

キャリア支援専門員 5 名による相談や助言を実施 
キャリア支援専門員相談件数：709 人(延) 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

相談窓口の設置及び求人情報提供、キャリア支援専門員の 
常駐 5 名派遣 

観察できた→就職者数 126 人（相談者のうち就職者数の割

合が昨年度 13.8％から 17.8％に増加） 

（１）事業の有効性 
本事業により 126 人が就職し、介護従事者が増加した。 
 

（２）事業の効率性 
民間事業者に委託することにより効率的に事業を実施し

た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.11（介護分）】 

介護職員等によるたんの吸引等実施支援

事業  

【総事業費】 

4,344 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県、民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 
高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

事業の達成状況 アウトカム指標： 

医療的ケアを実施する介護職員等の増加 100 人 

事業の内容（当初計画） 喀痰吸引等の業務を行う介護職員等に対する研修 

アウトプット指標（当初の目標値） 指導看護師研修 60 人及び介護職員等研修受講者 100 人 

アウトプット指標（達成値） 指導看護師研修 76 人及び介護職員等研修受講者 81 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：指導看護師研修及

び介護職員等研修受講者 

観察できた → たんの吸引等を実施できる介護職員養成

のための指導看護師等及び介護職員等が養成された。 

 

（１）事業の有効性 
本事業により指導看護師研修 76 人及び介護職員等研修受

講者 81 人を養成し、医療的ケアを実施する介護職員が増加

した。 
 
（２）事業の効率性 
委員会を実施し、受講生の利便性の向上を図った。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.12（介護分）】 

介護人材確保対策推進補助事業（研修受講

促進） 

【総事業費】 

13,185 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

事業の達成状況 アウトカム指標： 

多様な人材層の介護職員等に対する講習・研修 200 人(応募 

事業予定人数)による資質向上 

事業の内容（当初計画）  多様な人材層の介護職員等に対する資質向上及びキャ

リアアップに必要な研修や相談支援、プリセプターによ

る現場指導研修の実施にかかる経費の支援 

アウトプット指標（当初の目標値） 介護職員等が参加できる研修等機会の数 1,000 人参加 (事
業公募) 

アウトプット指標（達成値） ・プリセプター研修参加者数 37 人 

・訪問看護制度研修者参加者数 62 人 

・多職種連携会議出席者数 37 人 

・訪問看護管理者研修参加者数 124 人 

・地域教育事業参加者数 654 人 

事業の有効性・効率性 合計で 914 人の介護職員等が講習・研修に参加した。 

 （１）事業の有効性 
多くの訪問看護師や介護従事者が研修事業に参加し、資

質向上に繋がった。 

 

（２）事業の効率性 
民間団体への補助により、効率的に事業を実施すること

ができた。 

  

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.14（介護分）】 

認知症初期集中支援等強化事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

各市町村で配置されている認知症初期集中支援チームまた

は認知症地域支援推進員の資質向上を図り、市町村におけ

る認知症総合支援事業の効果的な実施を支援する。 

事業の内容（当初計画） ① 認知症の人やその家族に早期に関わることで早期診断・ 

早期対応に向けた支援体制の構築を行う認知症初期集

中支援チーム 

② 医療・介護及び地域の支援機関におけるネットワーク構 

築や認知症の人とその家族に対する相談業務等を行う

認知症地域支援推進員を対象に、支援対象者へのアセス

メントや地域の実情に応じた支援体制構築等のノウハ

ウ向上を図るフォローアップ研修を実施する。 

アウトプット指標（当初の目標値） フォローアップ研修 1 回実施 

アウトプット指標（達成値） フォローアップ研修 1 回実施 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

フォローアップ研修の実施回数 

（１）事業の有効性 
本事業により市町村担当課職員、地域包括支援センター職

員、地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム員の資質

向上を支援した。 

 

（２）事業の効率性 
他の認知症施策関係者への研修・意見交換と一体的に実施

することにより、効率的に事業を実施した。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17（介護分）】 

地域包括支援センター機能強化及び地域

ケア会議等推進事業 

【総事業費】 

974 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

県内 70 ヶ所の地域包括支援センターの機能強化と運営 

充実への支援 

事業の内容（当初計画）  地域包括支援センター及び市町村担当課の新任者に対

する研修の実施 

50 人×1 回開催=50 人参加 

 地域包括ケア保健師ネットワーク推進事業（協働連携会

議・研修等） 

奈良県で重点課題とされている「健康寿命の延伸」を目

指すため、健康課題の明確化と医療・介護連携および体

制強化を目的とし、地域包括支援センター職員および介

護部門・福祉部門に勤務する保健師を対象として開催。

各種データ分析による健康課題の抽出、根拠に基づく地

域診断の実施、地域診断に基づく保健事業の展開につい

て学び、各自治体における課題解決のためのネットワー

ク構築を図る。 

全体会議１回 100 人参加、研修会・検討会開催 8 回 計 
340 人 

アウトプット指標（当初の目標値） 広域的連携・多職種協働による業務・活動評価の実施及び 
効果的研修の実施 参加者約 400 人 

アウトプット指標（達成値） ●地域包括支援センター新任職員研修 参加 44 人 

●保健師ネットワーク推進事業全体会議 1 回 16 人 

 研修会・検討会２回 58 人 
事業の有効性・効率性 自立支援に資するケアマネジメントのあり方に関する内容

等の研修を地域包括支援センターに実施し、地域の実情に

応じた効果的・効率的な介護予防の取組等の知識の習得を

図った。また、保健師ネットワーク推進事業における全体

会議の開催や、研修会・検討会の開催により他分野連携に

よる重層的支援体制の必要性について認識する機会となっ

た。 
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（１）事業の有効性 
自立支援の視点を持った地域包括支援センター職員が 

育成されることにより、効果的な介護予防ケアマネジメ 

ントが行われる等地域包括ケアシステムの構築と深化に 

寄与する。 

（２）事業の効率性 
効果的な介護予防ケアマネジメントを実践することで、

高齢者の自立支援や重度化防止に資することでQOLの向

上及び認定率の維持・低下が期待できる等、介護保険制

度の効果的な運営に資する。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.21（介護分）】 
介護人材確保対策推進補助事業 
（介護予防の推進に資する専門職種の指導者

育成事業） 

【総事業費】 

930 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 リハビリテーション関連団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標：  

OT 等指導者の育成・確保 30 人 (応募事業予定人数) 
事業の内容（当初計画） ●リハビリテーション関連団体の行う次の取り組み対して支援 

・地域包括ケアシステムへの OT、PT、ST の関わりについて研

修実施 

・地域包括ケアシステムに関わる OT、PT、ST の情報把握 

・多職種連携会議の開催等 

アウトプット指標（当初の目標値） OT 等指導者育成のための研修の実施 5 回 200 人参加 (事
業公募) 

アウトプット指標（達成値） OT 等指導者育成のための研修の実施 11 回 延べ 247 人参

加 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：OT 等指導者育成の

ための研修の実施  
観察できた →11 回延べ 247 人参加 

（１）事業の有効性 
本事業により 247 人を養成し、OT 等指導者が育成され

た。 
 
（２）事業の効率性 
民間団体に対し経費の一部を助成することにより OT 等

指導者の育成・確保に繋がった。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.25（介護分）】 
外国人介護職員受入セミナー事業 

【総事業費】 

1,198 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画）  県内介護事業所を対象に、外国人を受け入れるための

制度や必要な支援内容を説明し、受入体制の構築を支

援するとともに、県内で介護業務に就こうとする外国

人介護人材の参入を促進する。 

アウトプット指標（当初の目標値） 説明会の開催 2 回 

アウトプット指標（達成値） 説明会の開催 3 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：説明会の開催 

観察できた →3回延べ 93 人参加 

 

（１）事業の有効性 
本事業により 93 人を養成し、外国人介護人材の受入体

制の構築を支援した。 
 
（２）事業の効率性 
民間事業者に委託することにより効率的に事業を実施

した。 

 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.30（介護分）】 
認知症介護指導者研修に係る負担軽減事

業 

【総事業費】 

350 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 
経費負担による認知症介護指導者養成 4 人(応募予定人数) 

によるサービスの質の向上及び介護キャリア段位制度普及

促進による介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画） 認知症介護指導者研修中の代替職員の確保に係る経費を助

成することにより負担軽減し、認知症介護指導者研修を受

講し易くする。 

アウトプット指標（当初の目標値） 認知症介護指導者研修の受講者数の増加 4 人(募集定員) 

アウトプット指標（達成値） 代替職員の確保:1 名分 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

代替職員の確保人数 

観察できた → 代替職員の確保:1 名分 

 

 （１）事業の有効性 

本事業により体制が強化され、介護従事者（常勤換算）

の増加を図った。 

 

（２）事業の効率性 

今後も事業は継続し効率性を検証する。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.32（介護分）】 
介護事業所等におけるインターンシップ

等の導入促進（介護人材確保対策推進） 

【総事業費】 

606 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 1,087 人 

事業の内容（当初計画）  大学生等のインターンシップ導入促進事業を実施する

介護事業所や訪問看護ステーションに対する当該事業

にかかる経費の助成 

アウトプット指標（当初の目標値） 受入大学生等 25 人 

アウトプット指標（達成値） 受入大学生等 29 人 

事業の有効性・効率性 令和５年７月から９月までの期間に、17 事業所が 29 人のイ

ンターンシップ生を受け入れることができた。インターン

シップ生１人につき２日間、同行訪問や事業所内のカンフ

ァレンスに参加する等し、終了時アンケートでは「訪問看

護に興味を持てた」と回答した学生は 100％であり、将来勤

務したい施設として「訪問看護ステーション」を選択した

学生は 62％であった。 
（１）事業の有効性 
看護学生に訪問看護体験を通じて在宅医療や看護、地域包

括ケアシステムを知る機会を提供し、在宅領域における次

世代育成につなげることができた。 
 
（２）事業の効率性 
民間団体への補助により、効率的に事業を実施することが

できた。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.34（介護分）】 
介護人材確保対策推進補助事業（介護

に関する入門的研修の実施等からマッ

チングまでの一体的支援事業） 

【総事業費】 

279 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画） 地域住民を対象とした介護に関する入門的な知識・技術を

習得するための研修の実施及び研修受講後の介護施設等と

のマッチングまでの一体的な支援に必要な経費を助成す

る。 

アウトプット指標（当初の目標値） 入門的研修等の受講者数  40 人 

アウトプット指標（達成値） 入門的研修等の受講者数 37 人（事業公募） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

入門的研修等の受講者数  

観察できた →入門的研修等の受講者数 37 人 

 

（１）事業の有効性 
本事業により 37 名が研修を受講した。 

 

（２）事業の効率性 
介護未経験者が介護分野で働く際の不安を払拭できるよ

う受講しやすい内容とした。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.35（介護分）】シニアのお仕事入門

事業 

【総事業費】 

1,621 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画）  元気なシニアを対象に、介護に関する入門的研修を実施

し、介護分野に関心を持った人材の就労を促進するた

め、関係者と連携したマッチングの取組を推進する。 

アウトプット指標（当初の目標値） 入門的研修等の受講者数  85 人 

アウトプット指標（達成値） 入門的研修等の受講者数  34 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

入門的研修等の受講者数   
観察できた →入門的研修等の受講者数  34 人 

 

（１）事業の有効性 
本事業により 34 人を養成し、介護従事者の増加に繋がっ

た。 

 
（２）事業の効率性 
今後も事業を継続し、効率性を検証する。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.40（介護分）】 
若手介護職員交流推進事業（介護人材確

保対策推進） 

【総事業費】 

561 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画）  県内の福祉・介護事業所に勤務する若手職員（概ね採

用後３年未満）を対象に、事業所を超えたネットワー

ク構築や応援の気持ちを伝えるための交流会を開催

し、若手職員の離職防止を図る。 

アウトプット指標（当初の目標値） 交流会の開催 3 回 

アウトプット指標（達成値） 交流会の開催 3 回 参加者数延べ 32 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：交流会の参加者数 
観察できた → 交流会への参加 32 名 

 
 （１） 事業の有効性 

本事業により 32 名を支援し、若手職員の離職防止を図

り、介護従事者の増加に繋がった。 

 
（２）事業の効率性 
今後も事業を継続し、効率性を検証する。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.45（介護分）】 
介護事業所等支援体制構築事業 

【総事業費】 

3,964 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

訪問看護ステーション従事者の離職率低下 

R3 年度 15.3％、R4 年度 15.3％ 

事業の内容（当初計画）  ニーズ調査を行うことで相談窓口や研修事業などを改

善しながら、教育プログラムの提供により介護事業所や

訪問看護ステーションに従事する職員が、適切かつ効率

的に専門知識・技術や保険制度などに係る知識を習得

し、向上させることができるようにする。 

アウトプット指標（当初の目標値） 
県内事業所のプログラム普及・活用（202 事業所） 

アウトプット指標（達成値） 県内事業所のプログラム普及・活用（205 事業所） 

事業の有効性・効率性 経営にかかる相談事業では、電話・115 件、面接 24 件の相

談があり、本事業によるサポートの効果が見込まれる。 

 （１） 事業の有効性 

訪問看護に従事する看護職の経歴、経験年数等に応じて修

得すべき知識・技術について体系的に整理した教育プログ

ラム及び研修計画を策定し、県内の訪問看護事業所へ配布

することで、効果的な人材育成支援ができた。 

 

（２）事業の効率性 

民間団体への補助により、効率的に事業を実施することが

できた。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.46（介護分）】 
訪問看護ハラスメント研修事業 

【総事業費】 

1,600 千円  
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

訪問看護ステーション従事者の離職率低下 

R3 年度 15.3％、R4 年度 15.3％ 

事業の内容（当初計画） ・経験の浅い訪問看護師や訪問看護ステーション管理者を対象と

した研修を開催する。 

a 職員向け研修（危険予知訓練） 

b 管理者向け研修（従業員が被害に直面した際の対応やケア） 

・奈良県版マニュアルを作成し、事業者へ幅広く周知することで

県全体の対策能力を底上げする。 

アウトプット指標（当初の目標値） 研修受講者数 100 名 

アウトプット指標（達成値）  研修受講者数 142 名 

事業の有効性・効率性 研修受講により訪問看護ステーション従事者の離職防止を

図り、安定的な訪問看護提供体制の構築につながった。利

用者向けチラシ等の検討・作成を行った。 

 （１）事業の有効性 
訪問看護ステーション従事者の離職率 R4 年度 15.3％ 
訪問看護事業所における暴力・ハラスメント防止対策に対

する基本事項や、訪問看護における危険性の判断ができる

知識・技術の習得を図った。 
また、奈良県版マニュアルの作成準備を進めたほか、ハラ

スメント防止の啓発チラシを作成し、県内の訪問看護事業

所に配布した。 
（２） 事業の効率性 
職員向け研修と管理者向け研修を実施することで、それぞ

れの立場で必要となるハラスメント対策について、効率的

に習得を図ることができた。 
 

その他  

 

 



63 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.47（介護分）】 
ヤングケアラー支援事業 

【総事業費】 

599 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

ヤングケアラーには自分自身の現状を誰にも話すことがで

きない者も多く、潜在化しやすい特性がある為、周囲の大

人がヤングケアラーについての正しい知識を身につけるこ

とにより早期発見に繋げる。また、ヤングケアラー同士の

集いの場を地域の中で作っていくことにより、同じ境遇を

抱える者との意見交換等を通じて不安感・負担感の軽減等

にも繋げていく。 

アウトカム指標：資質向上に繋げる対象者 200 人 

事業の内容（当初計画） 地域包括支援センター職員、市町村職員等の福祉・介護・

教育の分野においてヤングケアラーと日常的な係わりを持

つ立場にある支援者を対象とした研修会の開催。 

アウトプット指標（当初の目標値） 研修会の開催 3 回 

アウトプット指標（達成値） 研修会の開催 2 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・資質向上に繋がる対象者 96 人 

 （１）事業の有効性 
本事業で実施した研修会にのべ 96 人が参加し、ヤングケア

ラーへの知識向上が図られ、かつ、多職種（地域包括ケア

職員、医療機関職員、市町村要対協関係者等）の研修参加

希望者が参加できたことで、多機関連携によるヤングケア

ラーの早期発見を促進することができた。 
 
（２）事業の効率性 
会場規模の調整、県中心部の会場での開催により、なるべ

く多くの参加希望者が研修に参加できるように努めた。 

 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.49（介護分）】 
外国人介護福祉士受入支援事業 

【総事業費】 

   8,686 千円 

事業の対象となる区域 
県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画） 外国人介護福祉士候補者の受入施設における、就労中の外 
国人介護福祉士 候補者の日本語学習、介護分野の専門知識 
の学習、学習環境の整備等に要する経費について助成する。 

アウトプット指標（当初の目標値） 
EPA 介護福祉士候補者を受け入れる法人 23 法人 

アウトプット指標（達成値） EPA 介護福祉士候補者を受け入れる法人 11 法人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：EPA 介護福祉士候

補者を受け入れる法人 
観察できた →EPA 介護福祉士候補者を受け入れる法人 

11 法人 
 

 （１）事業の有効性 
本事業により EPA 介護福祉士候補者を支援し、将来的な

介護従事者の増加に繋がった。 
 
（２）事業の効率性 
民間団体に対し経費の一部を助成することにより将来の

外国人介護人材の確保に繋がった。 

 

その他  
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令和４年度奈良県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 

奈良県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出すると

ともに、公表することに努めるものとする。 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につい

て、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った（医療分） 
・令和６年２月 19 日の医療審議会でその時点までの実施内容について報告を行った。 

 
 ☑ 行った（介護分） 
 ・令和６年９月２日開催の協議会でその時点までの実施内容について報告を行った。 
 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載するととも

に、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容については、審議会

等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし。 
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２．目標の達成状況 

 
令和４年度奈良県計画に規定する目標を再掲し、令和５年度終了時における目標の達成状況につ

いて記載。 

 

■奈良県全体（目標と計画期間） 

１．目標 

奈良県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、

安心して生活できるよう以下を目標に設定する。 

（１）地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する目標 

既に導入済みの情報収集及び指標算出システムを活用し、各病院の医療提供状況等の 

分析評価を行うとともに、地域における病院の役割等について関係病院と協議を行い、 

病床の機能分化と病院間の連携の強化を図る。 

医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を図るた 

め、病床規模の適正化を伴う施設・設備の整備に対して支援を行う。 

 地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

高度急性期 1,275 床 

急性期   4,374 床 

回復期   4,333 床 

慢性期   3,081 床 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県においては、高齢化社会のおとずれや疾病構造が慢性疾患を中心に変化してい

くことにより、長期にわたる療養や介護を必要とする高齢者の増加が見込まれており、

終末期を含め、在宅で介護や医療サービスを受けることを希望する高齢者も多いことか

ら、円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制構築など、以下に記載する医

療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安心して生活できるよう

にすることを目標とする。 

訪問看護の推進を図るため、訪問看護関係者で構成する訪問看護推進協議会を開催す

るとともに、訪問看護を担う人材の育成を図るための研修会を実施する。 

また、大学と病院が連携して、将来県内で在宅看護の業務に従事しようとする者に奨

学金を貸与し、在宅看護に関する教育プログラムを実施する制度に対して、補助金を交

付することにより、将来の在宅人材確保のインセンティブを与える。 

 在宅看取り率の向上（H29：24.1％→R4：27.1％） 

 在宅療養支援診療所数の向上（H30.10 末：162 件→R4 末：171 件） 

 県内訪問看護ステーション看護職員数の増加（H30：692 人→R4 末:890 人） 

 訪問歯科診療件数の増加（H30：503 件→R4：600 件） 

（３）介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期県介護保険事業支援計画等において予

定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

老朽化した定員30人以上の広域型施設の修繕を同時に進めるため、介護施設等を１施

設創設することを条件に、広域型施設１施設の大規模修繕又は耐震化を行う。 

介護職員の負担を軽減するために介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロ
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ボット・ＩＣＴの導入を支援する。 

介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備する。 

□地域密着型サービス等整備費用に対する支援 

  認知症高齢者グループホーム  7 カ所 

  小規模多機能型居宅介護事業所 2 カ所 

□介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備支援 

特別養護老人ホーム            3 カ所 

介護老人保健施設           1 カ所 

□介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

特別養護老人ホーム            5 カ所 

介護老人保健施設           5 カ所 

ケアハウス（特定施設）        1 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 1 カ所 

□看取り環境整備支援     

特別養護老人ホーム            4 カ所 

    介護老人保健施設           2 カ所 

認知症高齢者グループホーム    1 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 1 カ所 

（４）医療従事者の確保に関する目標 

以下に記載する医療介護総合確保区域の課題を解決することを目標とする。 

 医師の偏在を解消するための取組の促進 

 医療従事者にとって働きやすい職場環境の整備のための取組を促進 

 看護職員の養成、定着促進、離職防止及び復職支援のための取組の促進 

 臨床研修医マッチング者数の高水準の維持（R4：126 人） 

 医師配置システムによる医師配置・派遣数の増加（R3：61 人→R4：83 人） 

 糖尿病性腎症による新規透析導入患者数の減少 

（H26～H28 平均：197 人→H29～R4 平均：減少） 

 県内病院新人看護職員離職率（R2:8.5％→R4：7.8％） 

 県内の認定看護師数の増加（H30：212 人→R4：255 人） 

 看護師等養成所運営費補助対象施設卒業生の県内就業率 

（H31：52.7％→R4：55％以上） 

 県内看護職員就業者数（H30：15,898 人→R4：17,870 人） 

 病院内保育所保育児童１名あたり 24 時間保育＋休日保育日数 

（H30：15.0 日／名→R4：18.0 日／名） 

 小児科２次救急輪番病院数（R3：14 機関→R4：14 機関を維持） 

 小児２次輪番病院の外来患者数（H30：4,876 人→R4：6,300 人） 

 DMAT チーム数（R3：21 チーム→R4：24 チーム） 

（５）介護従事者の確保に関する目標 

介護現場における人材不足の改善に向け、介護従事者の増加を目標とする。 

県、奈良労働局、県福祉人材センター、介護事業の経営者、職能団体、養成機関、教

育団体等で構成する協議会において、調査分析や施策の検討などを行い、県、市町村、

民間団体における様々な取組を推進する。 
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(参入促進） 

本県の介護分野の有効求人倍率は 5.20 倍（R3 年 6 月）と全国平均 4.39 倍を大きく

上回る状況にある。改善に向け、介護職の仕事の魅力とやりがいを発信するとともに、

きめ細やかな就労斡旋などを実施する。 

 マッチングの機能強化（相談支援の専門員 5名配置） 

 地域への介護職の魅力発信（講座の開催） 

 若者、女性、中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施（職場体験など） 

 介護職員初任者研修資格取得支援 

 福祉・介護の就職フェアの開催（求人情報や資格取得情報等を提供） 

（資質の向上） 

有資格者に対して資質向上やキャリアアップのための研修やリーダー育成のための研

修を行う。また、潜在的有資格者に対しては、離職後のフォローができていないため、

再就労につなげるための研修等の実施によるアプローチを行う。 

 介護人材のキャリアアップ研修の実施 

 潜在介護福祉士の再就業支援（講座の開催、啓発パンフレットの作成） 

 認知症サポート医の養成 

 認知症介護、認知症介護指導者研修の実施 

 ＯＴ等指導者の養成 

（労働環境・処遇の改善） 

介護職員は、勤務環境や処遇が問題となって離職することが多いことから、離職防止

のために介護職員と介護事業所双方への支援や働きやすい環境づくりに取り組む。 

 早期離職防止のための OJT 支援 

 雇用管理改善のためのセミナーの開催等を支援 

 認知症介護指導者研修に係る負担軽減 

 介護事業所等におけるインターンシップ等の導入促進 

 介護ロボット・ＩＣＴ導入等に対する支援 

 外国人留学生や福祉系高校の学生、他業種からの転職者に対する修学資金の貸与 

 外国人受入体制の構築及び受入環境の整備支援 
 若手職員の離職防止のための交流会の開催等を支援 

２．計画期間 

  令和４年４月１日～令和６年３月31日 

 

■奈良県全体（達成状況）  

１．目標の達成状況 

（１）地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業 

・医療機関が、地域の関係者間の合意の上、奈良県地域医療構想に即した病床機能再編

の実施に伴い、減少する病床に応じた給付金を支給することで過剰な病床を削減する

ことを目的とした事業だが、令和４年度は申請がなかった。 

（単独支援給付金支給事業） 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標  

・在宅看取り率(自宅＋老人ホーム)の向上：（R4）28.9% 

・在宅療養支援診療所数の向上：179件（R5.10) 
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・訪問歯科診療件数（延べ患者数）：183件（R5.9末値） 

（３）介護施設等の整備に関する目標 

・地域密着型サービス等整備費用に対する支援 

  認知症高齢者グループホーム  7 カ所 

  小規模多機能型居宅介護事業所 1 カ所 

（４）医療従事者の確保に関する目標 

  分娩 1,000 件あたりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

（H30：8.9 人→R3：9.4 人） 

 糖尿病性腎症による新規透析導入患者数 

（H26～H28 平均：197 人→R2～R4 平均：199 人） 

 小児科２次救急輪番病院数（H30：13 機関→R4：14 機関へ拡大） 

 小児２次輪番病院の外来患者数（H30：4,876 人→R4：5,193 人） 

 DMAT チーム数（R1：26 チーム→R4：23 チーム） 

（５）介護従事者の確保に関する目標 

（参入促進） 
 マッチングの機能強化（相談支援専門員配置数 R3：5 人→R4：5 人） 

 地域への介護職の魅力発信（フリーペーパーの発行 年 4回、R4：50,000 部） 

 若者､女性､中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施 

（職場体験 R3：178 人→R4：111 人 元気なシニアに対する入門的研修受講者数 

R3：56 人→R4：54 人） 

 介護職員初任者研修資格取得支援（受講者数  R3：271 人→R4：220 人） 

 福祉・介護の就職フェアの開催（R3：3 回→R4：3 回） 

（資質の向上） 

 介護人材のキャリアアップ研修の実施（受講者数  R3：1,773 人→R4：1,054 人） 

 潜在介護福祉士の再就業支援（研修受講者数 R3：178 人→R4：210 人） 

認知症サポート医の養成（R3 末時点：2,424 人→R4 末時点：2,546 人） 

 ＯＴ等指導者の養成（受講者数 R3：411 人→R4：309 人） 

（労働環境・処遇の改善） 

 雇用管理改善の取組みのためのセミナー開催、相談支援（R3：3 事業→R4：1 事業）

□認知症介護、認知症介護指導者研修の実施（受講者数 R3：218 人→R4：70 人） 

 介護ロボット・ＩＣＴ導入に対する支援 
  （介護ロボット導入台数 R3：54 台→R4：69 台） 

（ICT 導入事業者数 R3：31 事業所→R4：12 事業所） 
 外国人留学生への奨学金の給付等 
（支援法人数 R3：3法人（82 人）→R4：2法人（167 人）） 
 外国人留学生の日本文化体験（R4:15 人） 
 若手職員の離職防止のための交流会の開催（R4：3回） 

２．見解 
 ・地域医療構想実現に向けた事業を行うことで、地域における病院の役割等について

県内病院の意識共有及び病床の機能分化が進み、効率的かつ効果的な医療提供体制
の構築が一定図られた。 

・また、県内の要介護・要支援認定者に対する地域密着型サービス施設が増加し、高
齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築が進んだ。 

・新型コロナウイルス感染症対策においても一定程度成果をあげた。 
 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止したことにより目標に到達しなかっ

た事業については、事業ごとに効果や有効性を検証し、それらを踏まえた上で改善
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を図り、より良い事業となるよう検討していく。 
３．目標の継続状況 

☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

□令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■奈良・東和・西和・中和・南和（目標と計画期間） 

１．中央区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
（１）地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（３）介護施設等の整備に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（４）医療従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（５）介護従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

２． 計画期間 

令和４年４月１日～令和６年３月３１日 

 

□奈良・東和・西和・中和・南和（達成状況） 

１．目標の達成状況 

奈良県全体の達成状況と同じ 

２．見解 

   奈良県全体の達成状況と同じ 

３．目標の継続状況 

  ☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。      

  □令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
令和４年度奈良県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施状況を記

載。 

 

事業の区分 １－２．地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変

更に関する事業 

事業名 【No.1（医療分）】 

 単独支援給付金支給事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 奈良県の医療機関 

事業の期間 令和４年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、地域の実情に

応じた質の高い効率的な医療提供体制の構築が必要 

事業の内容（当初計画） 医療機関が、地域の関係者間の合意の上、奈良県地域医療構想に

即した病床機能再編の実施に伴い、減少する病床に応じた給付金

を支給する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
対象となる医療機関数 １医療機関 

アウトプット指標（達成

値） 

令和５年度においては、当該給付金の申請はなかった。 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

なし 

（１） 事業の有効性 

地域医療構想の実現に向け、過剰な病床の削減を図れる。 

（２）事業の効率性 

給付金のため、スムーズな支給・削減が可能。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.48（介護分）】 
介護人材確保対策推進補助事業 
（介護施設、介護事業所への出前研修の支

援事業） 

【総事業費】 

167 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画） 地域密着型サービス事業所の職員を対象に、認知症ケア及

び次期介護報酬改定をテーマに研修を実施する。 

アウトプット指標（当初の目標値） 地域密着型サービス事業所の職員を対象に研修の実施 3 回  
90 人（予定） (事業公募) 

アウトプット指標（達成値） 地域密着型サービス事業所の職員を対象に学習会、講演会

を実施 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた →参加者数：213 人 
 

 （１）事業の有効性 
本事業により 213 名が学習会、講演に参加し、認知症ケ

アの理解が深まった。 
 
（２）事業の効率性 
民間団体への補助により、効率的に事業を実施することが

できた。 

 

その他  

 



   
 別紙 

 
 
 

 
 
 

令和３年度奈良県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 

奈良県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出すると

ともに、公表することに努めるものとする。 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につい

て、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った（医療分） 
・令和６年２月 19 日の医療審議会でその時点までの実施内容について報告を行った。 
 

 ☑ 行った（介護分） 
・令和６年９月２日開催の協議会でその時点までの実施内容について報告を行った。 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載するととも

に、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容については、審議会

等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし。 
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２．目標の達成状況 

 
令和３年度奈良県計画に規定する目標を再掲し、令和５年度終了時における目標の達成状況につ

いて記載。 

 

■奈良県全体（目標と計画期間） 

１．目標 

奈良県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、

安心して生活できるよう以下を目標に設定する。 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

既に導入済みの情報収集及び指標算出システムを活用し、各病院の医療提供状況等の 

分析評価を行うとともに、地域における病院の役割等について関係病院と協議を行い、 

病床の機能分化と病院間の連携の強化を図る。 

医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を図るた 

め、病床規模の適正化を伴う施設・設備の整備に対して支援を行う。 

 地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

高度急性期 1,275 床 

急性期   4,374 床 

回復期   4,333 床 

慢性期   3,081 床 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県においては、高齢化社会のおとずれや疾病構造が慢性疾患を中心に変化してい

くことにより、長期にわたる療養や介護を必要とする高齢者の増加が見込まれており、

終末期を含め、在宅で介護や医療サービスを受けることを希望する高齢者も多いことか

ら、円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制構築など、以下に記載する医

療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安心して生活できるよう

にすることを目標とする。 

訪問看護の推進を図るため、訪問看護関係者で構成する訪問看護推進協議会を開催す

るとともに、訪問看護を担う人材の育成を図るための研修会を実施する。 

また、大学と病院が連携して、将来県内で在宅看護の業務に従事しようとする者に奨

学金を貸与し、在宅看護に関する教育プログラムを実施する制度に対して、補助金を交

付することにより、将来の在宅人材確保のインセンティブを与える。 

 在宅看取り率の向上（H29：24.1％→R2：25.0％） 

 在宅療養支援診療所数の向上（H30.10 末：162 件→R2 末：180 件） 

 県内訪問看護ステーション看護職員数の増加（H30：692 人→R2 末:890 人） 

 訪問歯科診療件数の増加（H30：503 件→R2：600 件） 

 がん患者在宅死亡割合の増加（H26：16.4％→H30：20.5％） 

（３）介護施設等の整備に関する目標 

老朽化した定員 30 人以上の広域型施設の修繕を同時に進めるため、介護施設等を 

１施設創設することを条件に、広域型施設１施設の大規模修繕又は耐震化を行う。 

介護施設等の開設時に必要な準備経費に対して支援を行うことにより、開設時か

ら安定した質の高いサービスを提供するための体制を整備する。 
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介護職員の負担を軽減するために介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介

護ロボット・ＩＣＴの導入を支援する。 

介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備する。 

障害者や障害児と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を 

営むことができるように共生型サービス事業所を整備する。 

介護人材を確保するため、介護施設に勤務する職員の宿舎を整備する。 

□ 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備支援 

特別養護老人ホーム           2 カ所 

介護老人保健施設          2 カ所 

開設準備経費に対する支援 

特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援   1 カ所 

特定施設入居者生活介護の開設準備経費に対する支援 4 カ所 

訪問看護ステーションの大規模化に対する支援        1 カ所 

介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援 

  特別養護老人ホーム      4 カ所                

   介護老人保健施設          2 カ所 

認知症高齢者グループホーム   3 カ所 

 看取り環境整備支援     

特別養護老人ホーム           4 カ所 

   養護老人ホーム        1 カ所 

    介護老人保健施設          1 カ所 

認知症高齢者グループホーム   2 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 1 カ所 

 共生型サービス事業所の整備   2 カ所 

 介護職員の宿舎施設整備事業 14 カ所 

（４）医療従事者の確保に関する目標 

以下に記載する医療介護総合確保区域の課題を解決することを目標とする。 

 医師の偏在を解消するための取組の促進 

 医療従事者にとって働きやすい職場環境の整備のための取組を促進 

 看護職員の養成、定着促進、離職防止及び復職支援のための取組の促進 

 臨床研修医マッチング者数の高水準の維持（R2：121 人） 

 医師配置システムによる医師配置・派遣数の増加（R1：43 人→R2：51 人） 

 分娩 1,000 件あたりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

（H30：8.9 人→R2：9.0 人） 

 糖尿病性腎症による新規透析導入患者数の減少 

（H26～H28 平均：197 人→H29～R2 平均：減少） 

 県内病院新人看護職員離職率（H29:7.5％→R2：7.5％） 

 県内の認定看護師数の増加（H30：212 人→R2：250 人） 

 看護師等養成所運営費補助対象施設卒業生の県内就業率 

（H31：52.7％→R2：55％以上） 

 県内看護職員就業者数（H30：15,898 人→R3：17,355 人） 

 病院内保育所保育児童１名あたり 24 時間保育＋休日保育日数 
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（H30：15.0 日／名→R3：18.0 日／名） 

 小児科２次救急輪番病院数（H30：13 機関→R2：13 機関を維持） 

 小児２次輪番病院の外来患者数（H30：4,876 人→R2：4,750 人） 

 DMAT チーム数（R1：26 チーム→R2：28 チーム） 

（５）介護従事者の確保に関する目標 

介護現場における人材不足の改善に向け、介護従事者の増加を目標とする。 

県、奈良労働局、県福祉人材センター、介護事業の経営者、職能団体、養成機関、 

教育団体等で構成する協議会において、調査分析や施策の検討などを行い、県、市町 

村、民間団体における様々な取組を推進する。 

(参入促進） 

本県の介護分野の有効求人倍率は 5.20 倍（R3 年 6 月）と全国平均 4.39 倍を大きく 

上回る状況にある。改善に向け、介護職の仕事の魅力とやりがいを発信するとともに、 

きめ細やかな就労斡旋などを実施する。 

 マッチングの機能強化（相談支援の専門員 5名配置） 

 地域への介護職の魅力発信（講座の開催） 

 若者、女性、中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施（職場体験など） 

 介護職員初任者研修資格取得支援 

 福祉・介護の就職フェアの開催（求人情報や資格取得情報等を提供） 

（資質の向上） 

有資格者に対して資質向上やキャリアアップのための研修やリーダー育成のため 

の研修を行う。また、潜在的有資格者に対しては、離職後のフォローができていない 

ため、再就労につなげるための研修等の実施によるアプローチを行う。 

 介護人材のキャリアアップ研修の実施 

 潜在介護福祉士の再就業支援（講座の開催、啓発パンフレットの作成） 

 認知症サポート医の養成 

 認知症介護、認知症介護指導者研修の実施 

 ＯＴ等指導者の養成 

（労働環境・処遇の改善） 

介護職員は、勤務環境や処遇が問題となって離職することが多いことから、離職防 

止のために介護職員と介護事業所双方への支援や働きやすい環境づくりに取り組む。 

 早期離職防止のための OJT 支援 

 雇用管理改善のためのセミナーの開催等を支援 

 認知症介護指導者研修に係る負担軽減 

 介護事業所等におけるインターンシップ等の導入促進 

 介護ロボット・ＩＣＴ導入等に対する支援 

 外国人留学生や福祉系高校の学生、他業種からの転職者に対する修学資金の貸与 

 外国人受入体制の構築及び受入環境の整備支援 
 若手職員の離職防止のための交流会の開催等を支援 

２．計画期間 

  令和３年度～令和５年度 
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■奈良県全体（達成状況） 

１．目標の達成状況 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

・医療機関が、地域の関係者間の合意の上、奈良県地域医療構想に即した病床機能再編

の実施に伴い、減少する病床に応じた給付金を支給することで過剰な病床を削減。 

（単独支援給付金支給事業） 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標  

・在宅看取り率(自宅＋老人ホーム)の向上：（R3）28.5% 

・在宅療養支援診療所数の向上：180件（R4.10) 

・訪問歯科診療件数（延べ患者数）：238件（R4.9末値） 

・歯科診療機器の貸出件数 126件（R4.9末値） 

（３）介護施設等の整備に関する目標 

・開設準備経費に対する支援 

介護医療院の開設準備経費に対する支援   1 カ所 

・介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援  

特別養護老人ホーム      4 カ所  

介護老人保健施設          2 カ所 

認知症高齢者グループホーム  1 カ所 

・看取り環境整備支援     

特別養護老人ホーム           4 カ所 

養護老人ホーム        1 カ所 

介護老人保健施設          1 カ所 

認知症高齢者グループホーム   2 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 1 カ所 

・介護職員の宿舎施設整備事業    3 カ所 

（４）医療従事者の確保に関する目標 

  分娩 1,000 件あたりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

（H30：8.9 人→R3：9.4 人） 

 糖尿病性腎症による新規透析導入患者数 

（H26～H28 平均：197 人→H29～R2 平均：213 人） 

 小児科２次救急輪番病院数（H30：13 機関→R3：14 機関へ拡大） 

 小児２次輪番病院の外来患者数（H30：4,876 人→R3：4,880 人） 

 DMAT チーム数（R1：26 チーム→R3：21 チーム） 

（５）介護従事者の確保に関する目標 

（参入促進） 
 マッチングの機能強化（相談支援専門員配置数 R2：5 人→R3：5 人） 

 地域への介護職の魅力発信（フリーペーパーの発行 年 4回、R3：50,000 部） 

 若者､女性､中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施（職場体験 R2：151 人→ 

R3：178 人 元気なシニアに対する入門的研修受講者数 R2：56 人→R3：56 人） 

 介護職員初任者研修資格取得支援（受講者数  R2：228 人→R3：744 人） 

 福祉・介護の就職フェアの開催（R2:5 回→R3：3 回） 

（資質の向上） 
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 介護人材のキャリアアップ研修の実施（受講者数  R2：515 人→R3：1,773 人） 

 潜在介護福祉士の再就業支援（研修受講者数 R2：87 人→R3：178 人） 

※H27 当初分で実施 

 認知症サポート医の養成（R2 末時点：2,310 人→R3 末時点：2,424 人） 

 ＯＴ等指導者の養成（受講者数 R2：319 人→R3：411 人） 

（労働環境・処遇の改善） 

 雇用管理改善の取組みのためのセミナー開催、相談支援（R2：1 法人→R3：3 法人）

□ 認知症介護、認知症介護指導者研修の実施（受講者数 R2：83 人→R3：218 人） 

 介護ロボット・ＩＣＴ導入に対する支援 
  （介護ロボット導入事業者数 R2：18 法人→R3：8 法人） 

（ICT 導入事業者数 R2：６法人→R3：13 法人） 
 外国人留学生への奨学金の給付等 
（支援法人数 R2：3 法人（51 人）→R3：3 法人（82 人）） 
 外国人受入体制の構築及び受入環境の整備（セミナーの開催、日本語学習支援等） 

    (説明会の開催 R3:2 回) 
 外国人留学生の日本文化体験（R3:4 人） 
 若手職員の離職防止のための交流会の開催（R3：4回） 

２．見解 
 ・地域医療構想実現に向けた事業を行うことで、地域における病院の役割等について

県内病院の意識共有及び病床の機能分化が進み、効率的かつ効果的な医療提供体制
の構築が一定図られた。 

・また、県内の要介護・要支援認定者に対する地域密着型サービス施設が増加し、高
齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築が進んだ。 

・新型コロナウイルス感染症対策においても一定程度成果をあげた。 
 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止したことにより目標に到達しなかっ

た事業については、事業ごとに効果や有効性を検証し、それらを踏まえた上で改善
を図り、より良い事業となるよう検討していく。 

３．目標の継続状況 

☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

□令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■奈良・東和・西和・中和・南和（目標と計画期間） 

１．中央区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（３）介護施設等の整備に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（４）医療従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（５）介護従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

２． 計画期間 

令和３年度～令和５年度 

 

□奈良・東和・西和・中和・南和（達成状況） 

１．目標の達成状況 
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奈良県全体の達成状況と同じ 

２．見解 

   奈良県全体の達成状況と同じ 

３．目標の継続状況 

  ☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。      

  □令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

３．事業の実施状況 

 
令和３年度奈良県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施状況を記

載。 

 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.27（医療分）】 

がん医療機能分化連携推進事業 

【総事業費】 

5,658 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 奈良県立医科大学 

事業の期間 令和４年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県のがん死亡率（75 歳未満年齢調整）は低下しているが、さらに

「がんで亡くならない県、日本一」を目指すため、県内での「ゲノム

医療」等の新たながん医療に対応する体制整備が必要となっている。 

アウトカム指標：がん 75 歳未満年齢調整死亡率（人口 10万対） 

R4：62.3 

事業の内容（当初計画） 奈良県立医科大学に設置した「腫瘍内科学講座」に対し、がん薬物

療法専門医や、県内のがん治療水準の向上、医療施設間のネットワー

ク化に係る調査・研究等講座運営に必要な経費を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

県内がん薬物療法専門医 

 R1：5 人 → R6：12 人 

県内がんゲノム医療拠点病院の指定 

 現在：0医療機関 → R6：1 医療機関 

県内がんゲノム医療連携病院の指定 

 現在 4病院 → R6：5 医療機関 

アウトプット指標（達成

値） 

県内がん薬物療法専門医：15人 

県内がんゲノム医療拠点病院の指定：1医療機関 

県内がんゲノム医療連携病院の指定：4医療機関 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

がん 75 歳未満年齢調整死亡率（人口 10 万対）R5：59.0 

（１）事業の有効性 

がん薬物療法専門医を育成、県内がん診療連携拠点病院へ配置し、専門医の空

白地域を解消することで、県内のがんゲノム医療、薬物療法に係る医療施設間の

機能分化及びネットワーク化を図った。また、令和５年度から奈良県立医科大学

附属病院ががんゲノム医療拠点病院の指定を受けることとなった。今後、検査か
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ら治療まで自施設で完結できる県内のがんゲノム医療拠点病院を中心に、がんゲ

ノム医療を適切に受けられる体制を整えることで、県内のがん治療水準が向上し、

更なる年齢調整死亡率の低下が見込まれる。 

なお、県内がんゲノム医療連携病院の指定は目標値には届いていないが、これ

は奈良県立医科大学附属病院が「がんゲノム医療連携病院」の指定から「がんゲ

ノム医療拠点病院」の指定に移ったためである。 

（２）事業の効率性 

医療連携体制の推進及び主要な機能を担う医療機関として、都道府県がん診療

連携拠点病院の指定を受け、専門的ながん診療機能を有し、かつ、県内唯一の医

師教育機関である奈良県立医科大学に上記講座を設置運営し、事業を実施するこ

とで、効率よく県内のがん薬物療法専門医を増加させることができた。 

その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.1】 

奈良県介護施設等整備事業 

【総事業費】 
3,270 千円 

事業の対象となる区域 県圏域 

事業の実施主体 市町村又は民間団体等 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標 

・介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震

化整備支援 

特別養護老人ホーム           2 カ所 

介護老人保健施設          2 カ所 

・開設準備経費に対する支援 

特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援  

1 カ所 

特定施設入居者生活介護の開設準備経費に対する支援  

4 カ所 

訪問看護ステーションの大規模化に対する支援   1 カ所 

介護医療院の開設準備経費に対する支援     1 カ所 

・介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援 

 特別養護老人ホーム      4 カ所               

介護老人保健施設          2 カ所 

認知症高齢者グループホーム   3 カ所 

・看取り環境整備支援     

特別養護老人ホーム           4 カ所 

養護老人ホーム        1 カ所 

 介護老人保健施設          1 カ所 

認知症高齢者グループホーム   2 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 1カ所 

・共生型サービス事業所の整備   2 カ所 

・介護職員の宿舎施設整備事業  14 カ所 

事業の内容（当初計画） ・老朽化した定員30人以上の広域型施設の修繕を同時に進めるた

め、介護施設等を１施設創設することを条件に、広域型施設１施

設の大規模修繕又は耐震化を行う。 

・介護施設等の開設時に必要な準備経費に対して支援を行うこと

により、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための

体制を整備する。 

・介護職員の負担を軽減するために介護施設等の大規模修繕の際

にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入を支援する。 
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・介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備する。 

・障害者や障害児と交流することにより高齢者が地域において自

立した日常生活を営むことができるように共生型サービス事業

所を整備する。 

・介護人材を確保するため、介護施設に勤務する職員の宿舎を整

備する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震

化整備支援 

特別養護老人ホーム           2 カ所 

介護老人保健施設          2 カ所 

・開設準備経費に対する支援 

特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援  

1 カ所 

特定施設入居者生活介護の開設準備経費に対する支援  

4 カ所 

訪問看護ステーションの大規模化に対する支援   1 カ所 

介護医療院の開設準備経費に対する支援     1 カ所 

・介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

 特別養護老人ホーム      4 カ所 

介護老人保健施設          2 カ所 

認知症高齢者グループホーム   3 カ所 

・看取り環境整備支援     

特別養護老人ホーム           4 カ所 

養護老人ホーム        1 カ所 

 介護老人保健施設          1 カ所 

認知症高齢者グループホーム   2 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 1カ所 

・共生型サービス事業所の整備   2 カ所 

・介護職員の宿舎施設整備事業 14 カ所 

アウトプット指標（達成

値） 

・開設準備経費に対する支援 

介護医療院の開設準備経費に対する支援   1 カ所 

・介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援 

特別養護老人ホーム      4 カ所  

 介護老人保健施設          2 カ所 

 認知症高齢者グループホーム  1 カ所 

・看取り環境整備支援     

特別養護老人ホーム           4 カ所 

養護老人ホーム        1 カ所 

介護老人保健施設          1 カ所 

認知症高齢者グループホーム   2 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 1カ所 

・介護職員の宿舎施設整備事業  3 カ所 
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事業の有効性・効率性 アウトカム指標 

・開設準備経費に対する支援 

介護医療院の開設準備経費に対する支援   1 カ所 

・介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援 

特別養護老人ホーム      4 カ所  

 介護老人保健施設          2 カ所 

 認知症高齢者グループホーム  1 カ所 

・看取り環境整備支援     

特別養護老人ホーム           4 カ所 

養護老人ホーム        1 カ所 

介護老人保健施設          1 カ所 

認知症高齢者グループホーム   2 カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 1カ所 

・介護職員の宿舎施設整備事業  3 カ所 

（１）事業の有効性 
・介護施設の開設準備経費に対する支援を行うことにより、開設

時における安定した質の高いサービスの提供が図られた。 
・介護ロボット・ＩＣＴの導入を支援することにより、介護職員

の負担軽減が図られた。 
・看取り環境整備に対する支援を行うことにより、施設における

看取りや家族の宿泊等の対応のための環境の整備が図られた。 
・介護職員の宿舎施設整備に対する支援を行うことにより、介護

人材確保のため、介護職員が働きやすい環境の整備が図られた。 
（２）事業の効率性 
調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の

共通認識のもとで施設整備を行い、調達の効率化が図られた。 

 
 

 

 

 



   
別紙 

 
 
 

 
 
 

令和２年度奈良県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 

奈良県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出すると

ともに、公表することに努めるものとする。 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につい

て、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った（医療分） 
・令和６年２月 19 日の医療審議会でその時点までの実施内容について報告を行った。 
 

 ☑ 行った（介護分） 
・令和６年９月２日開催の協議会でその時点までの実施内容について報告を行った。 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載するととも

に、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容については、審議会

等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし。 
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２．目標の達成状況 

 
令和２年度奈良県計画に規定する目標を再掲し、令和５年度終了時における目標の達成状況につ

いて記載。 

 

■奈良県全体（目標と計画期間） 

１．目標 

奈良県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、

安心して生活できるよう以下を目標に設定する。 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

既に導入済みの情報収集及び指標算出システムを活用し、各病院の医療提供状況等の 

分析評価を行うとともに、地域における病院の役割等について関係病院と協議を行い、 

病床の機能分化と病院間の連携の強化を図る。 

医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を図るた 

め、病床規模の適正化を伴う施設・設備の整備に対して支援を行う。 

 【定量的な目標値】   

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数   

 高度急性期 １，２７５床 

 急性期   ４，３７４床 

 回復期   ４，３３３床 

 慢性期   ３，０８１床 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県においては、高齢化社会のおとずれや疾病構造が慢性疾患を中心に変化してい

くことにより、長期にわたる療養や介護を必要とする高齢者の増加が見込まれており、

終末期を含め、在宅で介護や医療サービスを受けることを希望する高齢者も多いことか

ら、円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制構築など、以下に記載する医

療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安心して生活できるよう

にすることを目標とする。 

訪問看護の推進を図るため、訪問看護関係者で構成する訪問看護推進協議会を開催す

るとともに、訪問看護を担う人材の育成を図るための研修会を実施する。 

また、大学と病院が連携して、将来県内で在宅看護の業務に従事しようとする者に奨

学金を貸与し、在宅看護に関する教育プログラムを実施する制度に対して、補助金を交

付することにより、将来の在宅人材確保のインセンティブを与える。 

 在宅看取り率の向上（H29：24.1％→R2：25.0％） 

 在宅療養支援診療所数の向上（H30.10 末：162 件→R2 末：180 件） 

 県内訪問看護ステーション看護職員数の増加（H30：692 人→R2 末:890 人） 

 訪問歯科診療件数の増加（H30：503 件→R2：600 件） 

 がん患者在宅死亡割合の増加（H26：16.4％→H30：20.5％） 

（３）介護施設等の整備に関する目標 

県が介護施設等へ配布するマスク、消毒液、及び防護服を一括購入し新型コロナウイ

ルスの感染拡大を防止することを目的とする。 

また、介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした、簡易陰圧
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装置・換気設備の設置、ゾーニング環境等の整備に係る経費支援を行うことにより、感

染拡大のリスクを低減する。 

□ 消毒液等購入経費                  1 件 

□ 介護施設等への簡易陰圧装置設置経費支援      69 カ所 

□ 介護施設等への換気設備設置経費支援          4 カ所 

□ 介護施設等へのゾーニング環境等整備軽費支援  41 カ所 

□ 介護施設等における多床室の個室化改修経費支援 １カ所 

（４）医療従事者の確保に関する目標 

以下に記載する医療介護総合確保区域の課題を解決することを目標とする。 

 医師の偏在を解消するための取組の促進 

 医療従事者にとって働きやすい職場環境の整備のための取組を促進 

 看護職員の養成、定着促進、離職防止及び復職支援のための取組の促進 

 臨床研修医マッチング者数の高水準の維持（R2：121 人） 

 医師配置システムによる医師配置・派遣数の増加（R1：43 人→R2：51 人） 

 分娩 1,000 件あたりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

（H30：8.9 人→R2：9.0 人） 

 糖尿病性腎症による新規透析導入患者数の減少 

（H26～H28 平均：197 人→H29～R2 平均：減少） 

 県内病院新人看護職員離職率（H29:7.5％→R2：7.5％） 

 県内の認定看護師数の増加（H30：212 人→R2：250 人） 

 看護師等養成所運営費補助対象施設卒業生の県内就業率 

（H31：52.7％→R2：55％以上） 

 県内看護職員就業者数（H30：15,898 人→R3：17,355 人） 

 病院内保育所保育児童１名あたり 24 時間保育＋休日保育日数 

（H30：15.0 日／名→R3：18.0 日／名） 

 小児科２次救急輪番病院数（H30：13 機関→R2：13 機関を維持） 

 小児２次輪番病院の外来患者数（H30：4,876 人→R2：4,750 人） 

 DMAT チーム数（R1：26 チーム→R2：28 チーム） 

（５）介護従事者の確保に関する目標 

介護現場における人材不足の改善に向け、介護従事者の増加を目標とする。 

県、奈良労働局、県福祉人材センター、介護事業の経営者、職能団体、養成機関、 

教育団体等で構成する協議会において、調査分析や施策の検討などを行い、県、市町 

村、民間団体における様々な取組を推進する。 

(参入促進） 

本県の介護分野の有効求人倍率は 5.03 倍（R2 年 6 月）と全国平均 4.04 倍を大きく 

上回る状況にある。改善に向け、介護職の仕事の魅力とやりがいを発信するとともに、 

きめ細やかな就労斡旋などを実施する。 

 マッチングの機能強化（相談支援の専門員を配置） 

 地域への介護職の魅力発信（講座の開催、インターンシップ、啓発紙の発行など） 

 若者、女性、中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施（職場体験など） 

 介護職員初任者研修資格取得支援 

 福祉・介護の就職フェアの開催（求人情報や資格取得情報等を提供） 
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（資質の向上） 

有資格者に対して資質向上やキャリアアップのための研修やリーダー育成のため 

の研修を行う。また、潜在的有資格者に対しては、離職後のフォローができていない 

ため、再就労につなげるための研修等の実施によるアプローチを行う。 

 介護人材のキャリアアップ研修の実施 

 潜在介護福祉士の再就業支援（講座の開催、啓発パンフレットの作成） 

 認知症サポート医の養成 

 認知症介護、認知症介護指導者研修の実施 

 生活支援コーディネーターの養成 

（労働環境・処遇の改善） 

介護職員は、勤務環境や処遇が問題となって離職することが多いことから、離職防 

止のために介護職員と介護事業所双方への支援や働きやすい環境づくりに取り組む。 

 早期離職防止のための OJT 支援 

 雇用管理改善の取組みのためのセミナー開催、相談支援 

 介護ロボット導入や施設内保育施設運営等に対する支援 

２．計画期間 

  令和２年度～令和５年度 

 

□奈良県全体（達成状況） 

１．目標の達成状況 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 ・医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を図る

ため、病院間の協議等を実施した。設備整備の補助金は活用実績がなかった。 

（３）介護施設等の整備に関する事業 

・消毒液等購入経費               1 件 

・介護施設等への簡易陰圧装置設置経費支援  69 カ所 

・介護施設等への換気設備設置経費支援       4 カ所 

・介護施設等へのゾーニング環境等整備軽費支援  41カ所 

・介護施設等における多床室の個室化改修経費支援 １カ所 

（４）医療従事者の確保に関する事業 

 ・患者と適切にコミュニケーションを図ることができる医師を養成。 

２．見解 

・県内の要介護・要支援認定者に対する地域密着型サービス施設が増加し、高齢者が

地域において、安心して生活できる体制の構築が進んだ。 

 ・実践的なノウハウ、能力を有する医師の養成を促進できた。 

３．目標の継続状況 

☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

□令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■奈良・東和・西和・中和・南和（目標と計画期間） 

１．中央区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 
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（２）居宅等における医療の提供に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（３）介護施設等の整備に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（４）医療従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（５）介護従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

２． 計画期間 

令和２年度～令和５年度 

 

□奈良・東和・西和・中和・南和（達成状況） 

１．目標の達成状況 

奈良県全体の達成状況と同じ 

２．見解 

   奈良県全体の達成状況と同じ 

３．目標の継続状況 

  ☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。      

  □令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
令和２年度奈良県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施状況を記載。 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.26（医療分）】 

医師確保修学資金貸付金 

【総事業費】 

716 千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

奈良県内の地域間や診療科間の医師偏在を是正するため、県内医療機

関に一定期間従事する義務をともなう修学資金を貸与し、医師が不足

する地域や診療科に医師を誘導することが必要 

アウトカム指標： 

医師配置システムによる配置医師数（県費奨学生） 

R5：95 人（R4：80 人） 

事業の内容（当初計画） 医師の確保が困難なへき地等の医療機関や医師の確保が困難な特定の

診療科等（小児科、産婦人科、麻酔科、救急科、外科、脳神経外科、

総合診療を実施する科及び救命救急センター）、特定専攻課程（総合内

科分野、児童精神分野）に勤務する医師の養成及び確保を図るため、

県内医療機関に一定期間従事する義務をともなう修学資金を貸与 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
R5 貸与者数 89 人 

アウトプット指標（達成

値） 

R5 貸与者数 89 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

アウトプット指標未達成の原因等に対する見解と改善の方向性 

原因：成績不振による退学に伴う未達成 

改善：大学と連携し、成績不振者への面談を充実させ、学業に集中す

るよう働きかける。 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：医師配置システムによる配置

医師数（県費奨学生）R5:87 人 → R6:90 人 

 

（１） 事業の有効性 

・新規修学資金貸与者を 15 名確保した。 

（２）事業の効率性 

修学資金の貸与を受けた期間の３／２に相当する期間について、 

医師が不足する特定の診療科（産科、小児科など）、へき地等で 

の勤務を義務付けることにより、効率的に、医師が不足する特定 

の診療科、へき地等で勤務する医師の確保を図ることができる。 
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その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.1】 

奈良県介護施設等整備事業 

【総事業費】 
154,614 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 介護事業者等 

事業の期間 令和 2年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築
を図る。 
アウトカム指標 
・消毒液等購入経費     1 件 
・介護施設等への簡易陰圧装置設置経費支援  69 カ所 
・介護施設等への換気設備設置経費支援       4 カ所 
・介護施設等へのゾーニング環境等整備軽費支援  41 カ所 
・介護施設等における多床室の個室化改修経費支援 １カ所 

事業の内容（当初計画） ・県が介護施設等へ配布するマスク、消毒液、及び防護服
を一括購入する。 
・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止を
目的とした、簡易陰圧装置・換気設備の設置、ゾーニング
環境等の整備に係る経費支援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・消毒液等購入経費     1 件 
・介護施設等への簡易陰圧装置設置経費支援  69 カ所 
・介護施設等への換気設備設置経費支援       4 カ所 
・介護施設等へのゾーニング環境等整備軽費支援  41 カ所 
・介護施設等における多床室の個室化改修経費支援 １カ所 

アウトプット指標（達成

値） 

・消毒液等購入経費     1 件 
・介護施設等への簡易陰圧装置設置経費支援  69 カ所 
・介護施設等への換気設備設置経費支援       4 カ所 
・介護施設等へのゾーニング環境等整備軽費支援  41 カ所 
・介護施設等における多床室の個室化改修経費支援 １カ所 

事業の有効性・効率性 アウトカム指標 
・消毒液等購入経費     1 件 
・介護施設等への簡易陰圧装置設置経費支援  69 カ所 
・介護施設等への換気設備設置経費支援       4 カ所 
・介護施設等へのゾーニング環境等整備軽費支援  41 カ所 
・介護施設等における多床室の個室化改修経費支援 １カ所 
（１）事業の有効性 
・消毒液等の衛生用品の供給が逼迫する中で、消毒液等の
購入を行い、介護施設等へ配布することで、感染拡大防止
を図ることができた。 
・簡易陰圧装置や換気設備の設置、ゾーニング環境等の整
備に対する支援を行うことにより、感染拡大のリスクを低
減し、感染拡大防止を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
・県が消毒液等の衛生用品を一括購入し介護施設等へ配布
することで衛生用品の調達の効率化が図られた。 
・調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、
一定の共通認識のもとで施設整備を行い、調達の効率化が
図られた。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.９（介護分）】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

【総事業費】 

1,963 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県、民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

事業の達成状況 アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画）  専門員を配置し、事業所における詳細な求人ニーズの把

握と求職者への相談、情報提供等を一体的に実施し、属

性に応じたきめ細やかなマッチングを行う。  
・求人支援：事業所訪問（ニーズ把握、求人開拓）、求

職者情報の提供、地域別就職フェア  
・求職者支援：出張相談、学校訪問、就職ガイダンス、

求人情報の提供、地域別就職フェア 

アウトプット指標（当初の目標値） 相談窓口の設置及び求人情報提供、キャリア支援専門員の

常駐 5 名派遣 

アウトプット指標（達成値） 福祉人材センターにおいて、就労継続相談窓口を設置し、

キャリア支援専門員 5 名による相談や助言を実施 
キャリア支援専門員相談件数：709 人(延) 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

相談窓口の設置及び求人情報提供、キャリア支援専門員の 
常駐 5 名派遣 

観察できた→就職者数 126 人（相談者のうち就職者数の割

合が昨年度 13.8％から 17.8％に増加） 

 

（１）事業の有効性 
本事業により 126 人が就職し、介護従事者が増加した。 

（２）事業の効率性 
民間事業者に委託することにより効率的に事業を実施し

た。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.12（介護分）】 

介護人材確保対策推進補助事業（研修受講

促進） 

【総事業費】 

4,789 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

事業の達成状況 アウトカム指標： 

多様な人材層の介護職員等に対する講習・研修 200 人(応募 

事業予定人数)による資質向上 

事業の内容（当初計画）  多様な人材層の介護職員等に対する資質向上及びキャ

リアアップに必要な研修や相談支援、プリセプターによ

る現場指導研修の実施にかかる経費の支援 

アウトプット指標（当初の目標値） 介護職員等が参加できる研修等機会の数 1,000 人参加 (事
業公募) 

アウトプット指標（達成値） ・高齢者ケアに必要な技術研修 431 人受講 

・生活相談員、施設介護支援専門員等研修 274 人 

・管理職・リーダー職員研修 493 人 

・マネジメント能力向上研修 463 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

介護職員等が参加できる研修等機会の数 1,000 人参加  
観察できた →参加者数 1,661 人 

 （１）事業の有効性 
本事業により 1,661 人を養成し、介護従事者の資質向上

に繋がった。 

（２）事業の効率性 
民間団体の活動を支援することにより資質向上及び介護

従事者（常勤換算）の増加を図った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.13（介護分）】 

介護人材確保対策推進補助事業（潜在介護

福祉士就業促進） 

【総事業費】 

394 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

事業の達成状況 アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画）  未就業の介護福祉士に対する介護サービスの知識や技

術の再取得のための研修や就職のための相談支援等の

実施にかかる経費の支援 

アウトプット指標（当初の目標値） 未就業の介護福祉士に対する介護サービスの知識や技術の 

再取得のための研修や就職のための相談支援人数 150 人  

(事業公募) 
アウトプット指標（達成値） 研修会参加者数（延べ 195 名） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

未就業の介護福祉士に対する介護サービスの知識や技術の

再取得のための研修参加人数  

観察できた →延べ 195 名 

（１） 事業の有効性 
本事業により 195 名が研修に参加し、介護職に関心を持

った人、介護職に就きたい・復職したい人が増加した。 
 
（２）事業の効率性 
効率的・効果的な協働・連携の取組を幅広く実施し、福祉・

介護人材の確保を推進した。 

 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.15（介護分）】 

認知症にかかる医療体制の充実強化事業 

【総事業費】 

3,256 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

認知症初期集中支援のしくみづくり及び認知症患者対応医や病

院医療従事者の増加   

事業の内容（当初計画）  かかりつけ医認知症対応力向上研修 
 認知症サポート医養成研修   
 認知症サポート医フォローアップ研修  
 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 等 

アウトプット指標（当初の目標値） 認知症サポート医研修や病院勤務医療従事者向け認知症対 
応力向上研修等の実施 8 事業 

アウトプット指標（達成値） 認知症サポート医研修や病院勤務医療従事者向け認知症対

応力向上研等の実施 7 事業 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：研修修了者数 

観察できた →  

認知症サポート医養成研修 ９人 

かかりつけ医認知症対応力向上研修 86 人 

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 86 人 

看護職員認知症対応力向上研修 67 人 

 
 （１）事業の有効性 

本事業により人を養成し認知症対応介護サービスの技術

向上及び技術習得者の増加に繋がった。 

 

（２）事業の効率性 
民間事業者に委託することにより効率的に事業を実施し

た。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.16（介護分）】 

認知症介護専門職支援及び指導者養成事

業 

【総事業費】 

2,775 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 
高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

認知症対応介護サービスの技術向上及び技術習得者の増

加 300 人(予定受講修了者) 

事業の内容（当初計画） 認知症対応研修により介護サービスの技術向上及び技術習得者

の増加を図るとともに、認知症介護指導者を養成する。 

 認知症介護指導者フォローアップ研修の実施   

募集定員 2 人 

 認知症対応型サービス事業開設者研修の実施   
募集定員 20 人 

 認知症対応型サービス事業管理者研修の実施  

募集定員 60 人 

 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の実施  

募集定員 20 人 

アウトプット指標（当初の目標値） 認知症対応研修の実施 4事業 応募受講者100人(予定) 

アウトプット指標（達成値） 認知症対応研修の実施 4 事業 受講者 52 人 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

認知症対応研修の実施回数 
観察できた → 認知症対応研修の実施 4 事業  

受講者 52 人 

（１）事業の有効性 
本事業により 52 人を養成し、認知症対応介護サービス

の技術向上及び技術習得者の増加に繋がった。 

（２）事業の効率性 
民間事業者に委託することにより効率的に事業を実施し

た。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.36（介護分）】 
外国人留学生への奨学金の給付等に係

る支援事業 

【総事業費】 

12,828 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画）  将来県内で介護業務に就こうとする外国人留学生を修

学資金の貸与により支援する法人に対し、その支援に要

する資金の一部を県が貸与する。 

アウトプット指標（当初の目標値） 
支援法人数 ３法人 

アウトプット指標（達成値） 支援法人数 １法人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

支援法人数 ３法人 

観察できた→  支援法人数１法人 
 

（１）事業の有効性 
本事業により１法人（114 人）を支援し、介護従事者の確

保に繋がった。 
 
（２）事業の効率性 
今後も事業を継続し、効率性を検証する。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.41（介護分）】 
外国人介護人材受け入れ施設等環境整備

事業（介護人材確保対策推進） 

【総事業費】 

2,589 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画）  外国人介護人材とのコミュニケーション支援や日本語

学習支援等により、受入環境を整備する福祉・介護事

業所を支援する。 

アウトプット指標（当初の目標値） 
受入環境整備事業を行う法人 19 法人 

アウトプット指標（達成値） 受入環境整備事業を行う法人 12 法人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

受入環境整備事業を行う法人数 

観察できた → 受入環境整備事業を行う法人数 12 法人 

（１） 事業の有効性 
本事業により外国人介護人材の受入環境整備を支援し、将

来的な介護従事者の増加に繋がった。 

 
（２） 事業の効率性 
民間団体に対し経費の一部を助成することにより将来の外

国人介護人材の確保に繋がった。 
 

その他  
 

 



   
別紙 

 
 
 

 
 
 

令和元年度奈良県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 

奈良県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出すると

ともに、公表することに努めるものとする。 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につい

て、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った（医療分） 
 ・令和６年２月 19 日の医療審議会でその時点までの実施内容について報告を行った。 

 
 ☑ 行った（介護分） 
・令和６年９月２日開催の協議会でその時点までの実施内容について報告を行った。 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載するととも

に、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容については、審議会

等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし。 
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２．目標の達成状況 

 
令和元年度奈良県計画に規定する目標を再掲し、令和５年度終了時における目標の達成状況につ

いて記載。 

 

■奈良県全体（目標と計画期間） 

１．目標 

 奈良県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、

安心して生活できるよう以下を目標に設定する。 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

既に導入済みの情報収集及び指標算出システムを活用し、各病院の医療提供状況等

の分析評価を行うとともに、地域における病院の役割等について関係病院と協議を行

い、病床の機能分化と病院間の連携の強化を図る。 

医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を図る

ため、病床規模の適正化を伴う施設・設備の整備に対して支援を行う。 

 【定量的な目標値】   

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数   

 高度急性期 １，２７５床 

 急性期   ４，３７４床 

 回復期   ４，３３３床 

   慢性期   ３，０８１床 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県においては、高齢化社会のおとずれや疾病構造が慢性疾患を中心に変化して

いくことにより、長期にわたる療養や介護を必要とする高齢者の増加が見込まれてお

り、終末期を含め、在宅で介護や医療サービスを受けることを希望する高齢者も多い

ことから、円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制構築など、以下に記

載する医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安心して生活

できるようにすることを目標とする。 

訪問看護の推進を図るため、訪問看護関係者で構成する訪問看護推進協議会を開催

するとともに、訪問看護を担う人材の育成を図るための研修会を実施することや、訪

問看護に従事する看護職員を新たに雇用・育成する訪問看護ステーションに対する補

助を行うことで、看護職員の資質を向上させる。 

また、大学と病院が連携して、将来県内で在宅看護の業務に従事しようとする者に

奨学金を貸与し、在宅看護に関する教育プログラムを実施する制度に対して、補助金

を交付することにより、将来の在宅人材確保のインセンティブを与える。 

 在宅看取り率の向上（H29：24.1％→R2.3 末：25.0％） 

 在宅療養支援診療所数の向上（H39.10 末：162 件→R2 末：180 件） 

 県内訪問看護ステーション看護職員数の増加（H28：582.4 人→H31：678 人） 

 訪問歯科診療件数の増加（H30：503 件→R4：511 件） 

 がん患者在宅死亡割合の増加（H26：16.4％→H30：20.5％） 

（３）介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期県介護保険事業支援計画等におい

て予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

介護施設等の開設時に必要な準備経費に対して支援を行うことにより、開設時か

ら安定した質の高いサービスを提供するための体制を整備する。 

介護療養型医療施設の介護施設等への転換整備に対して支援を行い、介護療養病
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床の減少を促進する。 

既存の特別養護老人ホームの多床室におけるプライバシー保護のための改修に対

して支援を行うことにより居住環境の質を向上させる。 
・認知症高齢者グループホーム               １カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所              ２カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所         ３カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所            １カ所 

・認知症高齢者グループホーム開設準備経費に対する支援   11 カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所開設準備経費に対する支援   ６カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所開設準備経費に対する支援 

 １カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所開設準備経費に対する支援 

２カ所 

・介護療養型医療施設の介護施設等への転換整備支援     １カ所 

・既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援  

３カ所(68 床) 

・養護老人ホーム開設準備経費に対する支援         １カ所 

・特別養護老人ホーム開設準備経費に対する支援       １カ所 

・訪問看護ステーションの大規模化に対する支援       １カ所 

・介護医療院開設準備経費に対する支援           ２カ所 

・介護付きホームの開設準備経費に対する支援        １カ所 

・認知症高齢者グループホームの大規模修繕にあわせて行う 

介護ロボット導入支援                  １カ所 

（４）医療従事者の確保に関する目標 

以下に記載する医療介護総合確保区域の課題を解決することを目標とする。 

 医師の偏在を解消するための取組の促進 

 医療従事者にとって働きやすい職場環境の整備のための取組を促進 

 看護職員の養成、定着促進、離職防止及び復職支援のための取組の促進 

 臨床研修医マッチング者数の高水準の維持（R1：121 人） 

 特定診療科で勤務する医師数（H30：440 人→R2：460 人） 

 医師配置システムによる医師配置・派遣数の増加（H30：29 人→R1：43 人） 

 分娩 1,000 件あたりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

（H30：8.9 人→H31：9.0 人） 

 総合診療専門医新規養成数（H30：６名→R1：６名） 

 糖尿病性腎症による新規透析導入患者数の減少 

（H28：197 人→R1（H28～R1 平均）：H28 より減少） 

 県内病院新人看護職員離職率（H27：5.8％→R1：4.1％） 

 県内の認定看護師数の増加（H28：186 人→R1：243 人） 

 看護師等養成所運営費補助対象施設卒業生の県内就業率 

（H27：49.7％→R1：50％以上） 

 県内看護職員就業者数（H28：15,207 人→R1：15,877 人） 

 県内病院看護職員離職率（H27：10.6％→R1：10.3％） 
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 病院内保育所設置数（H29：42 施設→R1：42 施設を維持） 

 小児科２次救急輪番病院数（H30：13 機関→R1：13 機関を維持） 

 小児２次輪番病院の外来患者数（H30：4,876 人→R1：4,500 人） 

 DMAT チーム数（H30：24 チーム→R1：26 チーム） 

（５） 介護従事者の確保に関する目標 

介護現場における人材不足の改善に向け、介護従事者の増加を目標とする。 

  県、奈良労働局、県福祉人材センター、介護事業の経営者、職能団体、養成機関、

教育団体等で構成する協議会において、調査分析や施策の検討などを行い、県、市

町村、民間団体における様々な取組を推進する。 

(参入促進） 

   本県の介護分野の有効求人倍率は 5.02 倍（R1 年 6 月）と全国平均 4.08 倍を大き

く上回る状況にある。改善に向け、介護職の仕事の魅力とやりがいを発信するとと

もに、きめ細やかな就労斡旋などを実施する。 

 マッチングの機能強化（相談支援の専門員を配置） 

 地域への介護職の魅力発信（シンポジウム、講座の開催、インターシップ、啓

発紙の発行など） 

 若者、女性、中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施（職場体験など） 

 介護職員初任者研修資格取得支援 

 福祉・介護の就職フェアの開催（求人情報や資格取得情報等を提供） 

（資質の向上） 

有資格者に対して資質向上やキャリアアップのための研修やリーダー育成のため

の研修を行う。また、潜在的有資格者に対しては、離職後のフォローができていな

いため、再就労につなげるための研修等の実施によるアプローチを行う。 

 介護人材のキャリアアップ研修の実施 

 潜在介護福祉士の再就業支援（講座の開催、啓発パンフレットの作成） 

 認知症サポート医の養成 

 認知症介護、認知症介護指導者研修の実施 

 生活支援コーディネーターの養成 

（労働環境・処遇の改善） 

 介護職員は、勤務環境や処遇が問題となって離職することが多いことから、離職

防止のために介護職員と介護事業所双方への支援や働きやすい環境づくりに取り組

む。 

 早期離職防止のための OJT 支援 

 雇用管理改善の取組みのためのセミナー開催、相談支援 

 介護ロボット導入や施設内保育施設運営等に対する支援 

２． 計画期間 

令和元年度～令和５年度 

■奈良県全体（達成状況） 

１．目標の達成状況 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

・医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を図る

ため、奈良県の医療機能の分析及び個別病院の医療機能再編支援、病院間連携支援
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を行った。 

（３）介護施設等の整備に関する事業 

・認知症高齢者グループホーム               1 カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所              2 カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所         1 カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所            1 カ所 

・認知症高齢者グループホーム開設準備経費に対する支援   11 カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所開設準備経費に対する支援   6 カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所開設準備経費に対する支援  1 カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所開設準備経費に対する支援 2 カ所 

・介護療養型医療施設の介護施設等への転換整備支援     1 カ所 

・既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援 ３カ所(68 床) 

・養護老人ホーム開設準備経費に対する支援         １カ所  

・特別養護老人ホーム開設準備経費に対する支援       1 カ所  

・訪問看護ステーションの大規模化に対する支援       1 カ所  

・介護医療院開設準備経費に対する支援           2 カ所  

・介護付きホームの開設準備経費に対する支援        1 カ所 

・認知症高齢者グループホームの大規模修繕にあわせて行う 

介護ロボット導入支援                  １カ所 

（４）医療従事者の確保に関する事業 

 ・看護師等養成所の卒業生の県内就職率目標達成に向けて、着実に事業を進めている。 

２．見解 

・地域医療構想実現に向けた事業を行うことで、地域における病院の役割等について

県内病院の意識共有及び病床の機能分化が進み、効率的かつ効果的な医療提供体制

の構築が一定図られた。 

・また、県内の要介護・要支援認定者に対する地域密着型サービス施設が増加し、高

齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築が進んだ。 

３．目標の継続状況 

☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

□令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■奈良・東和・西和・中和・南和（目標と計画期間） 

１．中央区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（３）介護施設等の整備に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（４）医療従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（５）介護従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 
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２． 計画期間 

令和元年度～令和５年度 

□奈良・東和・西和・中和・南和（達成状況） 

１．目標の達成状況 

奈良県全体の達成状況と同じ 

２．見解 

   奈良県全体の達成状況と同じ 

３．目標の継続状況 

  ☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。      

  □令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
令和元年度奈良県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施状況を記

載。 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.26（医療分）】 

医師確保修学資金貸付金 

【総事業費】 

3,289 千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

奈良県内の地域間や診療科間の医師偏在を是正するため、県内医療機

関に一定期間従事する義務をともなう修学資金を貸与し、医師が不足

する地域や診療科に医師を誘導することが必要 

アウトカム指標： 

医師配置システムによる配置医師数（県費奨学生） 

R5：95 人（R4：80 人） 

事業の内容（当初計画） 医師の確保が困難なへき地等の医療機関や医師の確保が困難な特定の

診療科等（小児科、産婦人科、麻酔科、救急科、外科、脳神経外科、

総合診療を実施する科及び救命救急センター）、特定専攻課程（総合内

科分野、児童精神分野）に勤務する医師の養成及び確保を図るため、

県内医療機関に一定期間従事する義務をともなう修学資金を貸与 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
R5 貸与者数 89 人 

アウトプット指標（達成

値） 

R5 貸与者数 89 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

アウトプット指標未達成の原因等に対する見解と改善の方向性 

原因：成績不振による退学に伴う未達成 

改善：大学と連携し、成績不振者への面談を充実させ、学業に集中す

るよう働きかける。 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：医師配置システムによる配置

医師数（県費奨学生）R5:87 人 → R6:90 人 

（１） 事業の有効性 

・新規修学資金貸与者を 15 名確保した。 

（２）事業の効率性 

修学資金の貸与を受けた期間の３／２に相当する期間について、 

医師が不足する特定の診療科（産科、小児科など）、へき地等で 

の勤務を義務付けることにより、効率的に、医師が不足する特定 

の診療科、へき地等で勤務する医師の確保を図ることができる。 
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その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.１（介護分）】 

奈良県介護施設等整備事業 

【総事業費】 
4,122 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 介護事業者等 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 
・認知症高齢者グループホーム            １カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所           ２カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所      １カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所       １カ所 

・認知症高齢者グループホーム開設準備経費に対する支援   

 11 カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所開設準備経費に対する支援    

６カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所開設準備経費に対す

る支援                                         １カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所開設準備経費に対する 

支援                      ２カ所 

・介護療養型医療施設の介護施設等への転換整備支援 

                                           １カ所 

・既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援                   

３カ所（68 床) 

・養護老人ホーム開設準備経費に対する支援    １カ所 

・特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援 １カ所 

・訪問看護ステーションの大規模化に対する支援  １カ所 

・介護医療院開設準備経費に対する支援      １カ所 

・介護付きホームの開設準備経費に対する支援   １カ所 

・認知症高齢者グループホームの大規模修繕にあわせて行う 

介護ロボット導入支援             １カ所 

事業の内容（当初計画） ・地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

・介護施設等の開設に必要な準備経費に対して支援を行う。 

・介護療養型医療施設の介護施設等への転換整備に対して

支援を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・認知症高齢者グループホーム            １カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所           ２カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所      １カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所       １カ所 

・認知症高齢者グループホーム開設準備経費に対する支援   

 11 カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所開設準備経費に対する支援    

６カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所開設準備経費に対す

る支援                                         １カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所開設準備経費に対する 

支援                      ２カ所 

・介護療養型医療施設の介護施設等への転換整備支援 
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                                           １カ所 

・既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援                    

３カ所（68 床) 

・養護老人ホーム開設準備経費に対する支援    １カ所 

・特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援 １カ所  

・訪問看護ステーションの大規模化に対する支援  １カ所  

・介護医療院開設準備経費に対する支援      １カ所  

・介護付きホームの開設準備経費に対する支援   １カ所 

・認知症高齢者グループホームの大規模修繕にあわせて行う 

介護ロボット導入支援             １カ所 

アウトプット指標（達成

値） 

・認知症高齢者グループホーム            １カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所           ２カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所      １カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所       １カ所 

・認知症高齢者グループホーム開設準備経費に対する支援   

 11 カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所開設準備経費に対する支援    

６カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所開設準備経費に対す

る支援                                         １カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所開設準備経費に対する 

支援                      ２カ所 

・介護療養型医療施設の介護施設等への転換整備支援 

                                           １カ所 

・既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援                     

３カ所（68 床) 

・養護老人ホーム開設準備経費に対する支援    １カ所 

・特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援 １カ所  

・訪問看護ステーションの大規模化に対する支援  １カ所  

・介護医療院開設準備経費に対する支援      １カ所  

・介護付きホームの開設準備経費に対する支援   １カ所 

・認知症高齢者グループホームの大規模修繕にあわせて行う 

介護ロボット導入支援             １カ所 

事業の有効性・効率性 アウトカム指標 
・認知症高齢者グループホーム            １カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所           ２カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所      １カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所       １カ所 

・認知症高齢者グループホーム開設準備経費に対する支援   

 11 カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所開設準備経費に対する支援    

６カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所開設準備経費に対す

る支援                                         １カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所開設準備経費に対する 

支援                      ２カ所 

・介護療養型医療施設の介護施設等への転換整備支援 

                                           １カ所 

・既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援                   

３カ所（68 床) 

・養護老人ホーム開設準備経費に対する支援    １カ所 

・特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援 １カ所  

・訪問看護ステーションの大規模化に対する支援  １カ所  

・介護医療院開設準備経費に対する支援      １カ所  
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・介護付きホームの開設準備経費に対する支援   １カ所 

・認知症高齢者グループホームの大規模修繕にあわせて行う 

介護ロボット導入支援             １カ所 

（１）事業の有効性 
・地域密着型サービス施設等の整備により県内の要介護・

要支援認定者に対する地域密着型サービス事業所数が増加

し、高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構

築が図られた。 

・特別養護老人ホーム等の開設準備経費に対する支援を行

うことにより、開設時における安定した質の高いサービス

の提供が図られた。 
・介護療養型医療施設の介護施設等への転換整備に対して

支援を行い介護療養病床が減少した。 
（２）事業の効率性 
 調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、

一定の共通認識のもとで施設整備を行い、調達の効率化が

図られた。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.９（介護分）】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

【総事業費】 

18,000 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県、民間団体 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

事業の達成状況 アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画）  専門員を配置し、事業所における詳細な求人ニーズの把

握と求職者への相談、情報提供等を一体的に実施し、属

性に応じたきめ細やかなマッチングを行う。  
・求人支援：事業所訪問（ニーズ把握、求人開拓）、求

職者情報の提供、地域別就職フェア  
・求職者支援：出張相談、学校訪問、就職ガイダンス、

求人情報の提供、地域別就職フェア 

アウトプット指標（当初の目標値） 相談窓口の設置及び求人情報提供、キャリア支援専門員の

常駐 5 名派遣 

アウトプット指標（達成値） 福祉人材センターにおいて、就労継続相談窓口を設置し、

キャリア支援専門員 5 名による相談や助言を実施 
キャリア支援専門員相談件数：709 人(延) 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

相談窓口の設置及び求人情報提供、キャリア支援専門員の 
常駐 5 名派遣 

観察できた→就職者数 126 人（相談者のうち就職者数の割

合が昨年度 13.8％から 17.8％に増加） 

（１）事業の有効性 
本事業により 126 人が就職し、介護従事者が増加した。 

（２）事業の効率性 
民間事業者に委託することにより効率的に事業を実施し

た。 

その他  
 
 

 

 

 



   
別紙 

 
 
 

 
 
 

平成 30 年度奈良県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 

奈良県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出する

とともに、公表することに努めるものとする。 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につい

て、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った（医療分） 
 ・令和６年２月 19 日の医療審議会でその時点までの実施内容について報告を行った。 

 
 ☑ 行った（介護分） 
・令和６年９月２日開催の協議会でその時点までの実施内容について報告を行った。 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載するととも

に、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容については、審議会

等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし。 
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２．目標の達成状況 

 
平成30年度奈良県計画に規定する目標を再掲し、令和５年度終了時における目標の達成状況に

ついて記載。 

 

■奈良県全体 

１．目標 

 奈良県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、

安心して生活できるよう以下を目標に設定する。 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

既に導入済みの情報収集及び指標算出システムを活用し、各病院の医療提供状況等

の分析評価を行うとともに、地域における病院の役割等について関係病院と協議を行

い、病床の機能分化と病院間の連携の強化を図る。 

医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を図る

ため、病床規模の適正化を伴う施設・設備の整備に対して支援を行う。  

【定量的な目標値】   

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数   

 高度急性期 １，２７５床 

 急性期   ４，３７４床 

 回復期   ４，３３３床 

  慢性期   ３，０８１床 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県においては、高齢化社会のおとずれや疾病構造が慢性疾患を中心に変化して

いくことにより、長期にわたる療養や介護を必要とする高齢者の増加が見込まれてお

り、終末期を含め、在宅で介護や医療サービスを受けることを希望する高齢者も多い

ことから、円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制構築など、以下に記

載する医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安心して生活

できるようにすることを目標とする。 

訪問看護の推進を図るため、訪問看護関係者で構成する訪問看護推進協議会を開催

するとともに、訪問看護を担う人材の育成を図るための研修会を実施することや、訪

問看護に従事する看護職員を新たに雇用・育成する訪問看護ステーションに対する補

助を行うことで、看護職員の資質を向上させる。 

また、大学と病院が連携して、将来県内で在宅看護の業務に従事しようとする者に

奨学金を貸与し、在宅看護に関する教育プログラムを実施する制度に対して、補助金

を交付することにより、将来の在宅人材確保のインセンティブを与える。 

 在宅看取り率の向上（H28：22.6％→R2.3 末：25.0％） 

 在宅療養支援診療所数の向上（H29.11 末：151 件→R2.3 末：180 件） 

 県内訪問看護ステーション看護職員数の増加（H28：582.4 人→H31：678 人） 

 訪問歯科診療件数の増加（H29：433 件→H31：600 件） 

 がん患者在宅死亡割合の増加（H26：16.4％→H30：20.5％） 

（３）介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期県介護保険事業支援計画等におい

て予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

介護施設等の開設時に必要な準備経費に対して支援を行うことにより、開設時か

ら安定した質の高いサービスを提供するための体制を整備する。 

介護療養型医療施設の介護施設等への転換整備に対して支援を行い、介護療養病
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床の減少を促進する。 

 介護施設等へ配布する消毒液等の購入を行い、新型コロナウイルス感染拡大防止 

を図る。 
・認知症高齢者グループホーム              ３カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所             ４カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所        ２カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所           ３カ所 

・特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援      ３カ所 

・養護老人ホームの開設準備経費に対する支援        １カ所 

・認知症高齢者グループホーム開設準備経費に対する支援  ２カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所開設準備経費に対する支援  ５カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所開設準備経費に対する支援 

２カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所開設準備経費に対する支援 

２カ所 

・介護療養型医療施設の介護施設等への転換整備支援    ２カ所 

・介護医療院開設のための準備経費に対して支援      １カ所 

・訪問看護ステーションの大規模化に対する支援      １カ所 

  ・介護施設等へ配布する消毒液等の購入          １件 

（４）医療従事者の確保に関する目標 

以下に記載する医療介護総合確保区域の課題を解決することを目標とする。 

 医師の偏在を解消するための取組の促進 

 医療従事者にとって働きやすい職場環境の整備のための取組を促進 

 看護職員の養成、定着促進、離職防止及び復職支援のための取組の促進 

 臨床研修医マッチング者数の高水準の維持（H29：120 人） 

 特定診療科で勤務する医師数（H28：410 人→H30：430 人） 

 医師配置システムによる医師配置・派遣数の増加（H29：17 人→H30：30 人） 

 分娩 1,000 件あたりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

（H29：9.5 人→H30：9.6 人） 

 総合診療専門医新規養成数（H29：０名→H30：７名） 

 糖尿病性腎症による新規透析導入患者数の減少 

（H28：197 人→H30（H28～H30 平均）：H28 より減少） 

 県内病院新人看護職員離職率（H27：5.8％→H31：4.1％） 

 県内の認定看護師数の増加（H28：186 人→H31：243 人） 

 看護師等養成所運営費補助対象施設卒業生の県内就業率 

（H27：49.7％→H31：50％以上） 

 県内看護職員就業者数（H28：15,207 人→H31：15,877 人） 

 県内病院看護職員離職率（H27：10.6％→H31：10.3％） 

 病院内保育所設置数（H29：42 施設→H31：42 施設を維持） 

 小児科２次救急輪番病院数（H29：13 機関→H30：13 機関を維持） 

 小児２次輪番病院の外来患者数（H28：5,861 人→H29：5,000 人） 

 DMAT チーム数（H29：24 チーム→H30：26 チーム） 

（５） 介護従事者の確保に関する目標 
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介護現場における人材不足の改善に向け、介護従事者の増加を目標とする。 

  県、奈良労働局、県福祉人材センター、介護事業の経営者、職能団体、養成機関、

教育団体等で構成する協議会において、調査分析や施策の検討などを行い、県、市町

村、民間団体における様々な取組を推進する。 

(参入促進） 

   本県の介護分野の有効求人倍率は 5.26 倍（H30 年 6 月）と全国平均 3.72 倍を大

きく上回る状況にある。改善に向け、介護職の仕事の魅力とやりがいを発信すると

ともに、きめ細やかな就労斡旋などを実施する。 

 マッチングの機能強化（相談支援の専門員を配置） 

 地域への介護職の魅力発信（シンポジウム、講座の開催、インターシップ、啓

発紙の発行など） 

 若者、女性、中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施（職場体験など） 

 介護職員初任者研修資格取得支援 

 福祉・介護の就職フェアの開催（求人情報や資格取得情報等を提供） 

（資質の向上） 

有資格者に対して資質向上やキャリアアップのための研修やリーダー育成のため

の研修を行う。また、潜在的有資格者に対しては、離職後のフォローができていな

いため、再就労につなげるための研修等の実施によるアプローチを行う。 

 介護人材のキャリアアップ研修の実施 

 潜在介護福祉士の再就業支援（講座の開催、啓発パンフレットの作成） 

 認知症サポート医の養成 

 認知症介護、認知症介護指導者研修の実施 

 生活支援コーディネーターの養成 

（労働環境・処遇の改善） 

 介護職員は、勤務環境や処遇が問題となって離職することが多いことから、離職

防止のために介護職員と介護事業所双方への支援や働きやすい環境づくりに取り組

む。 

 早期離職防止のための OJT 支援 

 雇用管理改善の取組みのためのセミナー開催、相談支援 

 介護ロボット導入や施設内保育施設運営等に対する支援 

２． 計画期間 

平成 30 年度～令和５年度 
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□奈良県全体（達成状況） 

１．目標の達成状況 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

・地域医療構想実現に向けて、県内病院に対して、「面倒見のいい病院」の優良先進

事例等を共有するとともに平成30年度に策定した「見える化」指標をブラッシュア

ップし、地域における病院の役割等について認識共有を図った。 

（２）居宅等における医療の提供に関する事業 

 ・「がんネットなら」の効果もあり、がん患者の在宅死亡率が向上。 
（４）医療従事者の確保に関する事業 
  ・看護師養成所の卒業生の県内就職率目標達成に向けて、着実に事業を進めてい

る。 
（５）介護従事者の確保に関する事業 
  ・当初の目標に加え、新型コロナウイルス感染症対策も行った。 
２．見解 

・地域医療構想実現に向けた事業を行うことで、地域における病院の役割等について

県内病院の意識共有及び病床の機能分化が進み、効率的かつ効果的な医療提供体制

の構築が一定図られた。 

・新型コロナウイルス感染症対策においても一定程度成果をあげた。 

３．目標の継続状況 

☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

□令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■奈良・東和・西和・中和・南和（目標と計画期間） 

１．中央区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（３）介護施設等の整備に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（４）医療従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（５）介護従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

２． 計画期間 

平成 30 年度～令和５年度 

 

□奈良・東和・西和・中和・南和（達成状況） 

１．目標の達成状況 

奈良県全体の達成状況と同じ 

２．見解 

   奈良県全体の達成状況と同じ 

３．目標の継続状況 

  ☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。      
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  □令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

３．事業の実施状況 

 

平成30年度奈良県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施状況を記

載。 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 
事業名 【No.１（医療分）】 

地域医療構想実現に向けた医療機能強化推進事業 

【総事業費】 
14,280 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

将来的な医療需要に対応した医療提供体制の構築のためには、各医療機関

が地域の医療ニーズに則して自らの担う医療機能を明確化し、その担う役割

の方向性に沿った医療機能の発揮と連携の強化が必要 

アウトカム指標：各病院の医療機能の強化（指標値の上昇）  

事業の内容（当初計画） ・医療機能の「見える化」指標の作成 

・各病院から「見える化」指標の収集 

・病院間での指標結果の共有、県民等への公開 

・医療機能の「見える化」による各医療機関の機能分化、機能発揮、連携強化 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・「見える化」指標を策定する 

・指標結果を病院間で共有する 

・指標結果を分かりやすく県民に公開する 

アウトプット指標（達成

値） 

令和５年度においては、県内全病院の「面倒見のいい病院」機能を「見える化」

するための県内医療・介護関係者や有識者による指標検討会を２回開催し、作

成した指標項目のブラッシュアップと令和５年度版の各病院の指標算定を行

った。また、指標の病院間での共有を行い、一般病院では全ての病院で共有す

ることができた。また、自主的に自院にあった取組を取り入れてもらうため優

良先進事例等を共有するシンポジウムを１回開催するとともに、県民等へ向け

ホームページにて情報発信を行った。 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標：医療機能を「見える化」し、その結果

を病院間等で共有することにより、各病院の「自己評価」「自己改善」を促し、

医療機能の強化を図ることができた。 

（１）事業の有効性 

県が各病院の有する機能を同一の指標で「見える化」することにより、各病

院が自院の現状や特徴を把握した上で、自らが担うべき医療機能の明確化、そ

の方向性に沿った医療機能強化・連携強化に繋げられるデータを示すことがで

きた。 

（２）事業の効率性 

 各病院が独自で機能評価や分化・連携を模索するのではなく、県が提示した

同一基準の指標から自院の機能（「強み」「弱み」）を把握することで、機能分

化・連携に至るプロセスを効率化できる。県の指標策定の際には、有識者を中

心メンバーとした「指標検討会」を開催して議論を進めることで、効率的な指

標検討を行うことができた。 
その他  
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.27（医療分）】 

がん医療機能分化連携推進事業 

【総事業費】 

23,772 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 奈良県立医科大学 

事業の期間 令和４年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県のがん死亡率（75 歳未満年齢調整）は低下しているが、さらに

「がんで亡くならない県、日本一」を目指すため、県内での「ゲノム医

療」等の新たながん医療に対応する体制整備が必要となっている。 

アウトカム指標：がん 75 歳未満年齢調整死亡率（人口 10万対） 

R4：62.3 

事業の内容（当初計画） 奈良県立医科大学に設置した「腫瘍内科学講座」に対し、がん薬物療

法専門医や、県内のがん治療水準の向上、医療施設間のネットワーク化

に係る調査・研究等講座運営に必要な経費を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

県内がん薬物療法専門医 

 R1：5 人 → R6：12 人 

県内がんゲノム医療拠点病院の指定 

 現在：0医療機関 → R6：1 医療機関 

県内がんゲノム医療連携病院の指定 

 現在 4病院 → R6：5 医療機関 

アウトプット指標（達成

値） 

県内がん薬物療法専門医：15人 

県内がんゲノム医療拠点病院の指定：1医療機関 

県内がんゲノム医療連携病院の指定：4医療機関 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

がん 75 歳未満年齢調整死亡率（人口 10 万対）R5：59.0 

（１）事業の有効性 

がん薬物療法専門医を育成、県内がん診療連携拠点病院へ配置し、専門医の空

白地域を解消することで、県内のがんゲノム医療、薬物療法に係る医療施設間の

機能分化及びネットワーク化を図った。また、令和５年度から奈良県立医科大学

附属病院ががんゲノム医療拠点病院の指定を受けることとなった。今後、検査か

ら治療まで自施設で完結できる県内のがんゲノム医療拠点病院を中心に、がんゲ

ノム医療を適切に受けられる体制を整えることで、県内のがん治療水準が向上し、

更なる年齢調整死亡率の低下が見込まれる。 

なお、県内がんゲノム医療連携病院の指定は目標値には届いていないが、これ

は奈良県立医科大学附属病院が「がんゲノム医療連携病院」の指定から「がんゲ

ノム医療拠点病院」の指定に移ったためである。 

（２）事業の効率性 

医療連携体制の推進及び主要な機能を担う医療機関として、都道府県がん診療

連携拠点病院の指定を受け、専門的ながん診療機能を有し、かつ、県内唯一の医

師教育機関である奈良県立医科大学に上記講座を設置運営し、事業を実施するこ

とで、効率よく県内のがん薬物療法専門医を増加させることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２（介護分）】 
介護人材確保協議会運営事業 

【総事業費】 

11,000 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築

を図る。 

アウトカム指標： 

介護従事者（常勤換算）の増加 年 658 人 

事業の内容（当初計画）  県、奈良労働局、県福祉人材センター、介護事業の経

営者、介護従事者、養成機関等で協議会を立ち上げ、

奈良県の介護人材確保における現状を調査して分析

を行い、介護人材の確保・定着に向けた取組の立案や、

人材育成等に取り組む事業所に対しての認証評価制

度運用に関する協議を行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

介護人材確保協議会での介護人材の確保・定着への検討 
認証事業所年 86 事業所 

アウトプット指標（達成値） 奈良県福祉・介護人材確保協議会を開催し、介護人材の確

保・定着について検討した。 
認証事業所年 33 事業所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：認証事業所数の増

加 

観察できた → 延べ認証事業所数が 578事業所から 611

事業所に増加した。 

 

（１）事業の有効性 

奈良県福祉・介護人材確保協議会を開催し、意見を反映し

て各種施策を推進した。また認証評価制度の運用により人

材育成等に積極的に取り組む福祉・介護事業所が増加し

た。 

 

（２）事業の効率性 

今後も協議会を運営し各種施策の評価及び立案を効率的

に行う。認証制度については民間事業者に委託して実施す

ることにより効率的な制度運用を行った。 

 

その他  
 

 



   
別紙 

 
 
 

 
 
 

平成 29 年度奈良県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 

奈良県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出すると

ともに、公表することに努めるものとする。 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につい

て、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った（医療分） 
・医療分については、令和６年２月 19 日の医療審議会でその時点までの実施内容に

ついて報告を行った。 
 

 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載するととも

に、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容については、審議会

等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし。 
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２．目標の達成状況 

 
平成29年度奈良県計画に規定する目標を再掲し、令和５年度終了時における目標の達成状況につ

いて記載。 

 

■奈良県全体（目標と計画期間） 

１．目標 

 奈良県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、

安心して生活できるよう以下を目標に設定する。 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

既に導入済みの情報収集及び指標算出システムを活用し、各病院の医療提供状況等

の分析評価を行うとともに、地域における病院の役割等について関係病院と協議を行

い、病床の機能分化と病院間の連携の強化を図る。 

医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を図る

ため、病床規模の適正化を伴う施設・設備の整備に対して支援を行う。 

【定量的な目標値】   

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数   

 高度急性期 １，２７５床 

 急性期   ４，３７４床 

 回復期   ４，３３３床 

 慢性期   ３，０８１床 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県においては、高齢化社会のおとずれや疾病構造が慢性疾患を中心に変化して

いくことにより、長期にわたる療養や介護を必要とする高齢者の増加が見込まれてお

り、終末期を含め、在宅で介護や医療サービスを受けることを希望する高齢者も多い

ことから、円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制構築など、以下に記

載する医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安心して生活

できるようにすることを目標とする。 

訪問看護の推進を図るため、訪問看護関係者で構成する訪問看護推進協議会を開催

するとともに、訪問看護を担う人材の育成を図るための研修会を実施することや、訪

問看護に従事する看護職員を新たに雇用・育成する訪問看護ステーションに対する補

助を行うことで、看護職員の資質を向上させる。 

また、大学と病院が連携して、将来県内で在宅看護の業務に従事しようとする者に

奨学金を貸与し、在宅看護に関する教育プログラムを実施する制度に対して、補助金

を交付することにより、将来の在宅人材確保のインセンティブを与える。 

 在宅看取り率の向上（H27：22.5％→H30：24.0％） 

 在宅療養支援診療所数の向上（H27：143 件→H30：165 件） 

 県内訪問看護ステーション看護職員数の増加（H26：433.7 人→H31：678 人） 

 在宅看護奨学金貸与者で県内就業した人数の増加（H30 見込１人→H31：２人） 

 訪問歯科診療件数の増加（H29：433 件→H30：500 件） 

 がん在宅ケア診療を行っている診療所割合の増加（H26：42％→H30：45％） 

（３）介護施設等の整備に関する目標 

介護施設等の開設時、訪問看護ステーションの大規模化やサテライト型事業所の

設置に必要な準備経費に対して支援を行うことにより、開設時から安定した質の高

いサービスを提供するための体制を整備する。また、既存の特別養護老人ホームの

多床室におけるプライバシー保護のための改修に対して支援を行うことにより居住



3 

環境の質を向上させる。 
  ・小規模多機能型居宅介護事業所の整備費用に対する支援  １カ所 
  ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整備費用に対する支援 
                              １カ所 

・特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援     ４カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援１カ所 
  ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の開設準備経費に対する支援 

                            １カ所 

  ・訪問看護ステーションの大規模化に対する支援      ５カ所 

・既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援  

13 カ所(732 床) 

・施設内保育施設の開設準備経費に対する支援       ３カ所 

・特別養護老人ホームの大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

                              １カ所 

・認知症高齢者グループホームの大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

                              ２カ所 

   

（４）医療従事者の確保に関する目標 

以下に記載する医療介護総合確保区域の課題を解決することを目標とする。 

 医師の偏在を解消するための取組の促進 

 医療従事者にとって働きやすい職場環境の整備のための取組を促進 

 看護職員の養成、定着促進、離職防止及び復職支援のための取組の促進 

 臨床研修医マッチング者数の増加（H28：115 人→H29：116 人） 

 特定診療科で勤務する医師数（H26：400 人→420 人） 

 医師配置システムによる医師配置・派遣数の増加（H29：17 人→H30：30 人） 

 分娩 1,000 件あたりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

（H28：9.4 人→H29：9.5 人） 

 総合診療専門医新規養成数（H29：０名→H30：８名） 

 糖尿病性腎症による新規透析導入患者数の減少 

（H28：197 人→H29：H28 より減少） 

 重症以上傷病者の搬送事例における照会回数４回以上の割合をH35に全国平均

（H27：2.7％）以下にする。（奈良県 H27 年実績：8.6％） 

 県内病院新人看護職員離職率（H26：4.3％→H31：4.2％） 

 県内の認定看護師数の増加（H27：166 人→H31：243 人） 

 看護師等養成所運営費補助対象施設卒業生の県内就業率 

（H27：66.8％→H31：70％） 

 県内看護職員就業者数（H26：14,713 人→H31：15,877 人） 

 県内病院看護職員離職率（H26：11.2％→H31：10.8％） 

 病院内保育所設置数（H28：40 施設→H31：40 施設を維持） 

 小児科２次救急輪番病院数（H28：13 機関→H29：13 機関を維持） 

 小児２次輪番病院の外来患者数（H28：5,861 人→H29：5,000 人） 

 DMAT チーム数（H28：21 チーム→H29：24 チーム） 
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（５）介護従事者の確保に関する目標 

介護現場における人材の不足感の改善に向けて、介護従業者（常勤換算）の増加を

目標とする。その際、県内の関係者が各自役割分担をするとともに、連携して介護人

材確保のための取り組みを進めていけるよう、29 年度中に県・奈良労働局・県福祉人

材センター・介護事業の経営者・介護従事者・職能団体・養成機関等で構成する協議

会を開催し、介護人材確保対策について調査分析や事業の検討などを行う。 

(参入促進） 

 介護職については、マイナスイメージが強く、職業として選ばれにくい状況にあ

るため、介護職の魅力を発信するとともに、細やかな就労斡旋などを実施して参入

促進を図る。 

 マッチングの機能強化 

 職場体験 

 地域への介護職の魅力発信 

 若者、女性、中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施 

 生活・介護支援サポーターの養成 

 介護職員初任者研修資格取得支援 

 福祉・介護の就職フェアの開催 

（資質の向上） 

有資格者に対して資質向上やキャリアアップのための研修やリーダー育成のため

の研修を行う。また、潜在的有資格者に対しては、離職後のフォローができていな

いため、再就労につなげるための研修等の実施によるアプローチを行う。さらに、

地域包括ケアシステム構築のため、地域包括支援センターの機能強化などの市町村

支援や認知症ケアに携わる人材や生活支援コーディネーターの養成等を行う。 

 介護人材のキャリアアップ研修の実施 

 潜在介護福祉士の再就業支援 

 認知症初期集中支援チーム員､認知症地域支援推進員、認知症サポート医の養

成 

 認知症介護、認知症介護指導者研修の実施 

 生活支援コーディネーターの養成 

 地域包括ケアシステムに関わる人材の育成 

 権利擁護人材の養成 

（労働環境・処遇の改善） 

 介護職員は、勤務環境や処遇が問題となって離職することが多いことから、離職

防止のために介護職員と介護事業所双方への支援や働きやすい環境づくりに取り組

む。 

 早期離職防止のための OJT 支援 

 雇用管理改善の取組みのためのセミナー開催、相談支援 

 介護ロボット導入や施設内保育施設運営等に対する支援 

２． 計画期間 

平成 29 年度～令和５年度 
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■奈良県全体（達成状況） 

１．目標の達成状況 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

・令和５年度は、当事業の支援を活用し、既存の病床を回復期機能に転換させる病院

がなかったため、実績はない。 

（２）居宅等における医療の提供に関する事業 

・「がんネットなら」の効果もあり、がん患者の在宅死亡率が向上。 

（３）介護施設等の整備に関する事業 

・小規模多機能型居宅介護事業所の整備費用に対する支援  １カ所 
 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整備費用に対する支援 
                             １カ所 

・特別養護老人ホーム等の開設準備経費に対する支援    ４カ所 

・小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援１カ所 
 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の開設準備経費に対する支援 

                           １カ所 

 ・訪問看護ステーションの大規模化に対する支援      ５カ所 

・既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援  

13 カ所(732 床) 

・施設内保育施設の開設準備経費に対する支援       ３カ所 

・特別養護老人ホームの大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

                             １カ所 

・認知症高齢者グループホームの大規模修繕にあわせて行う介護ロボット導入支援                

                             ２カ所 

（４）医療従事者の確保に関する事業 

 ・修学資金貸与者のへき地医療機関、特定診療科等又は特定専攻課程で勤務する医師

数83人を確保した。 

（５）介護従事者の確保に関する事業 

 ・当初の目標に加え、新型コロナウイルス感染症対策も行った。 

２．見解 

・地域医療構想の実現に向けた医療提供体制を構築するための仕組みづくりが一定程

度進んだ。 

・また、県内の要介護・要支援認定者に対する地域密着型サービス施設が増加し、高

齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築が進んだ。 

・新型コロナウイルス感染症対策においても一定程度成果をあげた。 

３．目標の継続状況 

☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

□令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■奈良・東和・西和・中和・南和（目標と計画期間） 

１．中央区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 
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（３）介護施設等の整備に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（４）医療従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（５）介護従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

２． 計画期間 

平成 29 年度～令和５年度 

 

□奈良・東和・西和・中和・南和（達成状況） 

１．目標の達成状況 

奈良県全体の達成状況と同じ 

２．見解 

   奈良県全体の達成状況と同じ 

３．目標の継続状況 

  ☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。      

  □令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
平成29年度奈良県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施状況を記

載。 

 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 
事業名 【No.１（医療分）】 

病床機能転換事業 

【総事業費】 
0 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県内病院 

事業の期間 平成２９年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

2025 年に必要となる機能別病床数を見据えると、地域医療構想

に沿った病床機能転換（病床機能の集約化・再編）、他分野への

転換（介護・健康・福祉）を図る必要がある。 

アウトカム指標：病床数 

・地域医療構想（高度急性期 1,275 床、急性期 4,374 床、回復期

4,333 床、慢性期 3,081 床）  

・H28 病床機能報告（高度急性期 1,466 床、急性期 6,997 床、回

復期 1,997 床、慢性期 3,194 床） 

事業の内容（当初計画） 医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提

供体制の構築を図るため、ＥＲ型救急医療体制の強化や病床機能

の適正化に向けた施設・設備の整備に対して補助金を交付するこ

とにより支援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

機能転換病床数 330 床（平成 29～令和２年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

令和５年度においては、 

補助金を活用した病床転換の実績はなかった。 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

回復期機能等の充実 

・R5 病床機能報告（高度急性期 1,331 床、急性期 6,626 床、回復

期 2,574 床、慢性期 2,551 床） 

（１）事業の有効性 

回復期機能や在宅医療体制強化につながる病棟整備であり、

病床機能の分化・連携の促進に繋げられる。（ただし、今年度

は補助金の活用がなかったため、引き続き公募につながるよう

周知していく。） 

（２）事業の効率性 

回復期への病床転換を図るため、病院長の集まる会議等での

周知を行った。  
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.26（医療分）】 

医師確保修学資金貸付金 

【総事業費】 

2,242 千円 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

奈良県内の地域間や診療科間の医師偏在を是正するため、県内医療機

関に一定期間従事する義務をともなう修学資金を貸与し、医師が不足

する地域や診療科に医師を誘導することが必要 

アウトカム指標： 

医師配置システムによる配置医師数（県費奨学生） 

R5：95 人（R4：80 人） 

事業の内容（当初計画） 医師の確保が困難なへき地等の医療機関や医師の確保が困難な特定の

診療科等（小児科、産婦人科、麻酔科、救急科、外科、脳神経外科、

総合診療を実施する科及び救命救急センター）、特定専攻課程（総合内

科分野、児童精神分野）に勤務する医師の養成及び確保を図るため、

県内医療機関に一定期間従事する義務をともなう修学資金を貸与 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
R5 貸与者数 89 人 

アウトプット指標（達成

値） 

R5 貸与者数 89 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

アウトプット指標未達成の原因等に対する見解と改善の方向性 

原因：成績不振による退学に伴う未達成 

改善：大学と連携し、成績不振者への面談を充実させ、学業に集中す

るよう働きかける。 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：医師配置システムによる配置

医師数（県費奨学生）R5:87 人 → R6:90 人 

（１） 事業の有効性 

・新規修学資金貸与者を 15 名確保した。 

 

（２）事業の効率性 

修学資金の貸与を受けた期間の３／２に相当する期間について、 

医師が不足する特定の診療科（産科、小児科など）、へき地等で 

の勤務を義務付けることにより、効率的に、医師が不足する特定 

の診療科、へき地等で勤務する医師の確保を図ることができる。 

 

その他  

 

 

 



   
別紙 

 
 
 

 
 
 

平成 28 年度奈良県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 

奈良県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出すると

ともに、公表することに努めるものとする。 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につい

て、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った（医療分） 
・医療分については、令和６年２月 19 日の医療審議会でその時点までの実施内容につ

いて報告を行った。 
 
 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載するととも

に、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容については、審議会

等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし。 
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２．目標の達成状況 

 
平成28年度奈良県計画に規定する目標を再掲し、令和５年度終了時における目標の達成状況につ

いて記載。 

 

■奈良県全体（目標と計画期間） 

１．目標 

 奈良県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、

安心して生活できるよう以下を目標に設定する。 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

既に導入済みの情報収集及び指標算出システムを活用し、各病院の医療提供状況等

の分析評価を行うとともに、地域における病院の役割等について関係病院と協議を行

い、病床の機能分化と病院間の連携の強化を図る。 

医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を図る

ため、施設・設備の整備に対して支援を行う。（回復期病床への転換等） 

奈良医大附属病院に搬送された救急患者をより安全、迅速にＥＲセンターに搬送す

るための施設設備整備等を行い、ＥＲ型救急医療体制の強化を図る。 

【定量的な目標値】   

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数   

 高度急性期 １，２７５床 

 急性期   ４，３７４床 

 回復期   ４，３３３床 

 慢性期   ３，０８１床 

（２） 居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県においては、高齢化社会のおとずれや疾病構造が慢性疾患を中心に変化して

いくことにより、長期にわたる療養や介護を必要とする高齢者の増加が見込まれてお

り、終末期を含め、在宅で介護や医療サービスを受けることを希望する高齢者も多い

ことから、円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制構築など、以下に記

載する医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安心して生活

できるようにすることを目標とする。 

訪問看護の推進を図るため、訪問看護関係者で構成する訪問看護推進協議会を開催

するとともに、訪問看護を担う人材の育成を図るための研修会を実施する。 

認知症の早期診断及び継続治療における医療の資質向上と、認知症になっても住み

慣れた地域で安心して暮らせるよう、認知症ケアパスを確立させ、医療と介護の切れ

目のない有機的な連携を構築するため、各関係機関における取組状況や課題について

情報共有を行い、認知症ケアパス作成に向けた検討を行う。認知症ケアの連携ツール

の普及啓発を図っていくため、研修・講演会を開催し、連携ツールを活用する医療機

関の増加につなげる。 

県及び市町村保健師のネットワーク機能を強化し、地域の特性を踏まえた健康課題

を共有し、予防から地域ケアまで切れ目なく提供できる仕組みを作る。 

がん患者の罹患情報等を収集し、がん患者の増加傾向や年齢別、性別等医療圏ごと

に分析し、在宅医療を推進していく。また、県民へ在宅医療を含む有益ながん情報を

提供する。 

・ 円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制構築 

・ 日常の療養支援が可能な体制構築 

・ 急変時の対応が可能な体制構築 

・ 患者が望む場所での看取りが可能な体制構築 
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【定量的な目標値】 

在宅死亡率の維持及び向上 

（３） 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期県介護保険事業支援計画等にお

いて予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
介護施設等の開設時に必要な準備経費に対して支援を行うことにより、開設時

から安定した質の高いサービスを提供するための体制を整備する。 

また、既存の特別養護老人ホームの多床室におけるプライバシー保護のための

改修に対して支援を行うことにより居住環境の質を向上させる。 

 【定量的な目標値】    
・ 認知症高齢者グループホーム            ２カ所増 
・  認知症高齢者グループホームの開設準備経費に対する支援 

２カ所 
・ 特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援   ６カ所 
・ 介護老人保健施設の開設準備経費に対する支援    ３カ所 
・ 既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援 

６カ所（456 床） 
・  介護療養型医療施設の介護医療院への転換の際の開設準備経費に対する支援 

                            １カ所 

（４） 医療従事者の確保に関する目標 

以下に記載する医療介護総合確保区域の課題を解決することを目標とする。 

・ 医師の偏在を解消するための取組の促進 

・ 医療従事者にとって働きやすい職場環境の整備のための取組を促進 

・ 看護職員の養成、定着促進、離職防止及び復職支援のための取組の促進 

【定量的な目標値】 

・ 臨床研修医マッチング者数の増加 

・ 県費奨学生の累計配置者数の増加 

・ 医師配置システムによる医師配置・派遣数の増加 

・ 分娩を取り扱う常勤産科医数９３．９人の増加 

・ 県内の総合診療専門医数８名 

・ 糖尿病専門医数の増加 

・ 県内病院の女性医師数の増加 

・ 県内病院で就業する看護職員数の増加 

・ 県内の認定看護師数の増加 

・ 県内看護師等養成所卒業生の国家試験合格率全国平均以上 

・ 勤務環境改善計画策定病院数１３病院 

・ DMAT チーム数２０チーム 

・ 県内全市町村に乳幼児健康診査事業の評価体制の構築 

・ 緊急度の高い患者の受入先確保に要する病院照会回数が４回以上の割合を H29

には H23（13.2％）から半減 

・ 小児輪番病院の一当番当たりの患者数７．７人 

・ 小児輪番患者数 7,511 人、小児輪番病院への入院患者割合 21.7％ 

（５） 介護従事者の確保に関する目標 
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介護現場における人材の不足感の改善に向けて、介護従業者（常勤換算）の増加

を目標とする。その際、県内の関係者が各自役割分担をするとともに、連携して介

護人材確保のための取り組みを進めていけるよう、27 年度中に県・奈良労働局・県

福祉人材センター・介護事業の経営者・介護従事者・職能団体・養成機関等で構成

する協議会を設置し、介護人材確保対策について調査分析や事業の検討などを行う。 

（参入促進） 

 介護職については、マイナスイメージが強く、職業として選ばれにくい状況にあ

るため、介護職の魅力を発信するとともに、細やかな就労斡旋などを実施して参入

促進を図る。 

・ マッチングの機能強化 

・ 職場体験 

・ 地域への介護職の魅力発信 

・ 若者、女性、中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施 

・ 生活・介護支援サポーターの養成 

・ 介護職員初任者研修資格取得支援 

・ 福祉・介護の就職フェアの開催 

（資質の向上） 

有資格者に対して資質向上やキャリアアップのための研修やリーダー育成のため

の研修を行う。また、潜在的有資格者に対しては、離職後のフォローができていな

いため、再就労につなげるための研修等の実施によるアプローチを行う。さらに、

地域包括ケアシステム構築のため、地域包括支援センターの機能強化などの市町村

支援や認知症ケアに携わる人材や生活支援コーディネーターの養成等を行う。 

・ 介護人材のキャリアアップ研修の実施 

・ 潜在介護福祉士の再就業支援 

・ 認知症初期集中支援チーム員､認知症地域支援推進員、認知症サポート医の養成 

・ 認知症介護、認知症介護指導者研修の実施 

・ 生活支援コーディネーターの養成 

・ 地域包括ケアシステムに関わる人材の育成 

・ 権利擁護人材の養成 

（労働環境・処遇の改善） 

 介護職員は、勤務環境や処遇が問題となって離職することが多いことから、離職

防止のために介護職員と介護事業所双方への支援や働きやすい環境づくりに取り組

む。 

・ 早期離職防止のためのＯＪＴ支援 

・ 雇用管理改善の取組みのためのセミナー開催、相談支援 

・ 介護ロボット導入や施設内保育施設運営等に対する支援 

２． 計画期間 

平成28年度～令和５年度 
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□奈良県全体（達成状況） 

１．目標の達成状況 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

・医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を図る

ため、奈良県の医療機能の分析及び個別病院の医療機能再編支援、病院間連携支援

を行った。 

（４）医療従事者の確保に関する事業 

 ・修学資金貸与者のへき地医療機関、特定診療科等又は特定専攻課程で勤務する医師

数83人を確保した。 

（５） 介護従事者の確保に関する事業 

 ・当初の目標に加え、新型コロナウイルス感染症対策も行った。 

２．見解 

 ・地域医療構想の実現に向けた医療提供体制を構築するための仕組みづくりが一定程

度進んだ。 

・新型コロナウイルス感染症対策においても一定程度成果をあげた。 

３．目標の継続状況 

☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

□令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■奈良・東和・西和・中和・南和（目標と計画期間） 

１．中央区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（３）介護施設等の整備に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（４）医療従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（５）介護従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

２． 計画期間 

平成 28 年度～令和５年度 

 

□奈良・東和・西和・中和・南和（達成状況） 

１．目標の達成状況 

奈良県全体の達成状況と同じ 

２．見解 

   奈良県全体の達成状況と同じ 

３．目標の継続状況 

  ☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。      

  □令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
平成28年度奈良県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施状況を記

載。 

 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 
事業名 【No.１（医療分）】 

医療機能・分化連携施設設備整備事業 

【総事業費】 
14,177 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 奈良県、県内病院 

事業の期間 平成２８年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

・奈良県が目指す保健医療体制の実現のため、病院が提供する医

療機能と病院間の連携状況の可視化（見える化）が重要である。 
・地域医療構想に基づき、2025 年を見据えると、特に回復期を

担う病床が不足することが見込まれるため、既存の病床を回復期

機能に転換させることが必要である。 

アウトカム指標：医療連携の強化、回復期病床数（H27 病床機能

報告 1,832 床、地域医療構想 4,333 床） 

事業の内容（当初計画） ・既に導入済みの情報収集及び指標算出システムを活用し、各病

院の医療提供状況等の分析評価を行うとともに、地域における病

院の役割等について関係病院と協議を行い、病床の機能分化と病

院間の連携の強化を図る。 

・医療機関の機能分化・連携により、効率的かつ効果的な医療提

供体制の構築を図るため、施設・設備の整備及びＥＲ救急医療体

制の強化に対して支援を行う。（回復期病床への転換等） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・設定指標の改善（脳卒中等）、急性期病床から回復期病床に転

換する病床 28 床 

アウトプット指標（達成

値） 

令和５年度においては、補助金を活用した病床転換の実績はなか

った。 

各病院の医療提供状況等の分析を行った。 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

回復期病床数（R5.7 回復期病床：2,574 床） 

（１）事業の有効性 

   病院の経営傾向を踏まえた支援や病院間連携強化への支援

を行うことで、病院の自主的な機能再編・連携強化等を図る

ことができた。 

（２）事業の効率性 

  各病院が単独で実施することが困難なデータ分析等をサポ

ートすることで、効率的な機能再編・連携強化の検討に繋げ

られた。 
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.１（医療分）】 
医療機能・分化連携施設設備整備事業 

【総事業費】 

8,182 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 奈良県立医科大学 

事業の期間 平成２８年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

・ＥＲ型救急医療体制を強化することにより、他の医療機関の回

復期への病床転換を誘導し、地域医療構想の達成に向けた病床の

機能の連携を進めることが必要である。 

アウトカム指標：回復期病床数（R7 病床機能報告 1,832 床、地域

医療構想 4,333 床） 

事業の内容（当初計画） ・奈良医大附属病院に搬送された救急患者をより安全、迅速にＥ

Ｒセンターに搬送するための施設設備整備等を行い、ＥＲ型救急

医療体制の強化を図る 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・奈良県立医大附属病院における施設設備整備の実施 

アウトプット指標（達成

値） 

令和５年度においては、奈良県立医科大学附属病院のＥＲ型救急

医療体制の強化に係る設備の整備を実施した。 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

回復期病床数（R5.7 回復期病床：2,574 床） 

（１）事業の有効性 

当該事業を実施したことにより、ＥＲ型救急医療体制の強化に

向けて取り組むことができた。ＥＲ型の救急医療体制が強化され

ることで、他の医療機関の回復期への病床転換を誘導し、病床機

能の連携に資することができた。 

（２）事業の効率性 

救急医療体制の強化と他の医療機関の回復期への病床転換を図

ることができ、効率的な事業である。効率的な事業の実施に向け

て、実施主体と随時、情報共有をしながら、取り組んだ。 

その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につい

て、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

 ☑ 行った（介護分） 
 （実施状況） 
  ・令和６年９月２日開催の協議会でその時点までの実施内容について報告を行っ

た。 
 
□ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 
 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載するととも

に、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容については、審議会

等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし。 
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２．目標の達成状況 

 
平成27年度奈良県計画に規定する目標を再掲し、令和５年度終了時における目標の達成状況につ

いて記載。 

 

■奈良県全体 

１．奈良県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

 奈良県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、

安心して生活できるよう以下を目標に設定する。 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

地域医療支援病院等と地域医療を担うかかりつけ医（診療所）で共通の診察券を導 

入し、カードに患者の診療情報や検査結果データを記録する機能を付けることにより、 

情報共有できる仕組みの構築。奈良医大附属病院に搬送された救急患者をより安全、

迅速にＥＲセンターに搬送するための施設設備整備等を行い、ＥＲ型救急医療体制を

強化。 

 今後、急性期から回復期、在宅医療に至るまでの一連のサービスを地域において確

保するため、病床の機能分化・連携を推進するための施設・設備整備を支援。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する令和７年度に必要となる医療機能ごとの病床数   

 高度急性期 １，２７５床 

 急性期   ４，３７４床 

 回復期   ４，３３３床 

 慢性期   ３，０８１床 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 

奈良県においては、高齢化社会のおとずれや疾病構造が慢性疾患を中心に変化して

いくことにより、長期にわたる療養や介護を必要とする高齢者の増加が見込まれてお

り、終末期を含め、在宅で介護や医療サービスを受けることを希望する高齢者も多い

ことから、円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制構築など、以下に記

載する医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安心して生活

できるようにすることを目標とする。 

また、重症心身障害のある人が地域で家族と安心して暮らせるよう、相談、レスパ

イトの調整等が行える体制整備を図る。 

また、てんかん患者の診療実態の把握や精神障害者の包括的支援を通じて医療連携

体制の構築を目指す。 

・ 円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制構築 

・ 日常の療養支援が可能な体制構築 

・ 急変時の対応が可能な体制構築 

・ 患者が望む場所での看取りが可能な体制構築 

→ 在宅死亡率の維持及び向上 

（３）介護施設等の整備に関する目標 

○当初分（医療介護提供体制改革推進交付金） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期県介護保険事業支援計画等にお

いて予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

介護施設等の開設時に必要な準備経費に対して支援を行うことにより、開設時

から安定した質の高いサービスを提供するための体制を整備する。 
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また、既存の特別養護老人ホームの多床室におけるプライバシー保護のための

改修に対して支援を行うことにより居住環境の質を向上させる。 

○補正分（地域介護対策支援臨時特例交付金） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備の加速

化を図る。 

介護施設等の開設時に必要な準備経費に対して支援を行うことにより、開設時か

ら安定した質の高いサービスを提供するための体制を整備する。 

【定量的な目標値】 

○当初分（医療介護提供体制改革推進交付金） 

・ 認知症高齢者グループホーム            ５カ所増 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所           ４カ所増 

・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所         １カ所増 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所      ９カ所増 

・ 緊急ショートステイ                １カ所増 

・ 施設内保育施設                  ３カ所増 

・ 訪問看護ステーション（サテライト）        １カ所増 

・ 訪問看護ステーション大規模化           ３カ所 

・ 特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援   ２カ所 
・ 介護老人保健施設の開設準備経費に対する支援    １カ所 
・ 既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援 

16カ所（595床） 

○補正分（地域介護対策支援臨時特例交付金） 

・ 地域密着型特別養護老人ホーム           ２カ所増 

・  小規模な介護医療院                １カ所増 

・ 認知症高齢者グループホーム             12カ所増 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所             5カ所増 

・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所          2カ所増  

・ 定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所       17カ所増 

・ 施設内保育施設                必要数を整備 

・ 小規模な介護付きホーム              １カ所増 

・ 特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援   ５カ所 

・ 介護老人保健施設の開設準備経費に対する支援    ５カ所 

・ 養護老人ホームの開設準備経費に対する支援     ２カ所 

 ・ 認知症高齢者グループホームの開設準備経費に対する支援 

                                                   ６カ所 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援 

                              ２カ所 

・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援 

                              １カ所 

・ 訪問看護ステーションの大規模化に対する支援    １カ所 

・  施設内保育施設の開設準備経費に対する支援     必要数を整備 
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・ 介護付きホームの開設準備経費に対する支援     ３カ所 

・ 介護施設等の創設を条件に行う特別養護老人ホームの 

大規模修繕・耐震化整備支援            １カ所 

・ 介護職員の宿舎施設整備事業            １カ所 

（４）医療従事者の確保に関する目標 

以下に記載する医療介護総合確保区域の課題を解決することを目標とする。 

・医師の偏在を解消するための取組の促進 

・特定診療科等やへき地勤務を債務免除要件とする医師確保奨学資金の貸与 

・医療従事者にとって働きやすい職場環境の整備のための取組を促進 

・看護職員の養成、定着促進、離職防止及び復職支援のための取組の促進 

・奈良県立医科大学等において、高度救命救急センターに加え、ＥＲ救急を実施

することにより、年間９千人を超える救急搬送受入が可能な体制を敷く。 

（５） 介護従事者の確保に関する目標 

介護現場における人材の不足感の改善を目標とする。その際、県内の関係者が

各自役割分担をするとともに、連携して介護人材確保のための取り組みを進めて

いけるよう、27 年度中に県・奈良労働局・県福祉人材センター・介護事業の経営

者・介護従事者・職能団体・養成機関等で構成する協議会を設置し、介護人材確

保対策について調査分析や事業の検討などを行う。 

（参入促進） 

 介護職については、マイナスイメージが強く、職業として選ばれにくい状況にあ

るため、介護職の魅力を発信するとともに、細やかな就労斡旋などを実施して参入

促進を図る。 

・ マッチングの機能強化 

・ 職場体験 

・ 地域への介護職の魅力発信 

・ 若者、女性、中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施 

・ 生活・介護支援サポーターの養成 

・ 介護職員初任者研修資格取得支援 

・ 福祉・介護の就職フェアの開催 

（資質の向上） 

有資格者に対して資質向上やキャリアアップのための研修やリーダー育成のため

の研修を行う。また、潜在的有資格者に対しては、離職後のフォローができていな

いため、再就労につなげるための研修等の実施によるアプローチを行う。さらに、

地域包括ケアシステム構築のため、地域包括支援センターの機能強化などの市町村

支援や認知症ケアに携わる人材や生活支援コーディネーターの養成等を行う。 

・ 介護人材のキャリアアップ研修の実施 

・ 潜在介護福祉士の再就業支援 

・ 認知症初期集中支援チーム員､認知症地域支援推進員、認知症サポート医の養成 

・ 認知症介護、認知症介護指導者研修の実施 

・ 生活支援コーディネーターの養成 

・ 地域包括ケアシステムに関わる人材の育成 
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・ 権利擁護人材の養成 

（労働環境・処遇の改善） 

 介護職員は、勤務環境や処遇が問題となって離職することが多いことから、離職

防止のために介護職員と介護事業所双方への支援や働きやすい環境づくりに取り組

む。 

・ 早期離職防止のためのＯＪＴ支援 

・ 雇用管理改善の取組みのためのセミナー開催、相談支援 

・ 介護ロボット導入や施設内保育施設運営等に対する支援 

２． 計画期間 

平成27 年度～令和５年度 

 

□奈良県全体（達成状況） 

１．目標の達成状況 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

・令和５年度は、当事業の支援を活用し、既存の病床を回復期機能に転換させる病院

がなかったため、実績はない。 

（２）居宅等における医療の提供に関する事業 

・訪問在宅歯科診療件数 555 件 

（３）介護施設等の整備に関する事業 

 【当初分】 

・ 認知症高齢者グループホーム            ５カ所増 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所           ４カ所増 

・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所         １カ所増 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所       ９カ所増 

・ 緊急ショートステイ                １カ所増 

・ 施設内保育施設                  ３カ所増 

・ 訪問看護ステーション（サテライト）        １カ所増 

・ 訪問看護ステーション大規模化           ３カ所 

・ 特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援   ２カ所 

・ 介護老人保健施設の開設準備経費に対する支援    １カ所 

・ 既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援 

16カ所（595床） 

【補正分】 

・ 地域密着型特別養護老人ホーム           ２カ所増 

・ 小規模な介護医療院                １カ所増  

・ 認知症高齢者グループホーム             ９カ所増 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所            ５カ所増 

・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所          １カ所増  

・ 施設内保育施設                必要数を整備 

・ 特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援   ５カ所 

・ 介護老人保健施設の開設準備経費に対する支援    ５カ所 
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・ 養護老人ホームの開設準備経費に対する支援     ２カ所 

・ 認知症高齢者グループホームの開設準備経費に対する支援 

                                                ６カ所 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援 

                           ２カ所 

・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援 

                           １カ所 

・ 訪問看護ステーションの大規模化に対する支援    １カ所 

・  施設内保育施設の開設準備経費に対する支援     必要数を整備 

・ 介護付きホームの開設準備経費に対する支援     ３カ所 

・ 介護施設等の創設を条件に行う特別養護老人ホームの 

大規模修繕・耐震化整備支援            １カ所 

・ 介護職員の宿舎施設整備事業            １カ所               

 

（５）介護従事者の確保に関する事業 

 ・当初の目標に加え、新型コロナウイルス感染症対策も行った。 

 

２．見解 

・新たに既存の病床を回復期機能転換させる補助実績はないが、引き続き地域医療構

想推進を図る。 

・また、県内の要介護・要支援認定者に対する地域密着型サービス施設が増加し、高

齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築が進んだ。 

・新型コロナウイルス感染症対策においても一定程度成果をあげた。 

３．目標の継続状況 

☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

□令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■奈良・東和・西和・中和・南和（目標と計画期間） 

１．中央区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

奈良県全体の目標と同じ 

（２）居宅等における医療の提供に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（３）介護施設等の整備に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（４）医療従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

（５）介護従事者の確保に関する目標 
奈良県全体の目標と同じ 

２． 計画期間 

平成 27 年度～令和５年度 
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□奈良・東和・西和・中和・南和（達成状況） 

１．目標の達成状況 

奈良県全体の達成状況と同じ 

２．見解 

   奈良県全体の達成状況と同じ 

３．目標の継続状況 

  ☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。      

  □令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
平成27年度奈良県計画に規定した事業について、令和５年度計画終了時における事業の実施状況

を記載。 

 

 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業 

事業名 【No.２（医療分）】 

地域包括ケア病棟等整備促進事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象

となる区域 

全県域 

 

事業の期間 平成２７年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ・地域の医療機関の現状把握、今後の将来の病床数の必要量とマッチン

グ手法の確立 

・急性期治療後の患者や、在宅患者の受け入れ、患者の在宅復帰の連携

機能の強化 

・２０２５年の医療需要予測に基づく、医療機能の転換の促進 

転換病床数 ５３１床 

事業の達成

状況 

・地域の現状把握・将来の病床数とのマッチングは本事業では実施せず。 

・令和５年度においては、補助金を活用した病床転換の実績はなかった。 

事業の有効

性・効率性  

（１）事業の有効性 

回復期機能や在宅医療体制強化につながる病棟整備であり、病床機

能の分化・連携の促進に繋げられる。（ただし、今年度は補助金の活用

がなかったため、引き続き公募につながるよう周知していく。） 

（２）事業の効率性 

回復期への病床転換を図るため、病院長の集まる会議等での周知を 

行った。 

その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  

事業名 【No.1（介護分）】 

奈良県介護施設等整備事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

補正分 302,865 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の期間 【当初分】平成 27 年 4月 1 日～令和 2年 3月 31 日 □継続 ／ ☑終了 

【補正分】平成 28 年 4月 1 日～令和 6年 3月 31 日 □継続 ／ ☑終了 

事業の目標 アウトカム指標： 

【当初分】県内の要介護・要支援認定者に対する地域密着型サービス事業所数（※）

を１万人あたり８．６施設とする。 

【補正分】県内の要介護・要支援認定者に対する地域密着型サービス事業所数（※）

を本来の目標値に対し１万人あたり＋２．６施設とする。 

※地域包括ケアの構築に特に必要とされる、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規

模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の数 

アウトプット指標： 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備等を支援す

ることにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進する。 

【当初分】 

・ 認知症高齢者グループホーム            ５カ所増 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所           ４カ所増 

・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所         １カ所増 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所      ９カ所増 

・ 緊急ショートステイ                １カ所増 

・ 施設内保育施設                  ３カ所増 

・ 訪問看護ステーション（サテライト）        １カ所増 

・ 訪問看護ステーション大規模化           ３カ所 

・ 特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援   ２カ所 

・ 介護老人保健施設の開設準備経費に対する支援    １カ所 

・ 既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援 

16カ所（595床） 

【補正分】 

・ 地域密着型特別養護老人ホーム             2 カ所増 

・ 小規模な介護医療院                 1 カ所増 

・ 認知症高齢者グループホーム             12 カ所増 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所             5 カ所増 

・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所          2 カ所増  

・ 定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所       17 カ所増 

・ 施設内保育施設                 必要数を整備 

・ 小規模な介護付きホーム              １カ所増 

・ 特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援   ５カ所 

・ 介護老人保健施設の開設準備経費に対する支援    ５カ所 
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・ 養護老人ホームの開設準備経費に対する支援     ２カ所 

・ 認知症高齢者グループホームの開設準備経費に対する支援       ６カ所 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援    ２カ所 

・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援 １カ所 

・ 訪問看護ステーションの大規模化に対する支援              １カ所 

・  施設内保育施設の開設準備経費に対する支援           必要数を整備 

・ 介護付きホームの開設準備経費に対する支援               ３カ所 

・ 介護施設等の創設を条件に行う特別養護老人ホームの 

大規模修繕・耐震化整備支援                      １カ所 

・ 介護職員の宿舎施設整備事業                      １カ所 

事業の達成

状況 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備等を支援す

ることにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進する。 

【当初分】 

・ 認知症高齢者グループホーム            ５カ所増 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所           ４カ所増 

・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所         １カ所増 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所       ９カ所増 

・ 緊急ショートステイ                １カ所増 

・ 施設内保育施設                  ３カ所増 

・ 訪問看護ステーション（サテライト）        １カ所増 

・ 訪問看護ステーション大規模化           ３カ所 

・ 特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援   ２カ所 

・ 介護老人保健施設の開設準備経費に対する支援    １カ所 

・ 既存の特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修支援 

16カ所（595床） 

【補正分】 

・ 地域密着型特別養護老人ホーム           ２カ所増 

・ 小規模な介護医療院                １カ所増  

・ 認知症高齢者グループホーム             ８カ所増 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所            ５カ所増 

・ 認知症高齢者グループホーム             ９カ所増 

・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所          １カ所増  

・ 施設内保育施設                必要数を整備 

・ 特別養護老人ホームの開設準備経費に対する支援   ５カ所 

・ 介護老人保健施設の開設準備経費に対する支援    ５カ所 

・ 養護老人ホームの開設準備経費に対する支援     ２カ所 

 ・ 認知症高齢者グループホームの開設準備経費に対する支援 ６カ所 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援 ２カ所 

 ・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する支援 １カ所 

・ 訪問看護ステーションの大規模化に対する支援    １カ所                                       

・  施設内保育施設の開設準備経費に対する支援   必要数を整備 
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・ 介護付きホームの開設準備経費に対する支援     ３カ所 

・ 介護施設等の創設を条件に行う特別養護老人ホームの 

大規模修繕・耐震化整備支援            １カ所 

・ 介護職員の宿舎施設整備事業            １カ所  

事業の有効

性・効率性  

（１）事業の有効性 

地域密着型サービス施設等の整備により県内の要介護・要支援認定者に対する地域

密着型サービス事業所数が増加し、高齢者が地域において、安心して生活できる体制

の構築が図られた。 

（２）事業の効率性 

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで一定の共通認識のもとで

施設整備を行い、調達の効率化が図られた。 

その他  

 



   

別紙 

 
 
 

 
 
 

平成 26 年度奈良県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和７年１月 

奈良県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出

するとともに、公表することに努めるものとする。 

  



   

1 
 

１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 
 ・令和６年２月 19 日の医療審議会でその時点までの実施内容について報告を行った。 

 
 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし。 
 

 
  



   

2 
 

２．目標の達成状況 

 
平成26年度奈良県計画に規定する目標を再掲し、令和５年度終了時における目標の達成状

況について記載。 

 

■奈良県全体（目標と計画期間） 

１．奈良県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

地域医療構想を実現するため、ＩＣＴ技術を用いた医療機関間や介護事業者も含

めた地域でのネットワーク形成及び県下での情報連携する仕組みを構築する必要が

ある。また、高齢化に伴う放射線治療の需要の増加に対応するとともに、県拠点病

院である奈良県立医科大学附属病院等と連携を図りながら、中和、南和医療圏等の

患者についても放射線治療を実施するため、放射線治療棟を建設する。 

がん患者の口腔ケアによる口腔内合併症や感染症の予防、歯科治療により経口摂

取が可能になることで低栄養を防止、在院日数の削減、術後や退院後の口腔ケアや

歯科治療でＱＯＬを維持する。 

（２） 居宅等における医療の提供に関する事業 

奈良県においては、高齢社会を背景に、疾病構造が慢性疾患を中心に変化してい

くことにより、長期にわたる療養や介護を必要とする高齢者の増加が確実であり、

終末期を含め、在宅で介護や医療サービスを受けることを希望する高齢者も多い。

円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制の構築など、医療介護総合確

保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安心して生活できるようにするこ

とを目標とする。 

また、在宅障害児への支援として、包括的支援をモデル的に実施し、在宅障害児

支援体制の構築を目指す。 

（３）医療従事者の確保に関する事業 

奈良県では、医療介護総合確保区域の課題を解決することを目標とする。特に、

医師の偏在、医療従事者の職場環境の整備は喫緊の課題となっている。そのため、

産科・救急・小児等の不足している診療科の医師確保支援、医師不足地域の医療機

関への医師派遣体制の構築など、医師の偏在を解消するための取組を実施する。ま

た、看護職員についても、職員の養成、定着促進、離職防止及び復職支援のための

取組の促進、ナースセンターの運営体制を強化、看護師等免許保持者の届出制度を

活用した復職支援やサテライト相談の実施、ハローワークとの連携等により、看護

職員の就業を促進する。 

２．計画期間 

平成 26 年度～令和５年度 

 



   

3 
 

□奈良県全体（達成状況） 

１．目標の達成状況 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

・医療と介護を一体的に把握できる国保及び後期高齢者のデータを用いて、地域ごと

にどのような検証手法が有効かについて、評価分析を実施。 

・国保及び後期高齢者のデータを用いて、地域ごとの患者受療動向等の現状を把握す

る方法を定型化し、地域医療構想調整会議等で病院へ提示することで、将来の機能

別病床数を検討する材料を提供。 

（２）居宅等における医療の提供に関する事業 

・保健所のノウハウを活かした広域的・専門的な調整に限定した市町村支援等を実施

することで、引き続き、事業の目標である在宅医療連携拠点整備を支援。具体的に

は①管内市町村広域連携支援事業、②入退院調整ルールづくり支援事業、③多職種

間連携強化支援事業の３事業を実施。 

２．見解 

  地域医療構想の実現に向けた医療提供体制を構築するための仕組みづくりが一定程

度進んだ。 

３．目標の継続状況 

 ☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

□令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■奈良・東和・西和・中和・南和（目標と計画期間） 

１．中央区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

（１）地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

   奈良県全体の目標と同じ 

（２）居宅等における医療の提供に関する事業について 

奈良県全体の目標と同じ 

（３）医療従事者の確保について 

奈良県全体の目標と同じ 

２．計画期間 

平成 26 年度～令和５年度 

 

□奈良・東和・西和・中和・南和（達成状況） 

１．目標の達成状況 

   奈良県全体の達成状況と同じ 

２．見解 

   奈良県全体の達成状況と同じ 

３．目標の継続状況 

 ☑令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。      

 □令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
平成26年度奈良県計画に規定した事業について、令和５年度計画終了時における事業の実

施状況を記載。 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業 

事業名 【No.３（医療分）】 

がん患者に対する口腔ケア対策支援事業 

【総事業費】 

973 千円 

事業の対象となる区域 全県 

事業の期間 平成 26 年 10 月１日～令和６年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ・がん医科歯科連携講習会修了書授与数 400 人 

・歯科衛生士派遣病院数 10 病院 

・病診連携数 10 病院 

・患者満足度の上昇 

事業の達成

状況 

がん診療連携拠点病院等と地域の歯科医師とのがん患者の口腔ケアに関する連

絡会を実施し、連絡会の内容を踏まえ、歯科医師等を対象とした研修会を実施。 

○歯科医師等を対象にした研修会の実施 

 ・がん医科歯科連携講習会修了書授与数：H26～R5：716 人 

 ・がん診療連携登録歯科医：139 人 

○がん診療病院に対する歯科医師、歯科衛生士の派遣 

 ・歯科医師、歯科衛生士派遣病院数：H26～R5：10 病院、延 12 病院 

○病診連携数 

 ・病診連携数：12 病院 

 ・連携歯科医療機関数：35 機関 

 ・医科歯科連携件数：98 件 

○患者満足度の上昇 

 ・がん治療に納得していると回答した割合：H29:66.7%→R3:67.8% 

（ならのがんに関する患者意識調査）  
事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 

本事業を実施することにより、がん患者が適切に口腔ケアや歯科治療にかかり

やすい体制を構築するために、がん診療連携拠点病院等と地域の歯科医師との連

携を促進することができた。 

（２）事業の効率性 

   地域の医師、歯科医師、歯科衛生士等を対象とした研修会を開催し、歯科医療従

事者ががん治療における周術期の口腔機能管理を学び、資質向上を図ることができ

た。 

その他 平成 26 年度：1,215 千円、平成 27 年度：1,337 千円、平成 28 年度：2,632 千円、平成

29 年度：882 千円、平成 30 年度：1,537 千円、令和元年度：1,501 千円、令和 2 年度：

27 千円、令和 3 年度：300 千円、令和 4 年度：994 千円、令和 5 年度：973 千円 
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業 

事業名 【No.４（医療分）】 

病床の機能分化・連携推進検証手法検討事業 

【総事業費】 

7,930 千円 

事業の対象

となる区域 

全圏域 

 

事業の期間 平成 26 年 10 月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 地域の医療機関の現状把握、今後の将来の病床数の必要量とマッチング

をする手法の確立 

事業の達成

状況 

令和５年度においても、医療と介護を一体的に把握できる国保及び後期

高齢者のデータを用いて、地域ごとにどのような検証手法が有効かにつ

いて、評価分析を進めることができた。  
事業の有効

性・効率性  

（１）事業の有効性 

各病院が、地域における自院の立ち位置の把握と将来の方向性の

検討を行い、地域医療構想に沿った自主的な取に繋げられるデータ

分析を病院へ示すことができた。 

（２）事業の効率性 

   地域医療構想における課題を明確にした上で、各種分析に着手す

ることにより、効率的に業務を遂行した。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


